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第１章 商業ビジョン策定の目的 

 商業ビジョン策定の目的 

松戸市では、平成 25年 3月に「松戸市商工業等振興基本方針」を策定し、商業に関しては、

商店街の賑わいの創出を基本目標とした基本施策、役割分担等を示し、商業の振興に取り組ん

できました。しかしその翌年に実施された商業統計調査により、商業環境の変化や商業振興を

めぐる新たな課題への対応の必要性が明らかになり、平成 29年 1月には「松戸市商業構造基本

調査・商圏調査」の報告書を取りまとめたところです。こうした中、本市の商業振興の新たな

方向性を明らかにするとともに、異なった立地条件や特性をもつ広域的な商業拠点等のあり方

について示す「松戸市商業ビジョン」を策定しました。 

 

 商業ビジョンの必要性 

平成 29年松戸市商業構造基本調査によると、現在の松戸市においては、以下の商業環境の変

化や商業振興への対応が必要となっています。 

 

・市全体では人口が増加していますが、市内では人口が減少している地区があり、特に鉄道利

用に不便な地区では、今後、人口減少・高齢化が進行する可能性があります。高齢社会の進

行により、自宅周辺の買い物利便性向上に関するニーズが高まっています。 

・松戸市内地区別の小売業の現況について、東部地区の売場面積が増加している以外は、すべ

ての地区においてすべての指標（事業所数、従業者数、売場面積、年間販売額）が減少して

います。 

・小売店の大型化や法人組織の事業所が増加している一方、身近な商店街の店舗数は減少して

います。 

・松戸市周辺都市で大型のショッピングセンターの立地が相次いでおり、三郷市や流山市では

売場面積、年間販売額が増加しています。 

 

このように、今後の人口推移や高齢化に応じた商業機能の充実や商店街の活性化、周辺都市

の商業地との地域間競争への対応等が重要となっていますが、市内の市街地形成の経緯によっ

て商業施設の集積状況や住民の年齢構成等が異なっていることから、地域の立地特性を踏まえ

た商業振興の方向性を示すことが求められます。 
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第２章 松戸市の商業の状況 

 松戸市の人口 

■総人口は平成 26 年以降増加傾向 

・本市の人口は平成 22 年の 484,457 人をピークに減少していましたが、平成 26 年以降

増加に転じ、平成 28 年現在 486,045 人と最も多くなっています。  

・世帯数は平成元年以降、増加傾向にあり、平成 28 年現在 219,302 世帯で、１世帯あたり

の人口は 2.2 人/世帯となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■生産年齢人口割合が縮小する一方、老年人口割合が拡大 

・平成 26 年 12 月末日現在、年少人口（0～14歳）が 60,709 人（12.5％）、生産年齢人口

（15～64 歳）が 310,921 人（63.8％）、老年人口（65 歳以上）が 115,746 人（23.7％）

となっています。  

・平成 14 年以降の動向をみると、年少人口割合及び生産年齢人口割合が縮小する一方で、

老年人口割合が拡大しています。 
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■商店街に求められる公共的役割は地域コミュニティの形成・促進 

・千葉県調査によれば、商店街に求められる公共的役割は、消費者、商店街ともに、「地域コ

ミュニティの形成・促進」が最も高い割合となっています。 

 

【商店街に求める公共的役割】 

出典：平成 29年度千葉県商店街実態調査報告書（H30.3、千葉県商工労働部） 

 

■北総線沿線の東部地区で人口が増加 

・松戸市の地区別人口構成比は、平成 26 年現在、常盤平地区、小金地区、明地区が高く、3

地区で市全体の約 7割を占めています。 

・平成 14年から平成 26年にかけ、北総線沿線の東部地区で人口が増加しています。 

 

【地区別人口と人口構成比の現況と動向】 

 

出典：松戸市商業構造基本調査 H29.1（「松戸市字別世帯数人口表」（各年 7月 1日現在）） 
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矢切地区 15,248 3.2% 15,164 3.2% 15,014 3.1% 15,075 3.1% 61 0.4% 

明地区 106,553 22.5% 107,583 22.5% 108,827 22.6% 110,008 22.6% 1,181 1.1% 
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馬橋地区 55,662 11.7% 56,106 11.7% 56,209 11.7% 55,708 11.4% △ 501 △ 0.9% 
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■東部地区は年少人口割合が高く、矢切地区は老年人口割合が高い 

・平成 26年の地区別の年齢階層別人口構成は、東部地区では年少人口（0歳～14歳未満）割

合が 17.1％と他地区より 5ポイント程高く、一方、矢切地区、常盤平地区、小金地区では

老年人口（65歳以上）割合が 25％を超えています。 

 

 

【地区別年齢階層別人口】 

出典：松戸市商業構造基本調査 H29.1（「松戸市年齢階層別人口統計表(町丁字別)」（各年 12 月末日現在）） 
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 市全体の商業の状況 

本市全体の商業の変化及び現状を把握し、今後の商業振興にあたり配慮すべき課題を明らか

にします。 

 

■減少傾向にある小売業の事業所数・従業者数・年間販売額 

・本市の小売業の事業所数及び従業者数、年間販売額は、平成 19 年から平成 26 年にかけて

大きく減少し、平成 26 年現在、1,776 事業所、従業者数は 16,181 人、年間販売額は 3,102

億円となっています。 

・平成 3 年を 100 とする指数動向をみると、平成 26 年の事業所数は 47.6、従業者数 72.4、

年間販売額は 66.8まで減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■小売業の販売効率（面積あたりの年間販売額）が低下 

・本市の小売業の売場面積 1 ㎡あたりの年間販売額は全国及び県の平均と比較して低く、全国

同様の傾向により減少しており、平成 26 年には 71 万円となっています。平成 3 年と比較

すると、46 万円の減少となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ※松戸市は売場面積が 0㎡の事業所を除く。全国及び千葉県は売場面積 0㎡の事業所を含む参考値。 

【松戸市小売業の動向（指数）】  出典：松戸市商業構造基本調査 H29.1 

【売場面積あたりの年間販売額の推移】 出典：松戸市商業構造基本調査 H29.1 
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■百貨店・総合スーパーの売場面積の構成比が多い 

・本市の産業小分類別売場面積で主なもの（構成比 5％以上を占めるもの）は、平成 26 年現

在、「百貨店・総合スーパー」が最も多く 22.2％（74,015 ㎡）で、次いで、「各種食料品」

の 14.2％（47,364 ㎡）、「医薬品・化粧品」の 7.6％（25,160 ㎡）となっています。 

・売場面積の構成比について、千葉県および全国と比較すると、松戸市は百貨店・総合スーパ

ーが多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■1事業所あたりの年間販売額は増加 

・本市の小売業の 1 事業所あたりの年間販売額は平成 19年以降急激に増加しており、平成 26 

年現在、1億 7,467万円で全国値を上回っています。県平均値と比較すると、平成 19年まで

は松戸市が県を上回っていましたが、平成 26 年に県が逆転し松戸市より高くなっています。 
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■小売店の大型化により 1事業所あたりの売場面積が増加 

・平成 26 年における松戸市の 1 事業所あたりの売場面積は 222.5㎡で、平成 19 年と比較

すると、63.3 ㎡（約 40％）の増加となっています。  

・小売店の大型化が進んでいることによるものと考えられます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※松戸市は売場面積が 0㎡の事業所を除く。全国及び千葉県は売場面積 0㎡の事業所を含む参考値。 

 

 

■大規模小売店舗の事業所数は増加、従業者数・売場面積・年間販売額は減少 

・本市の売場面積 1,000㎡以上の大規模小売店舗の事業所数は、平成 16年から平成 26年に

かけて増加している一方、従業者数、売場面積、年間販売額は減少しています。 

 

【大規模小売店舗の動向】 

  平成 16年 平成 19年 平成 26年 

事業所数(事業所) 46 45 50  

対市全体 1.6% 1.7% 2.8% 

従業者数(人) 5,103 4,989 4,370  

対市全体 21.5% 21.9% 25.9% 

売場面積(㎡) 179,025 164,802 164,126  

対市全体 46.9% 46.2% 49.3% 

年間販売額(万円) 13,077,833 11,716,218 10,910,215  

対市全体 33.9% 30.5% 35.2% 

※商業統計調査による売場面積と大規模小売店舗立地法に基づく届出による売場面積は、算出方

法が異なります。このため、大規模小売店舗の事業所数等も異なります。 

出典：松戸市商業構造基本調査 H29.1、商業調査 H21.3 

 

  

【1 事業所あたりの売場面積の推移】 出典：松戸市商業構造基本調査 H29.1 
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■個人経営の事業所数は減少し、法人経営の事業所の割合が 7割に上昇 

・本市の小売業の経営組織別事業所数の割合は、平成 26 年現在、松戸市小売業の全事業所

（1,776 事業所）のうち、個人経営の事業所が約 30％（538 事業所）、法人組織の事業所が約

70％（1,238 事業所）となっています。  

・法人組織の事業所の比率についての動向は、平成 6 年以降、50％を上回っており、個人経営

事業所より法人経営事業所の方が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■100 ㎡未満の小売業事業所が全体の約７割 

・本市の小売業の売場面積規模別事業所数は、平成 26 年現在、「50 ㎡以上 100 ㎡未満」が

最も多く 333 事業所、次いで「30 ㎡以上 50 ㎡未満」の 277 業所、「100 ㎡以上 250 ㎡

未満」の 274 事業所となっています。  

・小売店の大型化により 1事業所あたりの売場面積は増えていますが、本市には 100 ㎡未満

の事業所（面積 0㎡を除く）が 987 事業所あり、全体の約 66％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【経営組織別事業所数の推移】 出典：松戸市商業構造基本調査 H29.1 

1,982 1,831 1,607 1,581 1,393 1,264 1,000 
538 

1,747 1,832 1,717 1,802 1,721 1,700 1,584 
1,238 
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5,000
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7,000
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松戸市

個人経営

事業所

松戸市

法人経営

事業所

全国

法人事業所

比率（%）

千葉県

法人事業所

比率（%）

松戸市

法人事業所

比率（%）

事業所 %

50 
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175 

277 

333 

274 

112 

73 

21 

17 

4 

8 
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3000㎡以上6000㎡未満

6000㎡以上

事業所

※売場面積0㎡（280事業所）を除く

【売場面積規模別事業所数（H26）】 出典：松戸市商業構造基本調査 H29.1 
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■５割を占める従業者４人以下の小売業事業所は減少 

・本市の小売業の従業者規模別事業所数の割合は、従業者 4 人以下の事業所が全体の 約 54％

を占めています。 

・平成 3 年からの動向をみると、「1～2 人」の事業所数は各年とも最も多くなっていますが、

平成 6 年をピークに事業所数は減少しています。また、「3～4 人」の事業所についても平成 

3年から減少し続けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■約 7割の商店街は事業所が 10以下で小規模化が進行 

・松戸市内の集積事業所数が 10 以下という比較的小規模な商店街は 52 商店街で、全体

（79商店街）の約 66％を占めています。  

・平成 19 年～平成 26 年に「5～12 事業所」の商店街が減少しているのに対して、「1～4 

事業所」の商店街が増加しており、商店街が小規模化していることが伺えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※集積事業所数が 0 事業所の商店街が 2 商店街あります。 

【商店街として集積している事業所数】 出典：松戸市商業構造基本調査 H29.1 

【経営規模別事業所数の推移】 出典：松戸市商業構造基本調査 H29.1 
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■小売業の年間販売額の約 2割を占める商店街 

・松戸市全体に対して商店街（H26）は、事業所数で 43.6％、従業者数で 28.7％、売場面積

で 23.3％、年間販売額で 19.2％を占めていますが、商店街数だけでなく、商店街の事業

所数や従業者数、売場面積、年間販売額も減少しています。 

 

【商店街の状況】 

 

出典：松戸市商業構造基本調査 H29.1 

 

 

■コンビニエンス・ストアは減少 

・コンビニエンス・ストアはスーパー等が少ない地区では身近な買い物先となっています。

松戸市内のコンビニエンス・ストアは平成 14年から平成 19年にかけて増加していました

が、平成 19年から平成 26年にかけて減少に転じ、事業所数は３割減の 109事業所となっ

ています。 

 

【コンビニエンス・ストアの動向】 

 

出典：松戸市商業構造基本調査 H29.1、松戸市商業調査 H21.3 

 

  

市全体に対

する商店街の

割合

商店街数（商店街） 98 96 93 79 －

事業所数（事業所） 1,711 1,574 1,157 775 1,776 43.6%

従業者数（人） 9,057 8,559 6,413 4,852 16,894 28.7%

売場面積（㎡） 119,148 119,771 91,636 77,492 332,791 23.3%

年間販売額(万円) 10,853,268 9,824,439 7,247,126 5,944,996 31,020,884 19.2%

平成26年

商店街合計

平成14年 平成16年 平成19年 平成26年

松戸市全体

小売業に対す

るコンビニの

割合

事業所数

(事業所)
155 160 162 109 1,776 6.1%

従業者数

(人)
2,681 2,503 2,593 2,026 16,894 12.0%

売場面積

(㎡)
16,715 17,617 18,824 12,627 332,791 3.8%

年間販売額

(万円)
2,695,974 2,633,701 2,706,813 2,051,483 31,020,884 6.6%

平成26年

小売業計

平成14年 平成16年 平成19年 平成26年

コンビニエンス・ストア合計



 11 

■通信販売・インターネット販売が増加 

・松戸市内で通信販売やインターネット販売を行っている事業所数は増加しており、平成 26 

年の小売業全体に占める割合は 8.7％で、平成 19年の約２倍となっています。 

【通信販売・インターネット販売の動向】 

 

出典：松戸市商業構造基本調査 H29.1 

 

《松戸市商業構造のまとめ》 

◇松戸市の小売業の事業所数、従業者数、年間販売額は減少傾向にあり、商業振興への取組が

必要となっています。 

◇小売業の売場面積 1 ㎡あたりの年間販売額は一貫して減少しており、販売の効率化に向けた

取組が必要となっています。 

◇千葉県や全国と比較（面積割合）して、百貨店・総合スーパーが多い特徴があります。 

◇１事業所あたりの年間販売額は、全国的な傾向と同様に増加傾向にありつつも、平成 26年か

ら県平均と逆転していることから、市外に購買力が流出している可能性があります。 

◇１事業所あたりの売場面積は増加し、小売店の大型化が進んでいます。 

◇大規模小売店舗の事業所数は増加している一方、年間販売額は減少しており、厳しい経営環

境にあることが伺えます。伊勢丹松戸店の閉店により、駅前商業地に 2万㎡を超える SCはな

くなります。 

◇個人経営の事業所数は減少し、法人経営の事業所の割合が 7割に上昇しています。 

◇100 ㎡未満の小売業事業所が全体の約７割を占めています。また、約 5 割を占める従業者４

人以下の小売業事業所は減少しており、自宅周辺での買い物利便性を確保するためにも、小

規模店舗への支援が必要となっています。 

◇約 7割の商店街は事業所が 10以下で小規模化しており、商店街数、年間販売額も減少してお

ります。 

◇コンビニエンス・ストアが減少しており、身近な買い物先の対策が必要となっています。 

◇通信販売・インターネット販売の年間販売額等が増加しており、買い物客に足を運んでもら

える魅力ある商業空間づくりが求められます。  

小売業に対する

通販等の割合

小売業に対する

通販等の割合

事業所数

(事業所)
119 2,584 4.6% 154 1,776 8.7% 

従業者数

(人)
1,346 22,757 5.9% 2,919 16,894 17.3% 

売場面積

(㎡)
9,276 356,432 2.6% 74,023 332,791 22.2% 

年間販売額

(万円)
3,358,037 38,412,125 8.7% 6,411,924 31,020,884 20.7% 

小売業計通信販売等 通信販売等

平成19年 平成26年

小売業計
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 商圏の状況 

近年は本市周辺を取り囲むように大規模商業施設の出店が相次ぎ、周辺都市との地域間競

争が激しくなっていることから、商圏の状況について明らかにします。 

 

■2015年以降、柏市や流山市での SCの開店が活発化 

・本市周辺の市区では 2015 年以降、柏市や流山市でショッピングセンター等の開店が活発

に見られます。 

・規模の大きいショッピングセンターは、柏市のセブンパークアリオ柏、三郷市の三井ショ

ッピングパークららぽーと新三郷等があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【SC の開店動向】 

出典：日本ショッピングセンター協会ホームページ、オープン SC（2005～2017）、大店立地法新設届出情報 
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【ショッピングセンターの開店動向・今後の大規模小売店舗の新設予定】 

 

出典：日本ショッピングセンター協会ホームページ、オープン SC（2005～2017）、大店立地法新設届出情報 

  

【松戸市】

年 No オープン日 SC名 所在地 ディベロッパー
店舗面積

(㎡)
キーテナント名

テナント

数

2018 1 4月1日
（仮称）東松戸二丁目商

業施設計画
松戸市東松戸二丁目５番１

長谷工コーポレーショ

ン
3,350 － －

2019 2 －
松戸北部市場開発プロ

ジェクト

千葉県松戸市八ヶ崎2-8-1

他
住友商事 － － －

【柏市】

年 No オープン日 SC名 所在地 ディベロッパー
店舗面積

(㎡)
キーテナント名

テナント

数

2006 3 5月10日
イオン柏ショッピングセ

ンター
千葉県柏市豊町2-5-25 イオン(株) 44,048 ジャスコ柏店 100

2006 4 11月22日 ららぽーと柏の葉 千葉県柏市若柴175 三井不動産(株) 約41,000 東急ストア 170

2015 5 11月27日 ヤオコー柏高柳駅前店
千葉県柏市高柳1520番地

3,18街区8
(株)ヤオコー 4,676 ヤオコー柏高柳駅前店 12

2016 6 4月25日 セブンパーク アリオ柏 千葉県柏市大島田950-1
(株)イトーヨーカ堂、(株)

モール・エスシー開発
約65,000 イトーヨーカドー 約200

2016 7 5月20日 柏マルイ 千葉県柏市柏1-1-11 (株)丸井 5,940 – 61

2016 8 10月27日 柏モディ 千葉県柏市柏1-2-26 （株）エイムクリエイツ 10,590 – 46

2017 9 3月2日 柏の葉T－SITE 千葉県柏市若柴227-1
カルチュア・コンビニエ

ンス・クラブ(株)
5,610 － 19

【流山市】

年 No オープン日 SC名 所在地 ディベロッパー
店舗面積

(㎡)
キーテナント名

テナント

数

2007 10 3月12日 流山おおたかの森S・C
千葉県流山市西初石6-185-

2
東神開発(株) 41,120

高島屋、イトーヨーカドー、

ロフト、紀伊国屋書店
135

2015 11 1月27日 ヤオコー南流山店
千葉県流山市大字木402番

地（木B70街区2）
(株)ヤオコー 4,932 ヤオコー南流山店 15

2017 12 7月28日
LEVEN（レヴン） おおた

かの森
千葉県流山市市野谷585-1 住友商事（株） 4,270

ヤオコー流山おおたかの

森店
12

2017 13 10月26日
セキチュー流山おおた

かの森店
千葉県流山市西初石5-44-2 黒井産業 4,034 － 1

2017 14 12月11日
マルエツ流山おおたか

の森店

流山都市計画事業新市街地地区

一体型特定土地区画整理事業Ｄ１

０５街区１画地ほか
正和 1,894 － -

【三郷市】

年 No オープン日 SC名 所在地 ディベロッパー
店舗面積

(㎡)
キーテナント名

テナント

数

2009 15 9月17日
三井ショッピングパーク

ららぽーと新三郷

埼玉県三郷市新三郷ららシ

ティ3-1-1
三井不動産(株) 約59,400 － 178

【鎌ケ谷市】

年 No オープン日 SC名 所在地 ディベロッパー
店舗面積

(㎡)
キーテナント名

テナント

数

2013 16 11月22日
ショッピングプラザ鎌ヶ

谷
千葉県鎌ケ谷市富岡1-1-3

(株)モールエスシー開

発
6,537

食品館イトーヨーカドー鎌

ケ谷店
21

2018 17 5月29日
（仮称）ベルク鎌ケ谷富

岡店

鎌ケ谷市富岡三丁目１５３９

番１
ベルク 2,117 － -

【葛飾区】

年 No オープン日 SC名 所在地 ディベロッパー
店舗面積

(㎡)
キーテナント名

テナント

数

2006 18 3月3日 Ario亀有
東京都葛飾区亀有3丁目49-

3
(株)イトーヨーカ堂 42,120 イトーヨーカドー亀有店 122

2009 19 10月17日
ヴィナシス金町プライド

コート

東京都葛飾区金町六丁目2

番1号

金町六丁目地区市街

地再開発組合
7,819 マルエツ 金町店 32

2018 20 1月12日
（仮称）オーケー四つ木

店

葛飾区四つ木三丁目９７番１

ほか
オーケー 2,015 － -
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■三郷市・市川市等から松戸市へ、松戸市から柏市・流山市等へ消費の流れ 

・本市は、三郷市、鎌ケ谷市、市川市、流山市、葛飾区等から買い物客を吸引している一

方、柏市、流山市、三郷市等の商圏に買い物客が流出しています。 

 

【商圏の区分（全品目）】（橙色：吸引先、緑色：流出先） 

項 目 １次商圏 ２次商圏 ３次商圏 

消費の
流れ 

商業集積 商圏内消費需要の 

30％以上 

を吸引している地域 

商圏内消費需要の 

10％以上 

を吸引している地域 

商圏内消費需要の 

５％以上 

を吸引している地域 

吸引 松戸市商圏 松戸市内(91.1%) 三郷市(27.2%) 

鎌ケ谷市(24.5%) 

市川市(23.7%) 

流山市(17.6%) 

葛飾区(10.0%) 

柏市(9.4%) 

流出 柏市商圏 － 松戸市(22.9%) － 

流山市商圏 － 松戸市(14.3%) － 

三郷市商圏 － 松戸市(10.9%) － 

鎌ケ谷市商圏 － － 松戸市(5.5%) 

※（ ％）は全品目の吸引率 出典：松戸市商圏調査 H29.1 

 

 

《松戸市商圏の状況のまとめ》 

◇松戸市周辺の市区では 2015 年以降、柏市や流山市でショッピングセンター等の開店が活発

に見られますが、松戸市内では、ほとんど新たな出店はなく、柏市や流山市、三郷市等へ買

い物客が流出しています。 
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 地区別の商業の状況 

本市は大きく７地区に分かれており、これまでの市街地形成の経緯から、商業構造も異なっ

ています。ここでは、地区毎の商業の状況について明らかにします。 

 

 地区別商業の状況 

■1事業所あたりの年間販売額は、本庁、東部、常盤平地区で高い 

・平成 26年の 1事業所あたりの年間販売額は、松戸市平均を上回るのは、大規模小売店舗

が多く立地する本庁地区のほか、東部地区と常盤平地区となっています。 

・平成 19年と比較すると、矢切地区で 47.9％増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別 1 事業所あたりの年間販売額（小売業）】出典：松戸市商業構造基本調査 H29.1 

 

■１事業所あたりの従業者数は本庁、東部地区で多い 

・平成 26年の 1事業所あたりの従業者数が多いのは、本庁地区、東部地区で、一方少ない

のは、馬橋地区、明地区で小規模店舗の多さが伺えます。 

・平成 19年と比較すると、矢切地区で 52.9％増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別 1 事業所あたりの従業者数（小売業）】出典：松戸市商業構造基本調査 H29.1 
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■１事業所あたりの売場面積は本庁、常盤平地区で広い 

・平成 26年の 1 事業所あたりの売場面積が広いのは本庁地区、常盤平地区、東部地区で、一

方小さいのは、馬橋地区、矢切地区で小規模の店舗が多いことが伺えます。 

・平成 19 年と比較すると、すべての地区で増加しており、特に東部地区では 100.5％増加

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※売場面積が 0 ㎡の事業所を除く。 

【地区別 1 事業所あたりの売場面積】出典：松戸市商業構造基本調査 H29.1 

 

■売場面積あたりの年間販売額は、矢切、本庁、東部、馬橋地区で高い 

・平成 26年の売場面積 1 ㎡あたりの年間販売額で松戸市平均を上回るのは、矢切地区、本

庁地区、東部地区、馬橋地区の 4 地区となっています。 

・平成 19 年と比較すると、すべての地区で減少しており、特に東部地区で 28.4％、明地区

で 20.3％減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※売場面積が 0 ㎡の事業所を除く。 

【地区別売場面積 1 ㎡あたりの年間販売額（小売業）】出典：松戸市商業構造基本調査 H29.1              
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■矢切、馬橋地区では個人経営事務所の割合が高い 

・地区毎の個人経営事務所と法人経営事務所の構成比は、矢切地区、馬橋地区で個人経営事

務所の割合が高く、本庁地区、東部地区で法人経営事務所の割合が高くなっています。 

 

【地区別経営組織別事業所数】 

 

出典：松戸市商業構造基本調査 H29.1 

 

■近年、本庁、常盤平、小金、明地区で小売業事業所が多く開設 

・平成 22年以降に開設された事業所数は、本庁地区で 52事業所と最も多く、次いで、常盤

平地区の 49事業所、小金地区の 32事業所、明地区の 30事業所となっています。 

 

【地区別開設時期別事業所数】 

 

※開設時期が不明な事業所があるため、合計が他の集計の値と異なる。 

出典：松戸市商業構造基本調査 H29.1 

 

  

（事業所数） 構成比（％） （事業所数） 構成比（％）

松戸市計 538 30.3% 1,238 69.7% 

本庁地区 45 14.9% 258 85.1% 

矢切地区 22 46.8% 25 53.2% 

明地区 130 37.1% 220 62.9% 

東部地区 28 23.3% 92 76.7% 

馬橋地区 77 45.8% 91 54.2% 

常盤平地区 132 30.1% 306 69.9% 

小金地区 104 29.7% 246 70.3% 

個人経営事業所 法人経営事業所

昭和59年

以前

昭和60年

～平成6年

平成7年

～平成16年

平成17年

～平成21年

平成22年

～平成26年
合計

松戸市計 671 262 382 244 190 1,749

本庁地区 106 46 51 44 52 299

矢切地区 22 2 13 4 6 47

明地区 150 46 71 52 30 349

東部地区 48 12 30 18 9 117

馬橋地区 74 26 35 19 12 166

常盤平地区 156 66 106 52 49 429

小金地区 115 64 76 55 32 342

地区別開設時期別事業所数（事業所）
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■矢切、馬橋地区で小売業に占めるコンビニエンス・ストアの割合が高い 

・平成 26年のコンビニエンス・ストアの小売業全体に対する割合は、矢切地区と馬橋地区

で基礎的指標（事業所数、従業者数、売場面積、年間販売額）が総じて高くなっていま

す。一方、本庁地区は全体的に低くなっています。 

 

【地区別コンビニエンス・ストアの小売業全体に占める割合（平成 26年）】 

 

出典：松戸市商業構造基本調査 H29.1 

 

 地区別買い物行動等の状況 

■自宅周辺での日用品の買い物は明、東部、常盤平、小金地区で高い 

・自宅周辺での店舗利用状況は、「ほとんど自宅周辺」と「およそ半分は自宅周辺」での買

い物を合わせると、明地区、東部地区、常盤平地区、小金地区では 80％以上と高い割合

となっています。 

・一方、矢切地区と馬橋地区では、「あまり自宅周辺の店を利用していない」と「自宅周辺

には店がない」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別・日用品買い物における周辺店舗利用状況】出典：松戸市商圏調査 H29.1 

事業所数 従業者数 売場面積 年間販売額

109事業所 2,026人 12,627㎡ 2,051,483万円

6.1% 12.0% 3.8% 6.6% 

本庁地区 5.6% 9.1% 2.2% 4.5% 

矢切地区 8.5% 15.9% 7.9% 11.2% 

明地区 5.7% 14.2% 4.8% 8.1% 

東部地区 5.8% 12.2% 4.3% 5.9% 

馬橋地区 7.1% 18.7% 8.0% 10.8% 

常盤平地区 6.4% 11.6% 3.5% 6.5% 

小金地区 6.0% 10.7% 3.8% 6.6% 

松戸市計

56.9%

52.0%

56.1%

50.0%

36.8%

55.9%

53.6%

21.6%

20.0%

32.5%

33.9%

35.5%

29.3%

30.4%

7.8%

16.0%

8.1%

8.9%

18.4%

8.5%

9.8%

9.8%

12.0%

2.4%

7.1%

6.6%

3.2%

6.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

本庁

矢切

明

東部

馬橋

常盤平

小金

ほとんど自宅周辺

の店で買っている

およそ半分は自宅周辺

の店で買っている

あまり自宅周辺の

店を利用していない

自宅周辺には

店がない

無回答

n= 25人

n=  51人

n=123人

n=  56人

n=  76人

n=188人

n=194人
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■自宅周辺での日用品の買い物は各地区とも半数以上が満足 

・自宅周辺での買い物の満足度は、各地区とも半数以上が満足（「満足」＋「やや満足」）と

回答しています。 

・一方、矢切地区と馬橋地区、東部地区では不満足（「やや不満である」＋「不満である」）

の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別・住まい周辺での日用品買い物における満足度】出典：松戸市商圏調査 H29.1 

 

■自宅周辺での買い物は「スーパー」が大半 

・自宅周辺で利用する店舗の業態は、各地区とも「スーパー」が最も多くなっています。 

・また、馬橋では「コンビニエンス・ストア」、東部地区、矢切地区では「大型量販店」の

割合が、他の地区よりも高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別・日用品買い物における利用店舗の形態】出典：松戸市商圏調査 H29.1 

  

25.5%

8.0%

30.1%

21.4%

17.1%

29.8%

27.3%

52.9%

52.0%

45.5%

44.6%
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28.0%
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14.3%

25.0%
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13.7%

12.0%
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19.6%

13.2%

8.0%

6.7%
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n=123人
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n=  76人

n=188人
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2.8%

2.1%
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4.4%

4.9%

7.5%

5.6%

7.3%

12.7%
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85.0%

77.8%

82.6%

76.6%

67.3%
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5.0%

16.7%
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n=109人

n=  47人

n=  55人

n=160人

n=163人



 20 

■自宅周辺で希望する店舗は「ショッピングセンター」 

・自宅周辺で希望する店舗の業態は、矢切地区を除き、各地区とも「ショッピングセンタ

ー」が最も多くなっています。 

・矢切地区では「大型量販店」、東部地区では「ショッピングセンター」、馬橋では「コンビ

ニエンス・ストア」「スーパー」の割合が、他の地区よりも高くなっています。 

 

 

【地区別・住まい周辺の店舗ニーズ】出典：松戸市商圏調査 H29.1 
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10%

23%
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コンビニエンスストア

スーパー

百貨店

ショッピングセンター

大型量販店

その他

自宅周辺で希望する店舗

本庁地区 矢切地区 明地区 東部地区 馬橋地区 常盤平地区 小金地区
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■日用品は地区内のほか、本庁、明、小金地区等でも買い物 

・日用品の買い物先は約 9 割が松戸市内となっているほか、流山市や柏市、市川市、三郷市

等も買い物先となっています。 

・また、本庁地区、明地区、小金地区は、市内の他の地区からの日用品の買い物先となって

います。常盤平地区は約 8割が地区内で日用品の買い物が行われています。 

 

【日用品（合計）の買い物先】 

○松戸市内（87.8％） 

○葛飾区（0.3％） 

○三郷市（2.1％） 

○流山市（5.3％） 

○柏市（3.9％） 

○鎌ケ谷市（1.1％） 

○市川市（2.5％） 

○その他の東京都内（0.6％） 

○その他の千葉県内（1.9％） 

○その他の埼玉県内（0.3％） 

○その他（1.4％） 

 

【生鮮食料品の買い物先】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【加工食品の買い物先】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日用家庭用品の買い物先】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※松戸市は上位３位まで、地区は 10.0％以上を占める買い物先。（  ）は割合 

出典：松戸市商圏調査 H29.1より作成 
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■買回り品は市内のほか、柏市や流山市、都内、千葉県内等でも買い物 

・買回り品の買い物先は約 8 割が松戸市内となっているほか、柏市や流山市、三郷市、東京

都内、千葉県内も買い物先となっています。 

・また、本庁地区、明地区、小金地区は、市内の他の地区からの買回り品の買い物先となっ

ています。 

 

【買回り品（合計）の買い物先】 

○松戸市内（77.8％） 

○葛飾区（1.9％） 

○三郷市（10.5％） 

○流山市（13.2％） 

○柏市（22.0％） 

○鎌ケ谷市（5.1％） 

○市川市（1.7％） 

○その他の東京都内（21.9％） 

○その他の千葉県内（14.7％） 

○その他の埼玉県内（4.2％） 

○その他（17.3％） 

 

【婦人子ども服の買い物先】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【家電製品の買い物先】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【家具・インテリアの買い物先】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※松戸市は上位３位まで、地区は 10.0％以上を占める買い物先。（  ）は割合 

出典：松戸市商圏調査 H29.1より作成 
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 地区別商業特性のまとめ 

「地区別商業の状況」「地区別買い物行動等の状況」の分析結果を踏まえ、地区別の商業特

性は以下のとおり整理されます。 

《地区別商業特性のまとめ》 

◇本庁地区、明地区、小金地区は他の地区から買い物先となっています。 

◇本庁地区は、市内で 1 事業所あたりの小売業指標（年間販売額、従業者数、売場面積）が最

も高い地区となっています。 

◇矢切地区は大規模小売店舗が１店のみで、自宅周辺での買い物の満足度は低く、大型量販店

への出店ニーズが高いほか、本庁地区や市川市でも買い物が行われています。 

◇明地区は、市内で大規模小売店舗の数が最も多く、自宅周辺での買い物も多くなっています。 

◇東部地区は、近年の小売店の開設が少ない状況にあります。自宅周辺での買い物は多くなっ

ていますが満足度は低く、本庁地区や市川市でも買い物が行われています。 

◇馬橋地区は、1事業所あたりの小売業指標が市内で最も低くなっています。コンビニエンス・

ストアの利用割合が高いほか、明地区や小金地区でも買い物が行われています。 

◇常盤平地区は、大規模小売店舗数が多く、自宅周辺での買い物も多くなっています。売場面

積あたりの年間販売額は低くなっています。 

◇小金地区は、大規模小売店舗数、小売店の開設は多く、自宅周辺での買い物も多くなってい

ます。 

 

 

以上の地区別の商業特性について「強み・弱み」と「買い物特性」として整理すると次の通り

となります。 

 

【地区別の商業特性】 

地区 強み（○） 弱み（●） 買い物特性 

本
庁
地
区 

○１事業所あたりの年間販

売額が地区別で最も高

い。 

○１事業所あたりの従業者

数は地区別で最も高い。

（東部と同値） 

○１事業所あたりの売場面

積は地区別で最も広い。 

 

 

－ 

 

※自宅周辺での買い物はスーパー

が８割を超えている。 

※自宅周辺に希望する店舗は、シ

ョッピングセンター、大型量販

店、小売店や専門店が高い。 

※日用品の買い物は、本庁地区の

他、隣接する明地区で行われて

いる。 

※買回り品の買い物は、本庁地区

の他、明地区で行われている。 

※明地区、矢切地区、東部地区、馬

橋地区からの買い物先となって

いる。 
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地区 強み（○） 弱み（●） 買い物特性 

矢
切
地
区 

○１事業所あたりの従業者

数は市平均を上回り、平

成 19 年～平成 26 年の増

加率は最も高い。 

○小売業に占めるコンビニ

エンス・ストアの割合が

地区別で高い。 

 

●１事業所あたりの年間

販売額は地区別で馬場

地区に次いで 2 番目に

低い。 

●個人経営事業所の割合

が高い。 

●平成 22 年以降の小売業

事業所の開設は最も少

ない。 

●自宅周辺で買い物して

いる割合が他地区と比

べて低く、満足度も低

い。 

 …矢切地区の大規模小

売店舗は、マルエツ矢

切駅前店の１店のみ 

●日用品の買い物は、矢切

地区の他、隣接する本庁

地区、市川市で行われて

いる。 

※自宅周辺での買い物はスーパー

の他、大型量販店の割合が他地

区より高い。 

※希望する店舗としても６割が大

型量販店をあげている。 

※買回り品の買い物は、矢切地区

の他、本庁地区や明地区、東京都

区内で行われている。 

明
地
区 

○大規模小売店舗数が地区

別で最も多い。 

…17 店(H26.7 現在) 松

戸市内の大規模小売店

舗一覧参照 

●１事業所あたりの従業

者数は馬橋地区に次い

で少ない。 

※ほとんど自宅周辺の店で買い物

をしている割合は、本庁地区に

次いで高く、買い物先はスーパ

ーが８割を超えている。 

※自宅周辺に希望する店舗は、シ

ョッピングセンターや大型量販

店が比較的多い。 

※日用品の買い物は、明地区の他、

隣接する本庁地区で行われてい

る。 

※買回り品の買い物は、明地区の

他、本庁地区で行われている。 

※本庁地区、馬橋地区、東部地区か

らの買い物先となっている。 

東
部
地
区 

○１事業所あたりの年間販

売額が市平均を上回る。 

○１事業所あたりの従業者

数は地区別で最も高い。

（本庁と同値） 

 

 

●平成 22 年以降の小売業

事業所の開設は矢切地

区に次いで少ない。 

●自宅周辺で買い物して

いる割合は８割を超え

ているが、満足度は低

い。 

●日用品の買い物は、東部

地区の他、隣接する本庁

地区や市川市で行われ

ている。 

※自宅周辺での買い物は、スーパ

ーの他、大型量販店の割合が他

地区より高い。 

※希望する店舗はショッピングセ

ンターへの要望が他地区と比較

して高い。 

※買回り品の買い物は、東部地区

の他、本庁地区や明地区、東京都

区内、千葉県内で行われている。 
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地区 強み（○） 弱み（●） 買い物特性 

馬
橋
地
区 

○小売業に占めるコンビニ

エンス・ストアの割合が

地区別で高い。 

●１事業所あたりの年間

販売額、従業者数、売場

面積は地区別で最も低

い。 

●個人経営事業所の割合

が高い。 

●自宅周辺で買い物して

いる割合が相対的に低

く、満足度も低い。 

※コンビニエンス・ストアが他地

区より利用されている。 

 …馬橋地区の大規模小売店舗

は、マツモトキヨシ、東武スト

アの 2店のみ 

※希望する店舗は、スーパーやコ

ンビニエンス・ストアを望む割

合が他地区と比較して高い。 

※日用品の買い物は、馬橋地区の

他、隣接する明地区、小金地区で

行われている。 

※買回り品の買い物は、馬橋地区

の他、本庁地区や小金地区、明地

区、東京都区内、柏市、三郷市で

行われている。 

常
盤
平
地
区 

○１事業所あたりの年間販

売額が市平均を上回る。 

○１事業所あたりの売場面

積は本庁地区に次いで 2

番目に広い。 

○平成 22 年～平成 26 年に

開設された小売店事業所

数が本庁に次いで多い。 

●売場面積あたりの年間

販売額が地区別で最も

低い。 

※ほとんど自宅周辺で買い物をし

ている割合は、本庁地区、明地区

に次いで高い。 

…常盤平地区の大規模小売店舗

数は 15店(H26.7現在)で明地

区に次いで多い 

※自宅周辺での買い物はスーパー

が８割を超えている。 

※希望する店舗は、ショッピング

センターや大型量販店、スーパ

ー等である。 

※日用品の買い物は、常盤平地区

で行われている。 

※買回り品の買い物は、常盤平地

区の他、明地区や千葉県内で行

われている。 

小
金
地
区 

○平成 22 年～平成 26 年に

開設された小売店事業所

数が本庁、常盤平地区に

次いで 3番目に多い。 

●日用品の買い物は、小金

地区の他、隣接する流山

市で行われている。 

 

※自宅周辺で買い物している人は

比較的多く、買い物先はスーパ

ーが多い。 

 …小金地区の大規模小売店舗数

は 12 店(H26.7 現在)で明地

区、常盤平地区に次いで多い 

※希望する店舗は、ショッピング

センターの他、小売店や専門店

も比較的多い。 

※買回り品の買い物は、小金地区

の他、柏市、流山市で行われてい

る。 
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【松戸市内の大規模小売店舗一覧（平成 26 年 7 月現在）】 

 
※千葉県大規模小売店舗立地名簿に基づき松戸市で作成。ただし、建物名については、市の調査に基づいて変更

しています。（平成 26 年 7 月現在）  

※商業統計調査による売場面積と大規模小売店舗立地法に基づく届出による売場面積は、算出方法が異なりま

す。  

※開店日は、以前に存在していた店舗の開店日になっているものがあります。 

出典：松戸市商業構造基本調査・商圏調査事業委託報告書（平成 29年 1月） 

 

  

NO. 地区名 店舗名称 住所
店舗面積

（㎡）
開店日

1 伊勢丹松戸店（H30.3.21閉店） 松戸市松戸1307-1 ほか 31,268 S49.4.19

2 アトレ松戸 松戸市松戸1181番地 8,472 S52.4.2

3 ピアザ松戸 松戸市松戸1230-1 7,822 S52.10.29

4 プラーレ松戸 松戸市松戸1142番地3 19,904 S55.6.1

5 ライフ松戸二十世紀ヶ丘店 松戸市二十世紀が丘中松町97番地 ほか 2,448 S63.9.9

6 ニトリ松戸店 松戸市松戸2301-1 ほか 5,004 H16.4.9

7 ヤマダ電機テックランド松戸店 松戸市松戸2289番地3 6,064 H20.8.11

8 矢切 マルエツ矢切駅前店 松戸市栗山19-1 ほか 2,611 H11.3.20

9 オリンピック馬橋店 松戸市栄町8-691 2,350 S53.1.20

10 ダイエー松戸西口店 松戸市根本4-2 10,056 S52.6.30

11 島忠ホームセンター松戸店 松戸市古ヶ崎2477-1 4,215 H6.4.22

12 ハローマート稔台店 松戸市松戸新田575-25 ほか 1,096 S54.10.13

13 マルエツ上本郷店 松戸市仲井町2-57-1 1,429 S52.6.9

14 マルエツ栄町店 松戸市栄町6-384 ほか 1,499 S50.11.20

15 マルエツ北松戸店 松戸市上本郷2220-1 1,420 S53.5.16

16 ハローマート北松戸店 松戸市北松戸2-6-1 ほか 1,392 H2.11.9

17 TAIRAYAみのり台店 松戸市稔台1-30-1 ほか 1,076 H4.11.14

18 ケーヨーデイツー稔台店 松戸市松戸新田436-1 1,949 S58.4.21

19 ヤマダ電機テックランド上本郷店 松戸市上本郷2617-1 1,102 H5.3.1

20 いなげや松戸新田店 松戸市松戸新田418-5 1,455 H6.10.7

21 イエローハット松戸南花島店 松戸市南花島4-69-5 ほか 1,103 H7.4.26

22 ベルクス北松戸店 松戸市栄町2-73-2 1,999 H10.5.8

23 コジマ×ビックカメラ松戸店 松戸市緑ヶ丘1-121-2 2,819 H12.12.10

24 コモディイイダ松戸新田店 松戸市松戸新田62番1 ほか 1,717 H17.4.23

25 グリーンマークシティ松戸新田 松戸市松戸新田245番1 ほか 4,200 H19.9.12

26 マルエツ高塚店 松戸市高塚新田165-1 ほか 2,190 S52.3.17

27 ホームプラザワイアンドジェイ 松戸市大橋403-7 1,219 H3.7.19

28 マミーマート松戸高塚新田店 松戸市高塚新田160番45 ほか 2,441 H13.12.14

29 ベルク松戸秋山店 松戸市秋山123 2,075 H19.6.7

30 ファッションセンターしまむら八柱店 松戸市河原塚507番14 ほか 2,049 H21.7.2

31 ホームセンターマツモトキヨシ二ツ木店 松戸市八ヶ崎8-34-3 3,443 H8.4.26

32 東武ストア馬橋店 松戸市西馬橋蔵元町2番地1 1,340 H22.11.2

33 ザ・プライス五香店 松戸市常盤平5-22-3 ほか 6,149 S47.11.20

34 西友常盤平店 松戸市常盤平3-11-2 ほか 13,851 S49.12.10

35 イトーヨーカドー八柱店 松戸市日暮1-15-8 ほか 7,724 S57.10.1

36 オウル五香 松戸市五香8丁目44番地7 ほか 11,153 H4.4.17

37 サンキ松飛台店 松戸市松飛台205 ほか 1,432 S54.1.13

38 アコレ常盤平2丁目店 松戸市常盤平2-24-2 ほか 1,139 S35.4.1

39 株式会社トップ常盤平店 松戸市常盤平3-1-1 1,234 S51.9.20

40 ケーヨーデイツー串崎店 松戸市串崎新田218番地6 ほか 2,138 H3.10.24

41 ヤマダ電機テックランド五香店 松戸市五香西2-3-1 ほか 1,461 H4.10.10

42 マルエツ牧の原店 松戸市牧の原2番地10 ほか 1,717 H8.11.7

43 ユニディ松戸ときわ平店 松戸市牧の原2番1 ほか 6,136 H15.6.19

44 ベルクス五香店 松戸市五香8丁目12番地1 ほか 1,864 H15.10.10

45 ベルクス松飛台店 松戸市松飛台193番1 ほか 1,963 H15.9.6

46 ファッションセンターしまむら六高台店 松戸市六高台1丁目103 ほか 1,110 H22.8.2

47 ヨークマート六高台店 松戸市六高台7丁目98-1ほか 2,026 H23.2.2

48 ダイエー新松戸店 松戸市新松戸3-2-2 15,575 S56.11.20

49 イオン北小金 松戸市小金1番地 11,628 H6.3.1

50 リブレ京成小金原店 松戸市小金原6-2-13 1,465 S44.10.25

51 マルエツ小金原店 松戸市小金原7-18-3 1,256 S52.6.17

52 コモディイイダ新松戸店 松戸市新松戸5丁目138番地 ほか 1,673 S54.2.9

53 コモディイイダ北小金店 松戸市小金40-1 1,396 S54.10.10

54 富士ガーデン新松戸 松戸市新松戸5-134 1,137 S56.4.4

55 サンドラッグ小金原店 松戸市小金原6-5-1 1,697 S53.7.1

56 プチモール二ツ木 松戸市二ﾂ木1782-1 5,523 H12.11.17

57 ゴルフファイブ松戸店 松戸市二ﾂ木529 ほか 1,150 H16.3.4

58 マルエツ新松戸店 松戸市新松戸7-2 ほか 1,343 H8.4.4

59 コープ新松戸店 松戸市新松戸4丁目124番 1,842 H21.8.4

246,009店舗面積計

本庁

明

東部

馬橋

常盤平

小金
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第３章 松戸市の取組状況 

 上位計画および関連計画における商業の方向性 

行政運営やまちづくりの指針となる松戸市総合計画等の上位計画および関連計画で示され

ている商業振興に係る方向性について明らかにし、「商業ビジョン」との整合を図ります。 

 

計画名 商業の方向性 

松戸市総合

計画 -後期

基本計画 

●商店会の支援 

・意欲的な商店会が行う販売促進活動（イベント開催等）、街路灯やアーチ等、商店街

の賑わいを創出する共同施設整備、商店街の空き店舗対策等に対する支援を行う。

商店会の活性化に向けた指導育成や法人化の支援に努める。 

松戸市都市

計画マスタ

ープラン 

●個性ある商業地の整備 

・各駅周辺は、それぞれの商業地としての特性を考慮し、地元商業者の意向をふまえ

ながら、交通基盤の整備や安全・快適な歩行者空間づくり、商業機能の立地誘導等

を進め、個性的で魅力ある「生活拠点」に育成する。 

松戸市立地

適正化計画 

●空き店舗の有効利用のための支援  

・商店街については、入居するテナントへの支援、コミュニティ機能を兼ねた店舗と

して活用する取り組みへの支援等を今後も実施し、賑わい・活力のある拠点形成に

つなげていく。  

●商店街等の魅力付けのための支援 

・商店街の魅力をより高めるための施策として、商店会のホームページや商店街マッ

プの作成支援、ポイントカードシステムの導入支援や、歳末セール等の共同事業へ

の支援も推進していく。  

松戸市総合

戦略 

●商店街の活性化支援 

・官民連携によるエリア開発を促進するため、その担い手となるまちづくり会社等の

財源確保・資金調達手段の多様化を支援し、ＢＩＤの検討、まちづくり人材の確保・

育成、空き家・空き店舗の利活用の促進、オープンカフェ設置による賑わい創出等、

エリアマネジメント活動の推進を図る。  

・商業に係る基本調査を実施するとともに、商店会を対象とした講習会を開催する等、

中心市街地の活性化を図る。 

・販売促進事業や空き店舗の活用により商店街の活性化を図る。 

松戸市商工

業等振興基

本方針 

●商店街等の商業の振興 

・商店街の賑わいを創出し、地域コミュニティの拠点として振興を図るため、個店の

魅力向上、後継者の確保・育成や共同事業の実施を支援していく。 

松戸市商業

振興条例 

●商店会への支援施策 

・街路灯等の設置修繕に関する共同施設支援 

・イベントや販売促進活動等の実施に関する共同事業支援 

・ポイントカードシステム導入に関する情報化支援 

・商店会の法人の設立ならびに運営に関する補助等の支援 

・空き店舗対策支援 

●事業者への支援施策 

・中小企業に対する経営相談等の支援 

 

《上位計画および関連計画から示される商業振興の方向性のまとめ》 

◇松戸市では、駅周辺や商店会・商店街を対象とした商業活性化の方向が示されています。 

◇商業振興に係る支援の方向は、「販売促進活動」「商店街環境整備」「空き店舗対策」「人

材育成・後継者育成」「法人化・経営」等に関して方針を示しています。 
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 商業振興に関わる支援事業の取組状況 

本市では、商業の振興と商店街の活性化を目的として、「商店街への支援」「空き店舗対策」

「中小企業支援」等の補助・支援制度を設置しています。 

 

■街路灯の LED化・街路灯の撤去への支援が増加 

・商店会等による街路灯の設置への支援は、平成 15年度以降は減少しています。一方、平成

25年度以降、商店会等が維持管理している街路灯の LED化や街路灯の撤去への支援が増え

ています。 

 

【街路灯設置・修繕補助の推移】出典：商工振興課資料 

 

■街路灯の維持管理費への支援は緩やかに減少 

・商店会等が設置した街路灯の電気料の一部補助は、商店会数・街路灯数ともに緩やかに減

少傾向にあります。 

 

【街路灯維持管理費補助の推移】出典：商工振興課資料  
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■空き店舗対策への支援は新松戸駅、松戸駅、八柱駅、馬橋駅周辺で実施 

・空洞化等により衰退しつつある商店街の振興、発展を図るため、商店会が行う空き店舗対

策事業を支援しており、松戸駅、五香駅、北小金駅、新松戸駅、八柱駅、馬橋駅周辺での

取組への支援が行われています。 

 

【空き店舗対策事業実績】 

実施年度 事業名称 実施主体 

H13～H15 テナントミックス事業（青果店） 樋野口商店会 

H14～H16 らーめん寺子屋 五香さくら通り商店会 

H14～H16 創業者支援事業 五香さくら通り商店会 

H17～H18 ボックスショップ 協同組合北小金ピコティ名店街 

H22～H23 かえでステーション 新松戸 4丁目商店会 

H23～H25 松戸探検隊ひみつ堂 松戸探検隊ひみつ堂有限責任事業組合 

H25～H27 コミュニティ・コスプレスタジオ事業 八柱駅前中央商店会 

H27～H29 地域情報コミュニティ館「すぐやる馬橋」 馬橋本通り商店会 

出典：商工振興課資料 

 

■商店会による行事開催等へのソフト支援策を実施 

・商店会が実施する売出しや商業まつり等への支援を行っています。 

 

【商店会による行事開催への支援の推移】出典：商工振興課資料 

 

 

《商業に係わる支援事業のまとめ》 

◇街路灯設置等の支援実績は減少し、街路灯の LED化や街路灯の撤去への支援が増えていま

す。 

◇空き店舗対策への支援は、駅周辺の商店街の活用実績が多くなっています。 

◇商店街の活性化のための行事開催等へのソフト支援策が行われています。 
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東部地区をはじめとする人口流入地域により市の人口は増加傾向にある。一方、矢切・常盤平・小

金地区など高齢化が進む地域により、市は高齢化の傾向にある。いずれの住民にとってもコミュニ

ティ形成が重要であり、商店街がその役割を担う場所となることが求められていることから、コミ

ュニティ機能が、商店街に必要である。また、人口増加地域においては、人口増加に見合う商業集

積が足りていない状況にあることから、商業の集積が必要となっている。 

市全体の商業力が低下しており、市民の買い物利便性が損なわれていると共に、購買力が市外へ流

出している。市全体の商業力を向上するために、経営力を強化する店舗への対策（点の強化）や、

店舗間の連携による賑わい創出（線の強化）、魅力ある商業空間づくり（面の強化）が必要となっ

ている。 

第４章 市全体の商業振興方針 

 商業振興に関わる課題 

「第 2章 松戸市の商業の状況」「第 3章 松戸市の取組状況」の内容を受け、本市の商業振興

に係る主要課題を整理すると以下の通りとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【松戸市の商業の状況】 

○市全体の小売業の事業所数、年間販売額等が

減少傾向 

○売場面積あたりの年間販売額が減少 

○百貨店・総合スーパーの売場面積が多い 

○大規模小売店舗数は増加しているが、伊勢丹

松戸店の閉店により、駅前商業地に 2 万㎡を

超える SCはなくなる 

○小売業は７割が法人経営で個人経営事業所は

減少 

○100㎡未満の小売業が７割を占める 

○従業員 4人以下の小規模な小売業は減少 

○10 店舗以下の商店街が７割で、商店街数は減

少傾向 

○身近なコンビニエンス・ストアが減少 

○通信販売・インターネット販売が増加 

【人口に係る課題】 

●人口増加に対応した商業集積が必要 

●新規住民や高齢者に対応した商業地にお

けるコミュニティ機能の強化が必要 

…東部地区での新規住民のコミュニティ

形成 

…矢切・常盤平・小金地区等の高齢化の進

んだ地域での対応等 

【商業に係る課題】 

●総合スーパー等と商店街との連携が必要 

●小売業事業所の７割を占める小規模店舗

の経営強化が必要 

●小規模な商店街の空き店舗対策や後継者

対策等が必要 

●買い物客に足を運んでもらえる魅力ある

商業空間づくりが必要 

【松戸市の人口】 

○市の人口は H26から増加傾向 

○東部地区で人口増加、年少人口割合も高い 

○市の生産年齢人口割合は縮小、高齢者割合が

拡大 

○矢切・常盤平・小金地区で高齢者割合が高い 

○地域コミュニティの形成・促進を商店街に求

める割合が高い 

現  状 商業振興に係わる課題 
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隣接市では SCの開店が活発化している一方で、松戸市では商業力が低下しており、市民の購買力

が市外へ流出し始めている。市外へ行かなくても、市内で買い物ニーズを満たすことができる商業

機能の充実や、魅力づくりが必要となっている。 

地区によっては自宅周辺での買い物が少ない地区があり、日常的な買い物利便性が満たされておら

ず、地区外へ購買力が流出していることが窺える。周辺地区へ日用品等の買い物が流出している地

区は、買い物環境の充実を図り、商業機能の衰退を防ぐことが必要である。 

ただし、地区により小売業指標（事業者数、従業者数、年間販売額）や自宅周辺での買い物環境が

大きく異なることから、商業地の特性に応じた活性化が必要である。 

⇒第 5章拠点別の商業振興方針へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【商圏に係る課題】 

●柏市、流山市、三郷市への消費流出を抑え

る商業機能の充実や魅力づくりが必要 

 

【松戸市の商圏の状況】 

○柏市や流山市等で SCの開店が活発化 

○松戸市内では近年 SCの出店はない 

○松戸市は、三郷市、市川市、鎌ケ谷市、流山市、

葛飾区等から買い物客を吸引 

○柏市、流山市、三郷市等の商圏に買い物客が流

出 

【地区に対する課題】 

●周辺地区へ日用品等の買い物が流出して

いる地区は、自宅周辺での買い物環境の

充実が必要 

 

 

 

【地区別商業の状況】 

○本庁地区、明地区、小金地区は他の地区から買

い物先となっている 

○本庁地区は、１事業所あたりの小売業指標が

最も高い 

○矢切地区は大規模小売店舗が１店のみで、コ

ンビニエンス・ストアの割合が高い。自宅周辺

での買い物は少なく、本庁地区や市川市でも

買い物が行われる 

○明地区は、大規模小売店舗数が最も多く、自宅

周辺での買い物も多い 

○東部地区は、小売店の開設が少ない。自宅周辺

での買い物は多いが満足度は低く、本庁地区

や市川市でも買い物が行われる 

○馬橋地区は、１事業所あたりの小売業指標が

最も低い。コンビニエンス・ストアの割合が高

く、自宅周辺での買い物は少ない。明地区や小

金地区でも買い物が行われる 

○常盤平地区は、大規模小売店舗数が多く、自宅

周辺での買い物も多い 

○小金地区は、大規模小売店舗数、小売店の開設

は多く、自宅周辺での買い物も多い 

現  状 商業振興に係わる課題 
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これまでの支援では、駅周辺や商店街を支援してきたが、これからは市全体の商業力を底上げする

ために、商業空間全体の強化が必要である。 

また、「街路灯の設置支援」等の商業環境整備（ハード）への支援だけでなく、事業者ニーズに対

応し、まちづくりと一体となった、「商店会の組織力強化」等の商業活動（ソフト）支援が必要で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【商業支援に対する課題】 

●商店街だけでなく、商業地として、まちづ

くりと一体となった活性化が必要 

●事業者ニーズの変化に応じた支援の重点

化が必要 

 …ハード整備から施設の維持管理やソフ

ト事業への転換等 

【松戸市の商業支援の状況】 

○駅周辺や商店街を対象とした活性化方針 

○「販売促進活動」「商店街環境整備」「空き店舗

対策」「人材育成・後継者育成」「法人化・経営」

等への支援 

○街路灯設置から LED化へ支援実績が移行 

○駅周辺商店街での空き店舗対策実績が多い 

○行事開催等へのソフト支援策を実施 

現  状 商業振興に係わる課題 
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 商業振興の基本方針 

  本市の商業の現状と課題を踏まえ、松戸市における商業振興の基本理念・基本方針を以下の

通り設定します。 

 

 基本理念・基本方針 

商業振興の基本理念 

 

 

 

 

本市には、総合スーパーや商店街等が、駅周辺や団地内、ロードサイド等に点在し、

日用品等の買い物の利便性は比較的高い環境にあります。 

しかし、近年の社会経済情勢の変化により、本市の小売業における事業所数や年間販

売額等は減少しています。 

さらに、周辺都市で大型ショッピングセンターの立地が相次いでおり、商業地の地域

間競争が激しくなっています。 

このため、商業施設の活性化、地域資源との連携等により、他都市との差別化を図り、

商業地としての魅力の向上を図ります。 

また、市内の身近な商業地である商店街は、10店舗以下の小規模な集積が多く、さら

に店舗数の減少も進んでいます。 

このため、定住人口の増加や高齢社会が進行する本市では、こうした身近な買い物先

となる商店街・個店の経営力やコミュニティ機能の強化により、自宅周辺での買い物の

利便性の向上を図ります。 

 

 

 

市民の暮らしを支える商業の振興 

～商業地の魅力と利便性の向上～ 
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商業振興の基本方針 

商業振興に係わる課題の解決のための商業振興の基本方針は以下の通りとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

商業振興に係わる課題 

【課題１】 

●人口増加に対応した商業集

積が必要 

●新規住民や高齢者に対応し

た商業地におけるコミュニ

ティ機能の強化が必要 

 

【課題２】 

●総合スーパー等と商店街と

の連携が必要 

●小売業事業所の７割を占め

る小規模店舗の経営強化が

必要 

●小規模な商店街の空き店舗

対策や後継者対策等が必要 

●買い物客に足を運んでもら

える魅力ある商業空間づく

りが必要 

 

【課題３】 

●柏市、流山市、三郷市への消

費流出を抑える商業機能の

充実や魅力づくりが必要 

 

【課題４】 

●周辺地区へ日用品等の買い

物が流出している地区は、自

宅周辺での買い物環境の充

実が必要 

 

【課題５】 

●商店街だけでなく、商業地と

して、まちづくりと一体とな

った活性化が必要 

●事業者ニーズの変化に応じ

た支援の重点化が必要 

 

基本方針 

（課題２・５より） 

事業者ニーズを踏まえた個店に対する経営支援や、商業地全体

が連携して取り組むまちづくり活動への支援により、小規模店

舗の弱体化や店舗数の減少を抑制し、地域の組織力を強化する

ことが必要 

 

活動体制・経営力の強化による持続的発展 

・各小売店の連携・協働により商店会としての活動体制の

強化を図るとともに、商店街と大型店の連携、地域全体

が共通の目標を持って実施するソフト事業等を促進し

ます。 

・社会経済情勢の変化にも対応できるように個店の経営

力の強化を図るとともに、新たな消費者ニーズに対応し

た起業を促進します。 

（課題２・３・４より） 

魅力ある商業空間の形成により、日用品をはじめとする買い物

環境の充実を図り、市外への消費流出を抑制することが必要 

 

商業空間の魅力アップによる地域内消費の促進 

・大型商業施設を含め、市民ニーズに合った商業施設の充

実を図るとともに、商業地の景観を損ねる空き店舗の有

効活用を図ります。 

・消費者のライフスタイルの変化等を踏まえた、魅力ある

店づくりとともに、市内の観光資源との連携により地域

全体の魅力の向上を図ります。 

（課題１より） 

人口増加に対応した商業集積と、商業空間を活かしたコミュニ

ティ機能の充実が必要 

 

商業地を核としたコミュニティ機能の強化 

・商業地において、若者から高齢者まで多様な世代が集い

憩えるコミュニティ機能を導入するとともに、商店会と

地域の各種組織（大学、自治会等）や市民が協力して地

域の問題解決を図る取組を促進します。 

基本方針１ 

基本方針２ 

基本方針３ 
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（基本方針の体系） 

 

 

 

  

市
民
の
暮
ら
し
を
支
え
る
商
業
の
振
興

～
商
業
地
の
魅
力
と
利
便
性
の
向
上
～

活動体制・経営力の強化

による持続的発展

商業空間の魅力アップに

よる地域内消費の促進

商業地を核としたコミュ

ニティ機能の強化

① 商店会の組織力の強化

② 商業者間の連携の強化

② 商店会と各種組織との連携

③ 共同ソフト事業の実施

② 空き店舗の有効活用

① 商店街へのコミュニティ機能の導入

③ 商店会と市民との協働の取組の促進

④ 個店の経営力強化

③ 魅力ある店づくり

⑤ 起業の支援

① 市民ニーズに合った商業施設の充実

④ 商業と観光との連携

基本理念 基本方針 基本施策
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 基本施策・事業 

 基本方針Ⅰ 活動体制・経営力の強化による持続的発展 

基本施策① 商店会の組織力の強化 

② 商業者間の連携の強化 

③ 共同ソフト事業の実施 

④ 個店の経営力強化 

⑤ 起業の支援 

 

基本施策① 商店会の組織力の強化 

商業者の商店会への加盟促進や後継者となる人材の育成を行い、商店会の組織力を強化

します。 

【構想事業】 

●法人商店会の支援【継続】 

商業者が自立的な活性化策を推進出来るよう、専門家の派遣等を行い、商店会の財政基

盤の強化を図るとともに、商店会への加入率を高め、商店街振興組合等の法人化を推進し

ます。 

●商店会に対する講習会の開催【継続】 

商店街の問題解決や経済状況、社会情勢の変化への対策について、講習会の実施や視察

の支援等を行うことで、商店会の活性化を図ります。 

●若手商業者の育成【新規】 

松戸市の商業を担う若手後継者の育成、商店会リーダーの養成等を促進します。 

基本施策② 商業者間の連携の強化  

商店会同士や商店会と大型店、同業種間等の連携による商業振興に向けた取組や組織づ

くりを推進します。 

【構想事業】 

●商店会間の連携【継続】 

松戸市の商業の魅力を高めるため、商店会同士が連携した取組を推進します。 

●商店会と大型店の連携【継続】 

商店会と大型店等が行う環境美化活動や共同販促事業、連携組織づくり等を推進します。 

●同業種・他業種との交流の促進【新規】 

同業種・他業種の商業者間の交流の場を設け、経営技術等の情報交換や共通イベントの

開催等を支援します。 
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【商店会と大型店との連携イメージ】 

☞参考となるポイント：駅前等に開発余地が少なく、周辺都市の商業地との地域間競争が激し

い松戸市では、大型店と商店街が連携してまちぐるみで商業機能の魅力を高めていくことも

効果的です。 

①環境美化活動 

・一斉清掃（商店街区全体を決まった日時に一斉に清掃する） 

・花いっぱい運動（商店街区を花で彩り、来街者に癒し等を提供する） 

②販売促進（協働イベント） 

・年定例（年末）売出し、月例（特売日）売出し、イベント（祭り・縁日）、共通商品券、スタ

ンプ発行、クレジットカード・ポイントカード、共同装飾、共同宣伝（共同チラシ・広告）、

ミニコミ誌発行、カタログ販売、インターネット販売、ホームページの作成等 

③適正業種の配置（テナントミックス） 

・商店街が全体として目指すべき方向と諸施設の役割分担を明確化したうえで、整備する施設

（大型店）のコンセプトを特定する。 

④地域に適合する商品政策（マーチャンダイジング） 

・市場ニーズの把握、ターゲットおよびコンセプトの設定、販売促進活動等の導入等 

⑤防犯対策 

・地域パトロールの実施、民間交番の設置、監視カメラの設置 

出典：大型店と商店街が共棲を目指すモデル事業報告書（H18.3、千葉県商工労働部経営支援課） 

 

基本施策③ 共同ソフト事業の実施  

販売促進イベントや商業地の情報発信等の共同ソフト事業への支援を行います。 

【構想事業】 

●商店街共同事業への支援【継続】 

来街者を増やすために商店会等が実施する共同イベント等の販売促進活動等を支援し、

経済振興を図ります。 

●魅力ある商店街情報の発信【継続】 

各商店会のイベント情報の発信やホームページ・商店会マップの作成等を支援します。 

●補助事業の利用促進【継続】 

商店街活性化に関連する、国、県等のソフト事業に関連する支援制度についての情報を

提供し、利用を促進します。 
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【取組事例】スマートフォンで商店街情報を提供（北海道札幌市） 

☞参考となるポイント：スマートフォンで商店街の情報やお得な

サービスを提供することも効果的です。 

・南平岸商店街振興組合は、南平岸に特化した地域アプリ「なん

ぴら」をリリースした。 

・このアプリでは、南平岸の店舗情報や地域情報の配信、加盟店

への来店・利用で貯められるスタンプ機能や、アプリ限定クー

ポン等が提供される。店舗の検索だけでなく、商店街店舗のオ

ンラインショッピングも可能となっている。 

・地域住民のライフツールとして活用できるだけでなく、地域商

店街のコミュニティの活性化にもつながると期待されている。 

出典：商店街アプリ 南平岸商店街「なんぴら」公式アプリホームページ 

 

【取組事例】外国人にも対応したパンフレットの発行（兵庫県尼崎市） 

☞参考となるポイント：商店街や観光の情報を、国内外からの来訪

者に向けて発信することも効果的です。 

・兵庫県尼崎市は、市内を訪れる外国人旅行者向けのパンフレッ

ト「尼崎一家のおもてなし」を発行した。英語、韓国語、日本

語、中国語（繁体字・簡体字）の 5言語に対応する。 

・同市内に宿泊する外国人観光客は年々増加しているが、その大

半が大阪や京都観光が目的。そこで尼崎に滞在し、市内を周遊

してもらおうと、同市や地元商店街、阪神電鉄などでつくる編

集委員会がパンフレットを制作した。 

・パンフレットでは銭湯貸し切りプランや巫女衣装を着た撮影プ

ランなど日本文化の体験メニューをはじめ、ボートレース場や

商店街グルメなど外国人視線で楽しめるスポットを紹介している。阪神尼崎駅や市内ホテルなど

で配布されている。 

出典：観光 Reデザインホームページ 
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基本施策④ 個店の経営力強化  

社会経済情勢や消費者ニーズの変化等にも対応して、今後とも個店が継続して事業を行

うことが出来るよう、経営力の強化を支援します。 

【構想事業】 

●専門家による経営相談【継続】 

中小企業診断士が問題の解決に向けた支援を行うとともに、相談窓口のＰＲを強化し利

用促進に努めます。  

●各種融資制度の情報提供の充実【継続】 

経営の安定・改善のため、松戸商工会議所、日本政策金融公庫、千葉県等が行う融資制

度について、情報提供等により利用の促進を図ります。 

●後継者の育成【継続】 

従業員規模の小さい事業所の後継者の確保・育成等、事業承継が円滑に進むよう支援を

行います。 

●ＩＣＴ化の促進【継続】 

商店街を取り巻く環境変化や消費者のライフスタイルの変化等を踏まえ、顧客管理や業

務の効率化、効果的な広告宣伝等へのＩＣＴ（情報通信技術）の活用を促進します。 

 

 

基本施策⑤ 起業の支援 

市内での商業に係わる起業や消費者ニーズに対応した新たな事業の立ち上げへの支援を

行います。 

【構想事業】 

●起業支援【継続】 

市内での商業に係わる起業希望者を対象に、起業相談をはじめ奨励金制度等による支援

を行います。 

●新規事業支援【新規】 

起業や事業承継して間もない経営者、起業希望者等に対して、新たに事業を立ち上げる

際に必要なノウハウ（経営・財務・人材育成・販売方法等）を習得するための支援を行い

ます。 
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 基本方針Ⅱ 商業空間の魅力アップによる地域内消費の促進 

基本施策① 市民ニーズに合った商業施設の充実 

② 空き店舗の有効活用 

③ 魅力ある店づくり 

④ 商業と観光との連携 

 

基本施策① 市民ニーズに合った商業施設の充実  

大型商業施設を含め、市民ニーズに合った商業施設の充実を図ることにより、市内消費

を促すとともに、商店街等の利用者の増加につながるよう取り組みます。  

 

基本施策② 空き店舗の有効活用 

商業地の景観や賑わいを損ねる要因となっている空き店舗の活用により、地域に不足し

ている業種の充足を図り、買い物の魅力を向上します。 

【構想事業】 

●テナントミックスの推進【新規】 

各商業地の買い物ニーズやまちづくり方針に即した不足業種等の誘致を推進し、商業地

における買い物の魅力と生活利便性の向上を図ります。 

●空き店舗の調査【新規】 

商業地の活性化に向けた施策の検討や空き店舗情報の発信に向け、商業地に点在する空

き店舗の実態を把握するための調査を支援します。 

●空き店舗情報の発信【継続】 

新たに商業店舗の出店を考えている事業者に向け、空き店舗に関する情報発信を行いま

す。 

●空き店舗活用の情報発信【新規】 

松戸市内で具体的に商業地の空き店舗を有効活用している事例の取組を収集し、その情

報を発信します。 

●新規出店にかかる店舗のリニューアル支援【新規】 

空き店舗を活用して新たに商業店舗を出店する際の店舗改装を支援します。 
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【取組事例】空き店舗撲滅プロジェクトの立ち上げ（東京都八王子市） 

☞参考となるポイント：まちづくり会社が中心となり、市や不動産事業者、学生等との協働に

よる空き店舗活用スキームをつくることも効果的です。 

・市の空き店舗調査の結果、１階が空き店舗の物件（約 120件）うち８割は

テナントの募集を行っていないことが判明した。  

・一方、従来の空き店舗対策は、入居費用の補助等、借手への支援であり、

テナント募集を行っていない物件のオーナーに対する支援はなかった。 

・そこで、「貸す気のないオーナー」に働きかける取組として、市とまちづ

くり会社等が連携して「空き店舗撲滅プロジェクト」を立ち上げた。 

①地域の大学生による空き店舗調査 

・地域の大学生が八王子駅周辺の約 115ha を歩いて実地調査し、空き店舗のデータベースとデ

ータマップを作成した。 

②実際に活用事例を作り出し、空き店舗オーナーを含む地域住民に見える化  

・不動産事業者が善意で提供した空き物件をチャレンジショップとして再生した。 

③まちづくり会社が借りて改築後に起業希望者が入居 

・まちづくり会社が不動産業者と連携して空き店舗オーナーと直接交渉し、直接借り受ける。

市の「空き店舗改修費補助金」等を活用しながら物件の改装等を進め、管理や運営、費用負

担の役割分担を整理した上で起業者等を入居させている。 

出典：稼げるまちづくりの特徴的な取組事例 H29.3内閣府 

 

【取組事例】「美しくなれるまち」をテーマにした空き店舗への出店促進（福井県福井市） 

☞参考となるポイント：まちのテーマを決めて、集中的に空き店舗の活用を図ることも効果的

です。 

・「美しくなれるまち」をテーマに商店街の活性化を図ろうと、福井駅前の５つの商店街（福井

駅前五商店街連合活性化協議会）が「美のまちプロジェクト」を立ち上げた。 

・プロジェクトの目玉として、美容関連業の一斉開業による広告効果・コスト抑制を狙い、エ

ステやカイロプラクティック等 11店舗が一斉に空き店舗に開店した。その後も美容関連業の

出店、集積が進み空き店舗数の減少に繋がっている。 

・美容関連業は、飲食店とは異なり設備・備品等のイニシャルコストが低く抑えられるととも

に、来店しなければ受けられないサービス・施術はＷＥＢショップとの競争がないことも強

みとなっている。 

・出店には、第 3 セクターとして設立された「まちづくり福井㈱」も共催し、空き店舗を一気

に内見できる「空き店舗見学ツアー」の実施や、美のまちプロジェクト説明会での開業促進

補助金の紹介、まちづくり福井の運営サイト「アソビねっ！」への店舗情報の掲載等も行わ

れている。 

出典：稼げるまちづくり取組事例集「地域のチャレンジ 100」H29.3内閣府 

   商店街をサポートする情報サイト EGAO（(株) 全国商店街支援センター） 
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基本施策③ 魅力ある店づくり  

商業地を取り巻く環境変化や消費者のライフスタイルの変化等を踏まえた、魅力ある店

づくりを推進します。   

【構想事業】 

●推奨品に関する支援【継続】 

流行等に左右されない優れた商品の創出に向けた取組への支援を行います。  

●個店の情報発信力の強化【継続】 

個店の魅力を消費者に伝えるために、宣伝・ＰＲ等個店の情報発信力を強化するととも

に、ＩＣＴを活用した消費者ニーズの把握等の取組を支援します。 

 

【取組事例】様々な地域資源を商店街ブランドとして売り出す（秋田県大仙市） 

☞参考となるポイント：ターゲットを明確にした商品開発とともに、商品を販売・ＰＲする拠

点づくりを同時に行うことも効果的です。 

・JR 大曲駅から伸びる花火通り商店街では、商店街に近接して集客の核となる「花火伝統文化

継承資料館」が整備されることに合わせ、新たな来街者の取り込みや商店街内の消費促進に

向け、地域資源を活かした商品開発とその販売所を兼ねた交流拠点の整備を行うこととした。 

・商品開発については、「大曲の伝統を尊重しながら毎日の生活を豊かにする商品」として、ブ

ランド名を「毎日大曲」に決定し、ターゲット層を購買力が高く、口コミによるＰＲ効果が

大きく見込める 30～40 歳代の女性に設定した。ターゲット層のニーズを満たす要素として

「健康」「かわいらしさ」「伝統格式」「本物」といったキーワードを掲げ、素材や製法にこだ

わっている。 

・完成した商品は、鮭の燻製「さけジャーケー」、地元和菓子店が 40 年前まで販売していた人

気商品を復活した「花丸カステラ」、長年地域住民に親しまれてきた「なつかしの大学イモ」、

地元農業者が製造した「季節のピクルス」、国産の手持ち花火「毎々花火」、日本酒等の計 7 

品目である。 

・また、オリジナル商品を取り扱う拠点として、大曲駅と「花火伝統文化継承資料館」との中

間地点に位置する木造 2 階建・昭和初期建設の

薬局の内蔵をリノベーションし、交流拠点「毎日

大曲」を整備した。商品販売スペースだけでな

く、カフェを併設したほか、地域の若手作家や秋

田の工芸品等を取り扱う雑貨店がテナントとし

て入居している。 

出典：平成 27年度地域商業自立促進事業モデル事例集（中小企業庁） 
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基本施策④ 商業と観光との連携 

市内の寺社仏閣や祭り等の観光資源と商業施設・商店街等との連携により、商業地の回

遊性の向上を図ります。  

【構想事業】 

●商業地の観光情報の発信【継続】 

商業地のイベント等の情報と併せて観光情報を発信します。また、ガイドマップ、地区

別マップ、観光協会ホームページを活用し、多様化する観光ニーズに合わせた商業情報の

充実を図ります。 

●観光案内との連携への支援【継続】 

観光案内ボランティアに、特産品や商店街イベント等の商業に関する情報を提供し、街

歩きのガイドに活用を進めます。 

●観光資源の発掘と連携【継続】 

観光地として人気の高い松戸地区、矢切地区、小金地区等で、商業地でのイベントや魅

力ある店舗等と連携した日帰りで楽しめる観光ルート情報を提供します。 

●インバウンド対策の推進【新規】 

外国人観光客の購買力を高めるため、免税店制度の導入や街中のサインの多言語化等イ

ンバウンド対策を進めます。 

●農商工連携の推進【継続】  

農商工が連携した製品や、市内で生産された農産物の産地直売所、地産地消レストラン

等での販路拡大に向けた取組を支援します。 

【取組事例】商店街観光ツアー（神奈川県） 

☞参考となるポイント：商店街と観光地とを連携したツアーによりＰＲすることも効果的です。 

・かながわ商店街観光ツアー委員会は、平成 26年より県内の商店街を紹介する商店街観光ツア

ーを開催している。平成 30 年 1 月現在まで、50 回以上の商店街ツアーが開催され、参加し

た商店街は 45商店街、延べ参加者数は約 1,500人に上る。 

・商店街ツアーは、「短時間ツアー」と「半日ツアー」が多く、商店街の個店巡りは、5人から

10人の班に分けて行われている。 

・ツアー企画として、体験もの（和菓子づくり等）、試食、お店のうんちく話、普段見られない

特別な場所を見学、その日だけのイベント、人気店での特別メニューのランチ等が実践され

ている。 

・参加者は、ガイドブックに載っていないローカルな情報に価値を感

じ、地元のガイドから街の話を聞きながら、隠れた名店を訪ね、体

験企画や買い物を楽しんでいる。 

・また、商店街、旅行事業者向けに実践マニュアルが作成されている。 

出典：商店街に行こう！inかながわ（公益社団法人 商連かながわ） ホームページ 

 商店街をサポートする情報サイト EGAO（(株) 全国商店街支援センター） 
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 基本方針Ⅲ 商業地を核としたコミュニティ機能の強化 

基本施策① 商業地へのコミュニティ機能の導入 

② 商店会と各種組織との連携 

③ 商店会と市民との協働の取組の促進 

 

基本施策① 商業地へのコミュニティ機能の導入  

商業地におけるコミュニティ活動の活発化に向けた拠点づくりや情報提供を促進しま

す。 

【構想事業】 

●空き店舗へのコミュニティ機能の導入【継続】 

子育て世帯や高齢者の集いの場等のコミュニティ形成の場としての空き店舗の活用を支

援します。  

●コミュニティ機能の再生に対する支援制度の情報提供【継続】 

中小企業庁等による商店街へのコミュニティ機能の導入に対する支援制度についての情

報を提供し、利用を促進します。 

●高齢者や子育て世代等が買い物しやすい環境づくり【新規】 

地域コミュニティ形成の中心として、地域の高齢者や障害者、子育て世代が買い物しや

すい仕組みづくり（宅配サービス、買い物代行等）を支援します。 

 

【取組事例】空き店舗を活用した多世代交流拠点の整備（愛媛県四国中央市） 

☞参考となるポイント：子育て世帯や高齢者それぞれのニーズに応じたコミュニティ機能を

一つの建物に集約することも効果的です。 

・川之江栄町商店街では、空き店舗を再生・活用し、情報発信拠点・コミュニティスペース

として「みんなの広場『四国中央ドットコム』」を開設･運営（H16年）した。 

・１階はコミュニティスペースや、住民の手作り品の展示・委託販売等に利用できるレンタ

ルボックス、地元産品等を販売するスペースを配置した。２階は未就園児の親子が集う子

育て支援スペース「にこにこルーム」を設置し、多世代が集うコミュニティスペースとし

てＮＰＯ法人「にっこり～の」が運営している。 

・レンタルボックスの利用がきっかけで、地元主婦のグルー

プが空き店舗を活用して手作り雑貨の店を開設した。その

後も、商店街の空き店舗で民間の介護施設、観光物産館や

地どれ鮮魚の販売所、カフェ等が開設された。 

出典：稼げるまちづくり取組事例集「地域のチャレンジ 100」H29.3内閣府 
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【取組事例】高齢者をターゲットにした街中サービス（東京都品川区） 

☞参考となるポイント：空き店舗を利用した高齢者向け「街のコンシェルジュ」、「街中サロ

ン事業」等により地域コミュニティ形成へ寄与することも効果的です。 

・中延商店街は商圏内に高齢者が多く、「高齢者にやさしい街づくり」を目指している。 

①街のコンシェルジュ 

・地元の高齢者のちょっとした困りごと（電球の交換、庭木の手

入れ、軽修理、買い物補助など）を有償ボランティアが支援す

る仕組み。 

・それぞれ登録制で、有償ボランティアに登録する人は地元の人

で、商店街店主も人柄などをよく知っている人物であり、身元

がはっきりしているため、利用者も安心して活用することができる。 

②街中サロン 

・各個店で取り扱わない高齢者向け商品（糖尿病患者向け食材など）の紹介や、血圧、脈拍、

体脂肪率などの測定サービス等のほか、商店街個店の情報発信（特売情報、会員向けサー

ビス）などもきめ細かく実施している。また、商店街のお休み処も兼ね、来街者が常に立

ち寄るスポットにして商店街のさらなる集客を図っている。 

出典：がんばる商店街 77選（中小企業庁）、中延商店街ホームページ 
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基本施策② 商店会と各種組織との連携  

商店会と各種組織（大学、まちづくり会社、ＮＰＯ、自治会等）の連携事業等を推進しま

す。 

【構想事業】 

●商店会と大学との連携【継続】 

商店街や空き店舗を大学の研究や地域貢献等の活動のフィールドとして活用し、まちづ

くりの幅広い分野で大学と商店会が連携交流を深めることで、大学と地域社会がともに発

展できる体制づくりの支援を行います。 

●商店会とまちづくり会社・ＮＰＯ等との連携【継続】 

空き店舗の活用や特色のあるイベント等、まちづくり会社やＮＰＯ等が保有する専門的

なノウハウを商店街に活用するために、これらの団体等との更なる連携を推進します。 

●商店会と自治会等との連携【継続】 

商店会には地域コミュニティの担い手としての役割も期待されていることから、地域コ

ミュニティに関わりの深い自治会等の組織との更なる連携を推進します。 

 

【商店会と大学との連携イメージ】 

☞参考となるポイント：地域の大学とはイベントだけでなく、調査研究や組織運営、社会体験

活動等の様々な連携が可能です。 

①研究提案型活動 

・大学が地域の市場調査、ニーズ調査、商業者意識調査等を行ったり、今後の商店街の活性化

のための方策や計画等について提案する。学校、教授側で準備する講座のテーマとして、ま

たはゼミ等の研究テーマ、課題として採用されている。 

②組織支援型活動 

・継続的に商店街の組織運営に参加協力したり、事業活動の指導を行う。 

③イベント参加型活動 

・商店街のイベントや催事等へ参加する。イベントの企画、プロデュース、縁日露店の開設、

サークルのパフォーマンス、交流イベントの開催等。 

④商業活動実践型活動 

・商店街において、実際の商業活動を行い、体験や実験、さらには起業活動を行う。 

出典：産学連携による商店街の活性化（全国商店街振興組合連合会） 

 

【市内大学との連携による空き店舗の活用イメージ】 

○新松戸駅周辺商店会と市内大学との連携 

・経済学や商学等の大学との連携による空き店舗への模擬出店 

○松戸駅周辺商店会と市内大学との連携 

・食物学や児童学等の大学との連携による飲食店、キッズスペースの出店等 
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基本施策③ 商店会と市民との協働の取組の促進  

地域コミュニティの中心となる商店街の課題を商店会と地域住民が連携して解決するた

めの取組を促進します。 

【構想事業】 

●市民参加の仕組みづくり【継続】 

商店街の環境整備事業に市民や学生が参加する仕組みづくりを支援します。 

 

 

【取組事例】市民参加のリノベーションスクールによるまちなか活性化（和歌山県和歌山市） 

☞参考となるポイント：社会人を対象とした起業研修を通じて、空き店舗所有者と橋渡しする

ことも効果的です。 

・遊休不動産の再生とまちづくりの担い手育成を図るため、建築再生の手法、技術、実践を学

ぶ 3日間の短期集中合宿「リノベーションスクール」を開催している。 

・リノベーションスクールは、平成 26年 2月の第１回を始めに、平成 29年 11月に第 6回が開

催されている。 

・リノベーションスクールでは、実案件（和歌山市内の遊休不動産）を対象に事業計画を作成

し最終日に公開プレゼンテーションを行う事業計画コースと、自ら遊休不動産をリノベーシ

ョンすることによりリノベーションの手法や技術を学ぶセルフリノベーションコースがあ

る。 

・また、受講生の募集に合わせ、リノベーションスクールの題材となる遊休不動産の募集も行

われている。題材に選ばれた不動産の所有者は、スクール最終日の公開プレゼンテーション

に参加するとともに、スクール期間中に実施される受講生からのヒアリング調査等に対して

協力する。 

 

出典：和歌山市リノベーションスクール＠和歌山開催の報道資料 
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第５章 拠点別の商業振興方針 

 商業集積エリアの類型化 

全市的な傾向に対して、地域毎の商業構造および住民ニーズが異なっていることから、市域

の商業集積エリアの類型化を行い、類型したエリアごとに商業振興方針を定めます。 

 

 類型化の考え方 

松戸市都市計画マスタープラン（H11.6）では、「商業地」を以下の通り位置づけています。 

市民ニーズの多様化や高度化に対応しながら、日常的な買い物の利便性を確保するため、主要

な駅周辺や市街地形成の経緯によって商業施設の集積がみられる地区を「商業地」として位

置づけ、交通結節機能等に応じて地区の役割を明確にしつつ、交通基盤の整備や適切な高度利

用、商業機能の誘導等により、にぎわいのある商業空間を形成する。 

 

これを踏まえ、松戸市商業ビジョンでは、商業集積エリアの類型化に際して、主要な駅周辺

や市街地形成の経緯等の立地特性と小売業の状況等の商業特性に基づき類型化を行います。 

また、類型化したエリアの位置づけについては、松戸市の関連計画（松戸市都市計画マスタ

ープラン等）との整合を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【類型化のフロー】  

Ａ.立地特性 Ｂ.商業特性 

①用途地域 

②主要な駅周辺 ②大規模小売店舗の集積 

③市街地形成の経緯 ③商店街の集積 

④市内商圏 ④人口動向 

商業エリアの類型化 

①小売業指標 

関連計画との整合性 
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Ａ．立地特性 

・今後の集積すべき商業機能や規模に係わる要素となります。 

 
Ａ-① 用途地域 

・用途地域は、住居、商業、工業等、市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、

13種類あります。松戸市内で商業系の用途地域は、「商業地域」と「近隣商業地域」が

指定されており、建てられる店舗の規模や業種に影響します。 

○商業地域：銀行、飲食店、百貨店等が集まる地域 

○近隣商業地域：近隣の住民が日用品の買い物等をするための地域 

Ａ-② 主要な駅周辺 

・鉄道駅及びその周辺には、地域住民が通勤・通学や買い物等で訪れるほか、市外の広

域的なエリアからの来訪客、駅間の乗り換え客等による人の集積があり、商業の規模

や求められる業種等に影響を与える要素となります。 

Ａ-③ 市街地形成の経緯 

・土地区画整理事業等で開発された地域や人口集中地区※（ＤＩＤ）の変遷等は、商業施

設の集積するまちの新しさを示すものであり、今後の商業に求められる機能に影響を

与える要素となります。 

Ａ-④ 人口動向 

・人口の集積や高齢化の状況等は、買い物へのニーズや今後の集客状況に影響を与える

要素となります。 

Ｂ．商業特性 

・現在の松戸市の商業の集積状況等を示す要素となります。 

 

Ｂ-① 小売業指標 

・事業所数、従業者数、売場面積、年間販売額は、松戸市の小売業の実態を示します。 

Ｂ-② 大規模小売店舗の集積 

・大規模な商業施設が立地しているかは、買回り品等の需要や非日常的なレクリエーシ

ョンを目的とした来訪等に影響を与える要素となります。 

Ｂ-③ 商店街の集積 

・商店街は地域住民が日用品の買い物等を行う場であり、近隣住民（高齢者が多い地域

等）や大規模小売店舗との立地関係等により、買い物ニーズが変わってきます。 

Ｂ-④ 市内商圏 

・当該の商業集積エリアが市内の他地域からの買い物先となっているかどうかが、その

商業集積エリアの持つ商圏の広がりに影響を与える要素となります。 

※人口集中地区：人口密度が 4,000人/km2以上の基本単位区が隣接して人口が 5,000人以上となる地区 
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 立地特性の分析 

（１） 用途地域 

・都市計画で商業系の用途地域は、「商業地域」と「近隣商業地域」が松戸駅や新松戸駅等の

主要な駅の周辺に指定されています。 

【主に商業等の利便の向上を図るエリア】 

◇商業地域（周辺に近隣商業地域）が指定され、主に商業等の業務の利便の増進を図る

地域として、商業施設の集積が望まれます。 

⇒松戸駅、北松戸駅、馬橋駅、新松戸駅、北小金駅、八柱・新八柱駅、東松戸駅、 

五香駅 周辺 

【近隣住民の日常的な商業ニーズに対応するエリア】 

◇近隣商業地域が指定され、周辺住民が日用品の買い物等をするための地域として、商

業施設の集積が望まれます。 

⇒上本郷駅、みのり台駅、常盤平駅、六実駅、矢切駅、秋山駅、松飛台駅、 

小金原、胡録台 周辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【用途地域による商業の拠点図】 出典：松戸市立地適正化計画  

商業の利便の増進を図

る地域 

住民が日用品の買い物

する商業の集積 

小金原 

胡録台 
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（２） 主要な駅周辺 

・鉄道駅及びその周辺には、地域住民が通勤・通学や買い物等で訪れるほか、市外の広域的

なエリアからの来訪客、駅間の乗り換え客等による人の集積があります。 

【広域的な人の集積があるエリア】 

◇松戸駅は、都内と連絡する JRが乗り入れ、１日 15万人の利用があり、近隣住民のみな

らず、周辺都市からの来訪客による商業施設の利用も想定されます。 

⇒乗車人員 15万人/日 ： 松戸駅 周辺 

【都内への通勤や駅間の乗り換え客等による人が集積するエリア】 

◇東京都心方面を結ぶ JR線の住民や駅乗換え客等による人の集積が想定されます。 

⇒乗車人員 3万人以上/日 ： 新松戸駅、八柱・新八柱駅 周辺 

⇒乗車人員 1万人以上/日 ： 東松戸駅、北松戸駅、馬橋駅、北小金駅、五香駅 周辺 

【近隣住民の通勤・通学等による人が集積するエリア】 

◇近隣住民の通勤・通学や買い物利用等で人の集積が想定されます。 

⇒乗車人員 1万人未満/日 ： その他の駅 周辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【鉄道乗車人員からみた交通結節点図】   

【１日平均乗車人員（平成 28 年度）】出典：松戸市統計書 

 

ＪＲ 新京成 北総線 流鉄 東武線 合計

松戸駅 100,228 53,283 153,511

新八柱駅・八柱駅 24,495 22,454 46,949

新松戸駅 38,438 38,438

東松戸駅 19,586 9,027 28,613

馬橋駅 25,246 1,445 26,691

北小金駅 24,323 24,323

北松戸駅 21,243 21,243

五香駅 15,044 15,044

常盤平駅 9,460 9,460

元山駅 9,357 9,357

六実駅 7,831 7,831

みのり台駅 4,290 4,290

矢切駅 3,996 3,996

上本郷駅 3,534 3,534

秋山駅 3,467 3,467

松戸新田駅 3,243 3,243

松飛台駅 2,441 2,441

幸谷駅 2,248 2,248

小金城趾駅 770 770

計 253,559 120,665 18,931 4,463 7,831 405,449
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（３） 市街地形成の経緯 

・昭和 35年の常盤平団地の入居開始により、人口急増時代へ入り、以降、市街地再開発事業

※１や土地区画整理事業※２が進み、市南部に人口集中地区が拡大しています。 

【新しく開発が進んでいるエリア】 

◇新しく開発が進んでおり、宅地の整備と共に商業施設の集積が求められます。 

⇒市南部の北総線沿線（紙敷地区、秋山地区）、二ツ木・幸谷 周辺 

【開発済みのエリア】 

◇古くから開発されている地域では、定住人口の集積が進んでいることから、近隣住民向

けの日用品等の買い物ができる商業機能の強化が求められます。 

⇒高塚団地、小金原団地、常盤平団地 周辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市街地再開発事業等の状況】 出典：松戸市立地適正化計画  

※１市街地再開発事業：市街地内の老朽木造建築物が密集している地区等において、細分化された敷地の統

合、不燃化された共同建築物の建築、公園、広場、街路等の公共施設の整備等を行う事業 

※２土地区画整理事業：道路、公園、河川等の公共施設を整備・改善し、土地の区画を整え宅地の利用の増

進を図る事業 

新しく開発が進んでいるエリア 

二ツ木・幸谷 

紙敷 

秋山 

※赤字は UR施行の団地 
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【人口集中地区（ＤＩＤ）の変遷】  

昭和 35年 昭和 45年 

昭和 55年 平成 2年 

平成 22年 平成 27年 

市南部にて 

拡大 
北総線沿線

にて拡大 

新松戸駅 

西側にて拡大 

武蔵野線沿線・小金

原団地周辺にて拡大 

常磐線・新京成線

の駅周辺にて拡大 

松戸駅周辺に存在 
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（４） 人口動向 

１）人口密度 

・人口密度が高い地域は、商業施設の顧客となる人の集積が大きい地域と言えます。 

【人口密度が上昇しているエリア】 

◇定住人口の集積が進んでいることから、近隣住民向けの日用品等の買い物ができる商業

機能の強化が求められます。 

 ⇒松戸駅、東松戸駅、みのり台駅、馬橋駅 周辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成 27 年度人口密度】   

【平成 22 年度人口密度】  

人口密度が上昇している 

商業系の用途地域で人口密度が高い 
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２）年少人口比率 

・15歳未満の年少人口比率が高い地域は、子育て世代の若い世帯の集積が多い地域と言

えます。 

【年少人口比率が高い地域】 

◇年少人口比率が高い地域は、世帯年齢構成が若い人や新規の転入者等の集積が進んでい

ると推察されることから、地域コミュニティの形成も含めた商業機能の強化が求められ

ます。 

 ⇒東松戸駅周辺、五香西 周辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成 27年度 年少人口比率】出典：国勢調査 

  

年少人口比率が高い地域 

五香西 



 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【H12－H22 年少人口増減数】出典：国勢調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【H12－H22 年少人口増減率】出典：国勢調査  
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３）老年人口比率 

・高齢者は一般的に日常の行動範囲が狭くなることから、65歳以上の老年人口比率が高

い地域は、地元購買力が高い地域と言えます。 

【老年人口比率が高い地域】 

◇老年人口比率が高い地域は、高齢者に対応できる個店の経営力の強化や高齢者向けのサ

ービスが求められます。 

⇒幸田、小金原団地、旭町、牧の原団地・五香 周辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成 27年度 老年人口比率】出典：国勢調査 

 

  

老年人口比率が高い地域 

幸田 

旭町 小金原団地 

牧の原団地 

五香西 



 58 

（５） 立地特性からみた類型化のまとめ 

立地特性として、「用途地域」「主要な駅周辺」「市街地形成の経緯」「人口動向」から地

域の類型化を行います。 

【立地特性による類型化】 

類 型 拠点エリア 特 性 

類型Ⅰ．都内と連絡する主要な交

通結節点で、駅の利用者数が市内

で最も多く、人口も増加している 

松戸駅周辺 

◇商業地域 

◇鉄道 2路線、15万人/日 

◇人口密度が上昇傾向 

類型Ⅱ．複数の鉄道が乗り入れる

駅周辺の商業地で、地域外からの

利用も多い。人口も集積している 

新松戸駅、 

八柱駅・新八柱駅周辺 

◇商業地域 

◇鉄道 2路線、3万人/日 以上 

◇人口密度が高い 

類型Ⅲ．複数の鉄道が乗り入れる

駅周辺の商業地で、新規の開発に

より人口が増加している 東松戸駅周辺 

◇商業地域 

◇鉄道 2路線、2万人/日 以上 

◇新しく開発が進行 

◇人口密度は上昇、年少人口比率は

高い 

類型Ⅳ．商業地域の中では駅の利

用者は少ない 

北松戸駅、馬橋駅、 

北小金駅、五香駅周辺 

◇商業地域 

◇駅の乗車人員 1万人/日 以上 

類型Ⅴ．近隣商業地域の中では駅

の利用者が一定以上あり、周辺で

の開発や人口の増加がある 

みのり台駅、秋山駅周辺 

◇近隣商業地域 

◇駅の乗車人員 1万人/日 以上 

◇人口密度の上昇、新規開発 

類型Ⅵ．近隣商業地域で駅の利用

者は少ない その他駅周辺商業地等 

◇近隣商業地域 

◇駅の乗車人員 1万人/日 未満 

◇高齢者割合の高い地域を含む 
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 商業特性の分析 

（１） 小売業指標 

・従業者数、売場面積、年間販売額の高い地域は駅前やロードサイドの商業地に見られます。 

【駅前エリア】 

◇駅前に商店街や商業施設が集積し、駅利用者や近隣住民の消費が行われます。 

⇒松戸駅、新松戸駅、八柱・新八柱駅 周辺等 

【ロードサイドエリア】 

◇道路沿いのスーパー等で、近隣住民や自動車来訪者の消費が行われます。 

⇒みのり台駅、松飛台 周辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【町丁字別従業者数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【町丁字別売場面積】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【町丁字別年間販売額】 

 

    駅前エリア 

    ロードサイドエリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：松戸市商業構造基本調査 H29.1 
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（２） 大規模小売店舗の集積 

・大規模な商業施設が立地しているかは、買回り品等の需要や非日常的なレクリエーショ

ンを目的とした来訪等に影響を与える要素となります。 

【大規模小売店舗の集積が既にあるエリア】 

◇店舗面積が 10,000㎡以上の比較的大規模な商業施設（総合スーパー）は、買回り品への

需要や地区外からの集客が想定されます。 

⇒松戸駅、新松戸駅、北小金駅、常盤平駅、五香 周辺 

【大規模小売店舗の集積がないエリア】 

◇大規模小売店舗の立地がない地域は、人口の増加や住民ニーズに応じて、商業施設の集

積が求められます。 

⇒東松戸駅、松飛台駅、六実駅 周辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大規模小売店舗の立地状況（H26.7）】 出典：松戸市商業構造基本調査 H29.1  

大規模小売店舗の立地があるエリア 

大規模小売店舗の立地がないエリア 

五香 
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【松戸市内の大規模小売店舗一覧（平成 26 年 7 月現在）】（再掲） 

 
※千葉県大規模小売店舗立地名簿に基づき松戸市で作成。ただし、建物名については、市の調査に基づいて変更

しています。（平成 26 年 7 月現在）  

※商業統計調査による売場面積と大規模小売店舗立地法に基づく届出による売場面積は、算出方法が異なりま

す。  

※開店日は、以前に存在していた店舗の開店日になっているものがあります。 

 
出典：松戸市商業構造基本調査・商圏調査事業委託報告書（平成 29年 1月） 

  

NO. 地区名 店舗名称 住所
店舗面積

（㎡）
開店日

1 伊勢丹松戸店（H30.3.21閉店） 松戸市松戸1307-1 ほか 31,268 S49.4.19

2 アトレ松戸 松戸市松戸1181番地 8,472 S52.4.2

3 ピアザ松戸 松戸市松戸1230-1 7,822 S52.10.29

4 プラーレ松戸 松戸市松戸1142番地3 19,904 S55.6.1

5 ライフ松戸二十世紀ヶ丘店 松戸市二十世紀が丘中松町97番地 ほか 2,448 S63.9.9

6 ニトリ松戸店 松戸市松戸2301-1 ほか 5,004 H16.4.9

7 ヤマダ電機テックランド松戸店 松戸市松戸2289番地3 6,064 H20.8.11

8 矢切 マルエツ矢切駅前店 松戸市栗山19-1 ほか 2,611 H11.3.20

9 オリンピック馬橋店 松戸市栄町8-691 2,350 S53.1.20

10 ダイエー松戸西口店 松戸市根本4-2 10,056 S52.6.30

11 島忠ホームセンター松戸店 松戸市古ヶ崎2477-1 4,215 H6.4.22

12 ハローマート稔台店 松戸市松戸新田575-25 ほか 1,096 S54.10.13

13 マルエツ上本郷店 松戸市仲井町2-57-1 1,429 S52.6.9

14 マルエツ栄町店 松戸市栄町6-384 ほか 1,499 S50.11.20

15 マルエツ北松戸店 松戸市上本郷2220-1 1,420 S53.5.16

16 ハローマート北松戸店 松戸市北松戸2-6-1 ほか 1,392 H2.11.9

17 TAIRAYAみのり台店 松戸市稔台1-30-1 ほか 1,076 H4.11.14

18 ケーヨーデイツー稔台店 松戸市松戸新田436-1 1,949 S58.4.21

19 ヤマダ電機テックランド上本郷店 松戸市上本郷2617-1 1,102 H5.3.1

20 いなげや松戸新田店 松戸市松戸新田418-5 1,455 H6.10.7

21 イエローハット松戸南花島店 松戸市南花島4-69-5 ほか 1,103 H7.4.26

22 ベルクス北松戸店 松戸市栄町2-73-2 1,999 H10.5.8

23 コジマ×ビックカメラ松戸店 松戸市緑ヶ丘1-121-2 2,819 H12.12.10

24 コモディイイダ松戸新田店 松戸市松戸新田62番1 ほか 1,717 H17.4.23

25 グリーンマークシティ松戸新田 松戸市松戸新田245番1 ほか 4,200 H19.9.12

26 マルエツ高塚店 松戸市高塚新田165-1 ほか 2,190 S52.3.17

27 ホームプラザワイアンドジェイ 松戸市大橋403-7 1,219 H3.7.19

28 マミーマート松戸高塚新田店 松戸市高塚新田160番45 ほか 2,441 H13.12.14

29 ベルク松戸秋山店 松戸市秋山123 2,075 H19.6.7

30 ファッションセンターしまむら八柱店 松戸市河原塚507番14 ほか 2,049 H21.7.2

31 ホームセンターマツモトキヨシ二ツ木店 松戸市八ヶ崎8-34-3 3,443 H8.4.26

32 東武ストア馬橋店 松戸市西馬橋蔵元町2番地1 1,340 H22.11.2

33 ザ・プライス五香店 松戸市常盤平5-22-3 ほか 6,149 S47.11.20

34 西友常盤平店 松戸市常盤平3-11-2 ほか 13,851 S49.12.10

35 イトーヨーカドー八柱店 松戸市日暮1-15-8 ほか 7,724 S57.10.1

36 オウル五香 松戸市五香8丁目44番地7 ほか 11,153 H4.4.17

37 サンキ松飛台店 松戸市松飛台205 ほか 1,432 S54.1.13

38 アコレ常盤平2丁目店 松戸市常盤平2-24-2 ほか 1,139 S35.4.1

39 株式会社トップ常盤平店 松戸市常盤平3-1-1 1,234 S51.9.20

40 ケーヨーデイツー串崎店 松戸市串崎新田218番地6 ほか 2,138 H3.10.24

41 ヤマダ電機テックランド五香店 松戸市五香西2-3-1 ほか 1,461 H4.10.10

42 マルエツ牧の原店 松戸市牧の原2番地10 ほか 1,717 H8.11.7

43 ユニディ松戸ときわ平店 松戸市牧の原2番1 ほか 6,136 H15.6.19

44 ベルクス五香店 松戸市五香8丁目12番地1 ほか 1,864 H15.10.10

45 ベルクス松飛台店 松戸市松飛台193番1 ほか 1,963 H15.9.6

46 ファッションセンターしまむら六高台店 松戸市六高台1丁目103 ほか 1,110 H22.8.2

47 ヨークマート六高台店 松戸市六高台7丁目98-1ほか 2,026 H23.2.2

48 ダイエー新松戸店 松戸市新松戸3-2-2 15,575 S56.11.20

49 イオン北小金 松戸市小金1番地 11,628 H6.3.1

50 リブレ京成小金原店 松戸市小金原6-2-13 1,465 S44.10.25

51 マルエツ小金原店 松戸市小金原7-18-3 1,256 S52.6.17

52 コモディイイダ新松戸店 松戸市新松戸5丁目138番地 ほか 1,673 S54.2.9

53 コモディイイダ北小金店 松戸市小金40-1 1,396 S54.10.10

54 富士ガーデン新松戸 松戸市新松戸5-134 1,137 S56.4.4

55 サンドラッグ小金原店 松戸市小金原6-5-1 1,697 S53.7.1

56 プチモール二ツ木 松戸市二ﾂ木1782-1 5,523 H12.11.17

57 ゴルフファイブ松戸店 松戸市二ﾂ木529 ほか 1,150 H16.3.4

58 マルエツ新松戸店 松戸市新松戸7-2 ほか 1,343 H8.4.4

59 コープ新松戸店 松戸市新松戸4丁目124番 1,842 H21.8.4

246,009店舗面積計

本庁

明

東部

馬橋

常盤平

小金
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（３） 商店街の集積 

・商店街が市内各駅周辺を中心に分散的に形成（79商店会）されています。 

【商店街の集積がないエリア】 

◇商店街がない地域は、近隣住民向けの日用品が購入できる商業施設の集積とともに、

新たな商店主や地域住民同士のコミュニティの形成が求められます。 

 ⇒秋山駅、松飛台駅 周辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【商店街位置図】 出典：松戸市商業構造基本調査 H29.1 

 

※松戸市内 79 商店会を中心とした商業集積がある小売事業所の単位を「商店街」とします。 

※ここでいう商店街とは商店街組織の会員の集合ではなく、商業が集積している街区を構成する事業所の集合

であり、非会員を含んだものです。 

※対象とした業種は小売業に限定し、飲食店やサービス業は含まれていません。 また、大規模小売店舗（売

場面積 1,000 ㎡以上の店舗）及び「無店舗販売」のほか売場面積が 0 ㎡の事業所を除外しています。 

※大規模小売店舗に該当する寄合の事業所によって形成されている商店街については、大規模小売店舗内の大

型小売業（売場面積 1,000 ㎡以上の事業所）のみを除外しています。  
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【商店街一覧】 

 

資料：松戸市経済振興部商工振興課（平成 26 年 7 月 1 日現在） 

 

  

地区名 NO 商店街名 地区名 NO 商店街名

1 松戸東口商店会 41 馬橋だるま会

2 高砂通り商店会 42 馬橋西口中央通り商店会

3 松戸駅前商工振興会 43 馬橋西口銀座通り商店会

4 本町中通り共栄会 44 サンライズストリート商工振興会

5 本町大通り商店会 45 ポッポ会

6 松戸市本町北通り商店会 46 馬橋東口商店会

7 松戸二丁目不動会 47 馬橋駅前通商店会

8 松戸二丁目中通り商店会 48 馬橋本通り商店会

9 春雨会 49 松飛台商店会

10 みやまえ会 50 六実商興会

11 角町・下横町商店会 51 五香商店会

12 伊勢丹通り商店会 52 五香新町商栄会

13 二十世紀が丘商店会 53 五香駅東口商店会

14 下矢切商和会 54 サンロード五香商店街振興組合

15 三矢小台ショッピングセンター街 55 東店舗商店会

16 三矢小台商店会 56 五香さくら通り商店会

17 三矢小台中央商店会 57 常盤平三丁目仲通り商店会

18 栗山商店会 58 常盤平駅前通り商店会

19 樋野口商店会 59 常盤平中央商店会

20 根本商栄会 60 常盤平南部商店会

21 北松戸商店会 61 八柱商店会

22 わかば商店会 62 八柱駅前中央商店会

23 稔台小学校通り商店会 63 八柱グリーン商店会

24 みのり通り商店会 64 サンセット通り商店会

25 みのり台一番街商店会 65 協同組合北小金ピコティ西館名店街

26 みのり台駅前通り商店会 66 小金清志町商店さつき会

27 松戸新田駅前商店会 67 小金商工振興会

28 松戸新田仲井町商店会 68 小金宿通り商店会

29 上本郷駅前商店会 69 小金原中央商店街振興組合

30 胡録台商工振興会 70 小金原いちょう通り商店会

31 野菊野商店会 71 ハワイ通り商店会

32 旭通り商店会 72 大金平商店会

33 仲堀商店会 73 新松戸駅前商店会

34 栄町しんきん通り商店会 74 新松戸駅前二丁目商店会

35 松戸栄町一番会商店会 75 新松戸中央商店会

36 栄町だるま商店会 76 新松戸四丁目商店会

37 栄町本通り商店会 77 新松戸五丁目商店会

38 梨香台ショッピングプラザ 78 新松戸六丁目商店会

39 高塚商栄会 79 小金北商店会

40 東松戸商店会

本庁

馬橋

常盤平
矢切

明

小金

東部
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（４） 市内商圏 

・その商業集積エリアが市内の他の地域からの買い物先となっているかどうかが、商業集

積エリアの持つ商圏の広がりに影響を与える要素となります。 

【日用品・買回り品の買い物先となる市内拠点】 

◇日用品・買回り品は、地区内のほか、市内では本庁地区、明地区、小金地区でも買い

物が行われており、市民の買い物需要に対する商業機能の集積が求められます。 

 ⇒本庁地区、明地区、小金地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【商圏構造図】出典：松戸市商業構造基本調査 H29.1より作成 
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（５） 商業特性から見た類型化のまとめ 

(1)から(4)の商業特性（小売業指標、大規模小売店舗の集積、商店街の集積、市内商圏）

の分析結果から地域の類型化を行います。 

 

【商業特性による類型化】 

類 型 拠点エリア 特 性 

類型Ⅰ.駅周辺に商業施設が集積

し、市内からの買い物先にもなって

いる 
松戸駅、新松戸駅周辺 

◇小売業指標は高い 

◇駅前に大規模小売店舗、商店街

が集積 

◇市内の他地区からの消費も吸収 

類型Ⅱ.駅周辺の小売業が活発であ

る 
八柱駅・新八柱駅周辺 

◇小売業指標は高い 

◇駅前に商店街・商業施設が集積 

類型Ⅲ.ロードサイドの小売業が活

発である 
みのり台駅周辺 

◇小売業指標は高い 

◇ロードサイドに商業施設が集積 

類型Ⅳ.駅前に近隣住民向けの大規

模小売店舗がある 

北小金駅、常盤平駅 

周辺 

◇駅前に大規模小売店舗が集積 

類型Ⅴ.駅前に商業施設の集積が少

ない 

東松戸駅、秋山駅、松飛

台駅、六実駅周辺 

◇大規模小売店舗や商店街が少な 

い 

類型Ⅵ.商店街等が形成されている 
その他駅周辺商業地等 

◇商店街が駅前やロードサイド、

団地内に分散して形成 
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 商業エリアの類型化 

立地特性及び商業特性に基づき、市内を以下の４つの商業エリアに類型化します。 

 

中心市街地エリア（松戸駅周辺） 

本市の中心地として市外を含む広域からの来訪者を対象とした商業施設が集積するエリア 

◇松戸駅は１日 15万人以上に利用され、周辺の人口密度も増加していることから、市の中心的

な商業地としての商業施設の充実が求められます。 

◇松戸駅のある本庁地区は市内の他地区からの日用品や買回り品の買い物先となっていること

から、広域的な商圏に対応した商業機能の充実が求められます。 

◇比較的大規模な商業施設が松戸駅周辺に立地していますが、平成 30年の伊勢丹松戸店の閉店

等、大規模小売店舗の商業環境も厳しく、商店街との連携等による地域が一体となった商業

振興が求められます。 

 

地域型商業エリア（新松戸駅周辺、八柱・新八柱駅周辺） 

交通結節点としての利便性を生かしながら、さらなる商業機能の充実が望まれるエリア 

◇鉄道の複数路線の乗り入れがある新松戸駅及び八柱・新八柱駅周辺は、人口が集積しており、

駅利用者数も多いことから、地区外からの人の集積にも対応した商業機能の集積が求められ

ます。 

 

新興開発エリア（東松戸駅周辺） 

開発の余地が大きく、商業施設の集積が望まれるエリア 

◇東松戸駅のある東部地区は、鉄道駅の開設や土地区画整理事業により人口が増加し、新しい

生活拠点が形成されつつあることから、商業施設の集積とともに、商業地を核としたコミュ

ニティ形成が求められます。 

 

近隣型商業エリア（その他駅周辺、地域の商店街） 

日常的な生活の場として、日用品の買い物等の身近な商業サービスが集積するエリア 

◇商店街が市内各駅周辺を中心に分散的に形成されており、日用品の購入については利便性が

高くなっていますが、分散している結果、松戸駅周辺等を除くと、それぞれの商業の集積は

さほど大きくない状況にあることから、商店街の経済活動を支える基盤の強化が求められま

す。 

◇昭和 35年の常盤平団地等の開発と合わせて、商店街等が形成されてきた地区では、老朽化の

進む商店街の環境整備とともに、高齢となった住民へのニーズに合わせた商業サービスが求

められます。 
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【商業エリアの類型化】 

類型 拠点駅 特 性（◇立地特性 ◆商業特性） 

中心市街地 

エリア 
松戸駅 

◇類型Ⅰ：都内と連絡する主要な交通結節点で、駅の利用者数が市内で最も

多く、人口も増加している 

◆類型Ⅰ：駅周辺に商業施設が集積し、市内からの買い物先にもなっている 

地域型商業 

エリア 

新松戸駅 

八柱駅・新八柱駅 

◇類型Ⅱ：複数の鉄道が乗り入れる駅周辺の商業地で、地域外からの利用も

多い。人口も集積している 

◆類型Ⅰ･Ⅱ：駅周辺に商業施設が集積し、小売業が活発である 

新興開発 

エリア 
東松戸駅 

◇類型Ⅲ：複数の鉄道が乗り入れる駅周辺の商業地で、新規の開発により人

口が増加している 

◆類型Ⅴ：駅前に近隣住民向けの商業施設の集積が少ない 

 
北松戸駅、馬橋駅、

北小金駅、五香駅 

◇類型Ⅳ：商業地域の中では駅の利用者は少ない 

◆類型Ⅳ･Ⅵ：近隣住民向けの商店街が集積している 

近隣型商業 

エリア 

みのり台駅 

秋山駅 

◇類型Ⅴ：近隣商業地域の中では駅の利用者が一定以上あり、周辺での開発

や人口の増加がある 

◆類型Ⅲ･Ⅴ：みのり台はロードサイドの小売業が活発である 

松飛台駅 

六実駅 

◇類型Ⅵ：駅の利用者は少ない 

◆類型Ⅴ：大規模小売店舗や商店街等の集積が少ない 

 
その他駅周辺 

地域の商店街等 

◇類型Ⅵ：駅の利用者は少ない 

◆類型Ⅵ：近隣住民向けの商店街や商業施設が集積している 
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 関連計画における拠点の方針 

関連計画においては、駅周辺を商業の拠点として位置づけ、方針を定めています。 

 

（１） 関連計画における拠点の設定 

「松戸市都市計画マスタープラン」「松戸市立地適正化計画」においては、松戸市の都市構

造として、駅周辺を３つの拠点「広域交流拠点」「交流拠点」「生活拠点」に分類しています。 

「松戸市商業ビジョン」で設定した４つのエリアとは、下図の関係にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◇松戸市都市計画マスタープラン（H11.6） 

拠点分類 設定箇所 拠点の特性 

広域交流

拠点 

松戸駅、 

北松戸駅西口 

商業・業務機能を有す

る拠点 

交流拠点 

新松戸駅、 

八柱駅、 

東松戸駅 

交通結節点としての

利便性を生かしなが

ら、商業・業務を中心

とする拠点 

生活拠点 その他の鉄道駅 

商業機能だけでなく、

多様で身近な機能を

有する拠点 

 

◇松戸市立地適正化計画（H30.3） 

拠点分類 拠点設定箇所 拠点の特性 

広域交流

拠点 
松戸駅周辺 

大型商業・業務機能や

行政機能等とともに、

日常生活に必要な一

通りの機能を備えた

拠点 

交流拠点 

新松戸駅、 

八柱・新八柱駅、 

東松戸駅周辺 

広域交流拠点を補完

する広域性・集客性の

高い施設のほか、日常

生活に必要な機能を

有する拠点 

生活拠点 その他駅周辺 

日常生活に必要な身

近な生活サービス施

設を備えた拠点 

 

広域交流拠点 

交流拠点 

生活拠点 

都市計画マスタープラン 

立地適正化計画 
商業ビジョン 

中心市街地エリア 

地域型商業エリア 

新興開発エリア 

近隣型商業エリア 
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（２） 拠点別の方針 

関連計画では、「商業ビジョン」の拠点として定めた駅周辺について、以下の基本方針が定

められており、整合を図ります。 

 

①中心市街地エリア 

地 域 基本方針 出 典 

松戸駅周辺 ・市の中心市街地にふさわしい商業環境の整備に努め、駅周辺での

イベントや販売促進活動を推進し、商業基盤の強化を図る。 

松戸市総合計画

-後期基本計画 

 ・松戸駅周辺の中心市街地は、商業振興の取り組みと一体的に、大

規模小売店舗、専門店、飲食店やサービス型業務等の商業・業務

施設の集積を誘導するとともに、魅力ある景観づくりに取り組み、

にぎわいと活力のある回遊性の高い商業・業務集積空間を形成す

る。 

松戸市都市計画

マスタープラン 

 ・松戸駅周辺は、中心市街地としての活性化、歴史文化等、地域資

源の活用を図っていく。 

松戸市商工業等

振興基本方針 

 ・松戸駅周辺では、本市の中心市街地としてふさわしい広域的な商

業・業務機能及び文化機能の集積を図る。 

松戸市立地適正

化計画 

 ・中心商業地にふさわしい“にぎわい”を高めるため、市街地整備

の他、商業機能の誘導やイベントの実施、歩行空間の充実等によ

り、都市機能の更新とともに回遊性・滞留性を向上させる。 

松戸駅周辺まち

づくり基本構想 

②地域型商業エリア 

地 域 基本方針 出 典 

新松戸駅 

周辺 

・新松戸駅周辺は、３つの鉄道が交差する交通条件の良さを生かし、

地域の「生活拠点」としてだけでなく、より広範囲の「交流拠点」 

として、商業機能を中心に整備・育成する。 

松戸市都市計画

マスタープラン 

 ・新松戸駅の東側は、交通結節点としての交通利便性の高さを生か

し、周辺の良好な自然環境にも配慮して計画的な面整備を進め、

地域のみならずより広域的な「交流拠点」として、商業・業務等

の機能の集積と良好な空間を形成する。 

松戸市都市計画

マスタープラン 

 ・新松戸駅東口では、地域住民の利便性向上に資する商業施設や医

療・福祉施設等の都市機能を誘導する。 

松戸市立地適正

化計画 

 ・新松戸駅西側では、既存の広域型商業施設の維持を図る。 松戸市立地適正

化計画 

八柱駅周辺 ・八柱駅周辺は、新京成電鉄と JR 武蔵野線が結節する交通利便性

の良さや、21 世紀の森と広場への主要な玄関口であることを考慮

して、地域の「生活拠点」だけでなく全市的な「交流拠点」とし

て位置づけ、駅前広場の改善や歩行者空間の快適化、駅前の良好

な景観づくり等を進める。 

松戸市都市計画

マスタープラン 

 ・新八柱・八柱駅では、土地区画整理事業により整備された基盤を

活かし、行政窓口機能や地域型の商業施設等の都市機能を誘導す

る。 

松戸市立地適正

化計画 

③新興開発エリア 

地 域 基本方針 出 典 

東松戸駅 

周辺 

・東松戸、秋山、松飛台の各駅周辺で土地区画整理事業を推進し、

商業施設や公共施設等が集積するとともに歩きやすい歩行者空間

等が確保された、快適でにぎわいのある拠点を形成する。 

松戸市都市計画

マスタープラン 

 ・東松戸駅周辺では、土地区画整理事業により整備された基盤を活

かし、行政窓口機能や地域型の商業施設等の都市機能を誘導する。 

松戸市立地適正

化計画 
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 拠点別振興方針 

類型化を行った４つの商業エリアについて、現状・課題の整理を踏まえ、商業振興の方向性

と施策を整理します。 

   

  

※近隣型商業エリアの基本施策「①商業地の環境整備」「②商店会の組織力

の強化」は、商業地支援の基本となることから、「中心市街地エリア」「地域

型商業エリア」「新興開発エリア」の商店街等の環境整備にも適合する。 

中心商業地としての商業・都

市機能の集積

① 広域的な集客力を持った

商業機能の集積と魅力向上

② まちづくりと一体となった

快適な商業空間の創出

③ 多様な人で賑わう

新たな都市的魅力の創出

④ 地域資源の活用による

商業地の魅力の向上

中心市街

地エリア

ｴﾘｱ 基本方針 基本施策

【松戸駅周辺】

地域との連携による商業地の

賑わいづくり

① 買い物しやすい商業地づくり

② 地域資源を活用した商業地

の魅力づくり

【新松戸駅、八柱・新八柱駅周辺】

地域型商

業エリア

新たな世代ニーズに対応した

商業・コミュニティ機能の集積

① 新たな生活拠点としての

商業機能の集積

② 地域コミュニティの担い手の育成

【東松戸駅周辺】

新興開発

エリア

近隣住民の日常生活の利便性

の維持・向上

① 商業地の環境整備【その他駅周辺・地域の商店街】

近隣型商業

エリア

② 商店会の組織力の強化
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【現状・課題】 

◆商業エリアの特性（第 5章 1-4.より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆関連計画（第 5章 1-5.より） 

 

 

 

 

 

 

◆地区の特性（第 2章 4-3.より） 

 

【方向性・施策】 

◆商業振興の方向性 

 

 

 

◆商業振興施策 

 

 

 

 

 

 

 

 中心市街地エリア 

 

 

 

（１） 商業振興の現状・課題と方向性・施策の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

広域的な集客力を持った商業機能の集積

と魅力向上（①②③④より） 

市外を含めた広域からの集客力を持ち、

来訪者に親しまれる中心市街地にふさわ

しい商業集積を推進する。 

 

多様な人で賑わう新たな都市的魅力の創

出（①④⑤より） 

これまでにない多様な人を呼び込むため、

新しい若者文化や観光交流ニーズに対応

した商業機能の充実について検討する。 

まちづくりと一体となった快適な商業空間

の創出（①②③④⑤⑦⑧より） 

松戸駅の改良や駅周辺のまちづくりとの

連携を図り、商業地の賑わいの創出を図

るとともに、買い物に際しての安全で快適

な歩行者空間を充実する。 

地域資源の活用による商業地の魅力の

向上（②⑥より） 

地域資源を活用した、回遊性の高い魅力

あるまちづくりを目指す。 

①松戸駅は１日 15 万人以上に利用され、周

辺の人口密度も増加していることから、市

の中心的な商業地としての商業施設の充

実が求められる。 

②松戸駅のある本庁地区は市内の他地区

からの日用品や買回り品の買い物先とな

っていることから広域的な商圏に対応した

商業機能の充実が求められる。 

③比較的大規模な商業施設が松戸駅周辺

に立地しているが、平成 30 年の伊勢丹松

戸店の閉店等、大規模小売店舗の商業

環境も厳しく、商店街との連携等による地

域が一体となった商業振興が求められ

る。 

④広域的な商業・業務機能及び文化機能を

集積する。 

⑤にぎわいと活力のある回遊性・滞留性の

高い商業・業務集積空間を形成する。 

⑥歴史文化等の地域資源を活用する。 

【本庁地区】 

⑦市内で１事業所あたりの小売業指標が最

も高い地区となっている。 

⑧明地区、矢切地区、東部地区、馬橋地区

からの買い物先となっている。 

２－１.中心市街地エリア（松戸駅周辺） 
本市の中心地として市外を含む広域からの来訪者を対象とした商業施設が

集積するエリア 

中心商業地としての商業・都市機能の

集積 
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（２） 商業振興の現状・課題 

松戸駅は１日 15万人以上に利用され、周辺は人口密度が増加しており、松戸駅のある本庁

地区は市内他地区からの買い物先となっています。本庁地区は、小売業指標が市内で最も高

く、関連計画においては、文化機能や歴史文化等の地域資源を活用した回遊性・滞留性の高

い商業・業務集積空間の形成を目指している地区です。 

しかし近年、伊勢丹松戸店が閉店する等商業環境が厳しくなっており、広域的な商圏に対

応した中心商業地の形成が必要となっています。駅周辺のまちづくりと一体となった商業空

間の創出とともに、地域内商業施設が連携した取り組みや、地域資源の活用が求められてい

ます。 

 

（３） 商業振興の方向性 

 

 

 

商業・業務機能が集積している松戸駅周辺では、中心商業地にふさわしい“賑わい”を高める

ため、都市機能の更新に合わせ、商業の集積および魅力の向上や、安全で快適な歩行者空間

の充実により、回遊性・滞留性を向上させ、商圏の広域化を図ります。 

 

（４） 事業者ニーズ 

商業ビジョンの検討にあたり、「松戸市商店会連合会」「松戸駅周辺商業協同組合」へのヒ

アリングを行いました。そこで得られた事業者の声は以下のとおりです。 

・松戸駅西口では、複数の建物が一緒になって新たな商業施設をつくることにより、土地の

高度利用を図り、新たな賑わいを生み出すことが必要と感じている。 

・松戸駅東口相模台で進められている新拠点ゾーンの早期実現が必要であると感じている。 

・松戸市はイベントでの集客は多いが、観光として PRできるものが少ないと感じている。 

 

◇事業者ニーズを踏まえた方向性 

・商店街等への支援とともに、土地の高度利用等まちづくりと一体となった商業機能の配置

を促すとともに、魅力と賑わいづくりが必要である。 

・「松戸駅周辺まちづくり構想」で位置づけられている「新拠点ゾーン」の事業の推進に合わ

せて、市民のニーズに合った商業機能のあり方を検討することが必要である。 

 

（５） 商業振興施策 

基本施策① 広域的な集客力を持った商業機能の集積と魅力向上 

市外を含めた広域からの集客力を持ち、来訪者に親しまれる中心市街地にふさわしい商

業集積と魅力向上を推進します。 

【構想事業】 

中心商業地としての商業・都市機能の集積 
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●土地の高度利用と連携した商業機能の配置【新規】 

老朽化や低・未利用等の課題がある街区で実施される市街地再開発事業等と連携し、複

合型中高層住宅の低層部に商業機能の配置を促します。 

●商業の集積・魅力向上【新規】 

連続的な賑わいを構築するため、地区計画等により商業等の立地を促すとともに、空き

店舗を有効に活用します。 

商業地としての魅力を向上させるため、こだわりの感じられる景観形成、オープンスペ

ースや休憩場所の創出、地元団体・商店によるイベント等を促進します。 

●商店会と大型店の連携【継続】 

松戸駅周辺には大型店が集積しているという特性を活かし、商店会と大型店等が連携し

た共同販促事業や駐車場の共用化等を支援します。 

 

基本施策② まちづくりと一体となった快適な商業空間の創出 

松戸駅の改良や駅周辺のまちづくりとの連携を図り、商業地の賑わいの創出を図るとと

もに、買い物に際しての安全で快適な歩行者空間を充実します。  

【構想事業】 

●松戸駅前改良と商店街の連携【継続】 

ＪＲ東日本等が実施する松戸駅の改良を好機とし、松戸駅前のバリアフリー化を推進す

るとともに、商店街等と連携することで、人が集い、賑わい、活気のあるまちの実現を目

指します。 

●安全で快適な歩行者空間の充実【新規】 

駅前は、歩いてまわれる快適な環境を創出するため、通過交通の抑制・歩行者天国・歩

行者専用通路の段階的な導入を目指す等、歩行者空間を充実します。 

買い物や通勤、通学等に対応した、駐輪場整備と放置自転車対策を行います。 

●駅東口相模台の新拠点ゾーン事業との連携【新規】 

官舎跡地や松戸中央公園等の一体開発によるランドマークとなる多機能拠点づくりとの

連携を図り、駅東側の新しい商業施設等の立地を促します。 
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【取組事例】「食」をキーワードとした新たな回遊イベントの開催（千葉県柏市） 

☞参考となるポイント：人通りの少ない時間帯を利用して歩行者天国とし、路上販売で来場者

と接する機会を設けることで、通りの賑わいを生み出すことも効果的です。 

・柏駅東口の柏銀座通り商店街は、駅利用者や近隣住民を対象とした物販中心の商店街として

親しまれてきたが、近年は郊外型大型店やネット購買の増加、店主の高齢化などで物販店舗

の減少が課題となっていた。 

・このため、若手経営者が中心となり新たな賑わい事業の企画・運営に携わることで商店街の

新陳代謝を図っている。 

・新規出店者の多くが「個性豊かな飲食店」という強みを生かした食の回遊イベント「空市」

を実施することで、30 代・40 代のファミリー層や 20 代などの若者層を取り込んでいる。 

・参加する店主が同じ条件のもと、同じ食材の様々なバリエー

ションの創作料理を楽しんでもらう企画に仕上げた。開催時

間を通常飲食店の営業が少ない日中とし、通りを歩行者天国

とすることで、ファミリー層や若いカップルが回遊しながら

安心して食べ比べができるようにしている。 

出典：「はばたく商店街 30選」2018中小企業庁 

 

 

基本施策③ 多様な人で賑わう新たな都市的魅力の創出 

多様な人を呼び込むため、新しい若者文化や観光交流ニーズに対応した商業機能の充実

を図ります。  

【構想事業】 

●商店街活性化と若者文化の融合【継続】 

松戸駅周辺の商店街の公共空間や空き店舗等を会場にしたアート活動、サブカルチャー

といった若者文化と連携した商店街の活性化を推進します。 

●新たな観光交流ニーズの発掘【新規】 

新たな観光客を呼び込むとともに、再来したいと思う仕組みを形成するため、観光ニー

ズに併せた情報を充実し、PRを実施します。 

食等によるニューツーリズムプラン（これまで観光資源としては気付かれていなかった

地域固有の資源）の新たな活用・開発を促進します。 
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【取組事例】空き店舗を活用し商店街に産直市場を開設（千葉県木更津市） 

☞参考となるポイント：商店会が中心となって、近隣農家等と連携して空き家を活用した直売

所を開設することも効果的です。 

・東京湾アクアラインの開通や郊外型商業施設の進展などからＪＲ木更津駅周辺の中心市街地

では、西友、そごう、ダイエーなどの大型店が相次ぎ撤退し、空洞化が進んだ。木更津本町

商店街も来街者が減り、空き店舗が増加するなど、深刻な状況に陥っていた。特に、日常生

鮮食料品を販売する店舗が少なくなり、車を運転できない高齢者などは不便を強いられてい

た。 

・このため、本町商店街振興組合では取得済みの空き店舗

に地域住民の要望が高い生鮮野菜を中心にした産直生

鮮市場「ふれあいプラザ本町」を開設し、商店街への集

客を高めている。 

・市場では農家が自分で値段を付けることで相場より２割

程度安く提供できる。また、販売品の納品は、毎朝で、

売れ残り品は各自持ち帰るような仕組みになっている。 

出典：商店街の取り組み 60事例（関東甲信越静地域）経済産業省関東経済産業局ホームページ 
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基本施策④ 地域資源の活用による商業地の魅力の向上 

江戸川・坂川、公園等の公共空間、戸定が丘歴史公園といった地域資源を活用した、回

遊性の高い魅力あるまちづくりを目指します。 

【構想事業】 

●地域資源を活用した商業イベントの促進【新規】 

河川・歴史的建造物・緑といった資源、空き店舗や公共空間等のスペースを有効活用し

た買い物客向けのイベントを促進します。 

●公共空間等の活用にあたっての支援【継続】 

地元住民等による、商業振興やまちづくりを目的とした公共空間等の活用について、ア

ドバイス等の支援を行います。 

 

【実現化に向けた概略スケジュール】 

施策 短期 中長期 

広域的な集客力

を持った商業機

能の集積と魅力

向上 

●商店会と大型店の連携 ●土地の高度利用と連携した商業機能

の配置 

●商業の集積・魅力向上 

まちづくりと一

体となった快適

な商業空間の創

出 

 ●松戸駅前改良と商店街の連携 

●安全で快適な歩行者空間の充実 

●駅東口相模台の新拠点ゾーン事業と

の連携 

多様な人で賑わ

う新たな都市的

魅力の創出 

●商店街活性化と若者文化の融合 

 

●新たな観光交流ニーズの発掘 

地域資源の活用

による商業地の

魅力の向上 

●地域資源を活用した商業イベントの

促進 

●公共空間等の活用にあたっての支援 
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【現状・課題】 

◆商業エリアの特性（第 5章 1-4.より） 

 

 

 

 

 

 

◆関連計画（第 5章 1-5.より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆地区の特性（第 2章 4-3.より） 

 

 

 

【方向性・施策】 

◆商業振興の方向性 

 

 

 

◆商業振興施策 

 

 

 

 

 

 

 

 地域型商業エリア 

 

 

 

（１） 商業振興の現状・課題と方向性・施策の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２－２.地域型商業エリア（新松戸駅周辺、八柱・新八柱駅周辺） 

交通結節点としての利便性を生かしながら、さらなる商業機能の充実が 

望まれるエリア 

買い物しやすい商業地づくり 

（①②③④⑤⑦より） 

駅を利用する歩行者（乗り換え

客、地元住民）のほか、他の地区

や隣接市からの来訪者の買い物

の利便性の向上を図る。 

 

地域資源を活用した商業地の魅

力づくり（①②③⑥⑧より） 

地域住民以外の買い物客を呼び

込むため、地域資源を活用して交

流拠点としての魅力を向上するこ

とにより、商業地の人の流れを活

発化する。 

①鉄道の複数路線の乗り入れがある新松戸駅及

び八柱・新八柱駅周辺は、人口が集積してお

り、駅利用者数も多いことから、地区外からの

人の集積にも対応した商業機能の集積が求め

られる。 

【新松戸駅周辺】 

②地域の生活拠点としてだけでなく、より広域的

な「交流拠点」 として、商業機能を集積する。 

【八柱駅周辺】 

③地域の生活拠点だけでなく、全市的な「交流拠

点」として位置づける。 

④地域型の商業施設等の都市機能を誘導する。 

【小金地区】（新松戸駅周辺） 

⑤大規模小売店舗数、小売店の開設は多く、自

宅周辺での買い物も多くなっている。 

⑥買い物は、小金地区の他、柏市、流山市、東京

都内で行われている。 

【常盤平地区】（八柱・新八柱駅周辺） 

⑦大規模小売店舗数が多く、自宅周辺での買い

物も多くなっている。 

⑧買い物は、常盤平地区の他、本庁地区や明地

区、柏市、東京都内、千葉県内で行われてい

る。 

地域との連携による商業地の

賑わいづくり 
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（２） 商業振興の現状・課題 

新松戸駅及び八柱・新八柱駅は複数路線の乗換駅であり、周辺は人口が集積し、駅利用者

数が多い駅となっております。関連計画において各駅は、「交流拠点」に位置付けられており、

商業機能が求められています。そのため、地域住民の自宅周辺での買い物だけでなく、鉄道

乗換客等地区外からの人の集積にも対応した商業機能の充実を図るとともに、地区内外の方

が交流し、賑わいを創出するための環境の整備や、機会の提供が必要とされています。 

 

（３） 商業振興の方向性 

 

 

 

駅前商店街を中心として、大規模小売店舗、地元商店、チェーン店等が共存し、駅利用者

と地区住民の双方の購買ニーズに対応した買い物がしやすい魅力ある商業拠点を形成します。 

また、地域住民同士や店主と住民、大規模小売店舗と商店街の交流の機会となっているイ

ベントの開催等、交流活動を通じて商業地の賑わいづくりを促進します。 

 

（４） 事業者・住民ニーズ 

①事業者ニーズ 

商業ビジョンの検討にあたり、「新松戸商店会連合会」「八柱駅前中央商店会」へのヒアリ

ングを行いました。そこで得られた事業者の声は以下のとおりです。 

【新松戸商店会連合会】 

・駅前商店会は通過客、周辺商店会は地元住民（日用品を買う高齢者等）で客層が異なっ

ている。地元住民を顧客とした商店会では、客との信頼関係が重要で、地域密着型の取

組（まちゼミ等）が大切と感じている。 

・まちの開発とともに約 40年前に建てられた店舗は、建て替えが必要な時期になってきて

おり、今後は空き店舗のメンテナンスが課題となると思われる。 

【八柱駅前中央商店会】 

・商店会が中心となって、八柱さくらまつりや八柱歩行者天国等、地域住民との親睦を深

めるイベントの開催が、まちの活性化に寄与していると感じている。 

・商店街の構造上、車での来訪による買い物が難しいという課題があるのではないか。 

 

◇事業者ニーズを踏まえた方向性 

・駅利用者や地域の高齢者等、客層に応じた業種や買い物しやすい環境等の利便性の向上を

図ることが必要である。 

・老朽化した空き店舗の利活用に向けたリノベーション等への支援の充実が必要である。 

・商店街等の活性化に資する地域のイベントを支援していく必要がある。 

・駐車場問題への対応等、来外客の利便性の向上を図る必要がある。 

  

地域との連携による商業地の賑わいづくり 
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そう思う
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あまりそ
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そう思わ

ない
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わからな

い
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②住民ニーズ 

新松戸地域及び南流山地域の住民や商業者等を対象に新松戸地域と木地区とを繋ぐ交通環

境に関するアンケート調査「新松戸地域のまちづくりに関するアンケート（H29.3）」による

と、新松戸地域の商業機能の充実や魅力の向上のために、以下のことが重視されています。 

○新松戸地域と流山市木地区等をつなぐ交通環境が充実した場合の買い物機会 

・新松戸地域と木地区をつなぐ交通環境の充実については、必要と感じる人が多いものの、

交通環境の充実のみでは新松戸地域の買い物機会の増加は少ない傾向が見られる。 

 

（新松戸地域と木地区をつなぐ交通環境の充実の必要性） 

■新松戸地域住民（n＝645）         ■新松戸地域商業者（n＝86） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新松戸地域と木地区をつなぐ交通環境が充実した場合の新松戸地域での買い物機会） 

■新松戸地域住民（n＝642）        ■南流山地域住民（n＝72） 
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○今後、新松戸地域で望まれる商業機能の充実 

・今後、新松戸地域で望まれる商業機能の充実については、「高齢者が安心して利用できる買い

物環境の形成」が住民・事業者ともに最も高いニーズとなっている。また、商業者では「駐

車場の整備・充実」を求める声が多い。 

 

■新松戸地域住民              ■新松戸地域商業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○新松戸地域の魅力向上に必要な取組 

・新松戸地域の魅力を向上させるために必要な取組は、「商業地のリニューアル」「新松戸駅～

ダイエー間の連続的な店舗立地」等が重視されている。 

 

■新松戸地域住民              ■新松戸地域商業者 
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◇住民ニーズを踏まえた方向性 

・交通環境の充実だけでは買い物機会を増加させる要因とならないため、商業機能の充実や

魅力の向上が必要である。 

・商業機能では、高齢者等、地域の客層に合わせたサービスや、交通環境に合わせた駐車場

の整備充実が必要である。 

・商業地の魅力の向上に向けては、テナントミックスの推進による商業地のリニューアルや、

リノベーションにより、空き店舗を減らして店舗の連続性を確保することが必要である。 

 

（５） 商業振興施策 

基本施策① 買い物しやすい商業地づくり 

駅を利用する歩行者（乗り換え客、地元住民）のほか、他の地区や隣接市からの来訪者

の買い物の利便性の向上を図ります。 

【構想事業】 

●商店会と大型店・チェーン店との連携【新規】 

商店会と大型店・チェーン店の連携による環境美化、販売促進、テナントミックス等の

取組を支援します。 

●商店街のテナントミックスの推進【新規】 

駅乗り換え客と地元住民の買い物ニーズに即した不足業種等の誘致を支援し、商店街に

おける買い物の魅力と生活利便性の向上を図ります。 

●老朽店舗等のリノベーションによる新規出店への支援【新規】 

老朽化した空き店舗等をリノベーションして新たに起業等を行う事業者への支援の仕組

みを検討します。 

●来街客の利便性の向上【新規】 

車での来訪による買い物の利便性を向上するための取組（駐車場整備、大型店との駐車

場の共有化の検討）を支援します。 

●高齢者等が買い物しやすい環境づくり【新規】 

地域の高齢者や子育て世代が安心して利用できる買い物環境づくり（宅配サービス、買

い物代行等）を支援します。 
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【取組事例】まちづくり会社によるデータマーケティングを通じた起業支援（大分県大分市） 

☞参考となるポイント：まちづくり会社が情報の一元化して起業支援することも効果的です。 

・（株）大分まちなか倶楽部が設置した「まちなか出店サポートセンター」に、空き店舗など不

動産情報だけでなく、各店舗のターゲット層、来客数等の情報を集約し、商店街のエリア別

の傾向等を分析している。 

・出店希望者の相談窓口も同センターに一本化して、データマーケティングによる業態に合わ

せた不動産の情報提供、市の補助金申請支援などの出店サポートを実施している。 

・同センターが、商店街全体の回遊性を高めるための戦略的な店舗配置を実施し、エリア全体

のテナントミックスを行っており、既存店の経営安定化

にもつなげている。 

・戦略的な店舗配置としては、店舗の業態（回遊型 or 目

的型）を見極め、他の店舗と併せてまわる回遊型店舗を

人通りの多いエリア（コア）に配置する。また、明確な目

的があって訪れる目的型店舗はコアから離れた場所に配

置して、他の店舗への来店も促している。 

出典：稼げるまちづくりの特徴的な取組事例 H29.3内閣府、㈱大分まちなか倶楽部ホームページ 

 

基本施策② 地域資源を活用した商業地の魅力づくり 

地域住民以外の買い物客を呼び込むため、地域資源（公園、イベント、文化等）を活用し

て交流拠点としての魅力を向上することにより、商業地の人の流れを活発化します。 

【構想事業】 

●公共空間の活用による新たな賑わいの場づくり【新規】 

周辺商業施設との連携した公共空間のイベントスペースとしての活用や都市公園での公

募設置管理制の活用等による収益施設（カフェ、レストラン等）の設置管理等を検討し、

商業地での賑わい空間の連続性を確保します。 

●商業地の活性化イベントへの支援【新規】 

商業地の活性化につながるイベント（八柱さくらまつり、八柱歩行者天国、新松戸光の

フェスタ等）への支援を行います。 

●サブカルチャーと商店街連携の支援【新規】 

商店街による活性化事業とサブカルチャーの連携（八柱駅前中央商店街でのコスプレに

やさしい街等）を図ることで、新たな客層を呼び込む取組（提携商品の開発等）を支援し

ます。 
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【取組事例】Park-PFI制度により公園内において飲食店・売店を設置（愛知県名古屋市） 

☞参考となるポイント：民間事業者による公園への飲食店等の設置により、人の流れを生み出

すことも効果的です。 

・名古屋市では、久屋大通の再生に向け、平成 29年の都市公園法改正により創設された Park-

PFI制度を導入し、久屋大通公園（北エリア・テレビ塔

エリア）内において飲食店・売店等の収益的な施設を設

置するとともに、園路や広場等の公園施設の整備及び

管理運営を行う事業者の公募を行った。 

・設置等予定者の提案では、市内へ人の流れを誘引する

「観光拠点としての公園」などのコンセプトが提案さ

れている。 

出典：名古屋市栄地区まちづくりプロジェクトホームページ 

 

 

【実現化に向けた概略スケジュール】 

施策 短期 中長期 

買い物しやすい

商業地づくり 

●商店会と大型店・チェーン店との連

携 

●高齢者が買い物しやすい環境づくり 

 

●商店街のテナントミックスの推進 

●老朽店舗等のリノベーションによる

新規出店への支援 

●来街客の利便性の向上 

地域資源を活用

した商業地の魅

力づくり 

●商業地の活性化イベントへの支援 

●サブカルチャーと商店街連携の支援 

●公共空間の活用による新たな賑わい

の場づくり 
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【現状・課題】 

◆商業エリアの特性（第 5章 1-4.より） 

 

 

 

 

 

 

 

◆関連計画（第 5章 1-5.より） 

 

 

 

◆地区の特性（第 2章 4-3.より） 

 

【方向性・施策】 

◆商業振興の方向性 

 

 

 

◆商業振興施策 

 

 

 

 

 

 

 

 新興開発エリア 

 

 

 

（１） 商業振興の現状・課題と方向性・施策の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２－３.新興開発エリア（東松戸駅周辺） 
開発の余地が大きく、商業施設の集積が望まれるエリア 

新たな生活拠点としての商業機能の集積

（①②③④より） 

地区で増加傾向にある比較的若い世代の

居住・買い物ニーズに対応した商業の立

地や、大規模小売店舗の地域貢献活動を

支援します。 

 

地域コミュニティの担い手の育成（①より） 

新しいまちとして地域のコミュニティを向上

し、様々な人が集い、賑わいを創出するた

めの担い手を育成することにより、地域商

業の発展を進める。 

①東松戸駅のある東部地区は、鉄道駅の

開設や土地区画整理事業により人口が

増加し、新しい生活拠点が形成されつつ

あることから、商業施設の集積とともに、

商業地を核としたコミュニティ形成が求め

られる。 

②地域型の商業施設等の都市機能を誘導

する。 

 

【東部地区】 

③近年の小売店の開設が少ない状況にあ

る。 

④自宅周辺での買い物は多くなっているが

満足度は低く、本庁地区や市川市でも買

い物が行われている。 

 

新たな世代ニーズに対応した商業・コ

ミュニティ機能の集積 
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（２） 商業振興の現状・課題 

東松戸駅周辺は人口が増加している地域であり、新しい生活拠点が形成されつつあります。

周辺住民の自宅周辺での買い物は多い状態となっていますが、近年の小売店の開設は少ない

状況にあり、満足度は低いものとなっています。今後も若年人口の増加が見込まれる振興開

発地域であることから、不足する商業機能の集積と、地域コミュニティの形成により、賑わ

いを創出することが必要とされています。 

 

（３） 商業振興の方向性 

 

 

 

新興開発エリアは、人口・世帯数が増加していますが、依然として商業施設や商店街が少

ないことから、商業施設の集積を進めます。 

また、新しいまちとしての商業地でのコミュニティ機能の向上が重要となることから、地

域の商業の発展に資する担い手の育成を進めます。 

 

 

（４） 事業者ニーズ 

商業ビジョンの検討にあたり、「東松戸商店街共同組合」へのヒアリングを行いました。そ

こで得られた事業者の声は以下のとおりです。 

・少人数でコミュニティセンターを核とした賑わい創出活動を進めているが、さらなる人的

支援（人手）が必要と感じている。 

・賑わいづくりの参考となるコミュニティセンターの成功事例等、まちづくり活動のアイデ

アの情報を提供して欲しい。 

 

◇事業者ニーズを踏まえた方向性 

・地域住民が新しく、商業地を核としたコミュニティの形成が途上である地域では、コミュ

ニティ活動の担い手となる人材の確保・育成が必要である。 

 

 

（５） 商業振興施策 

基本施策① 新たな生活拠点としての商業機能の集積 

地区で増加傾向にある比較的若い世代の居住・買い物ニーズに対応した商業の立地や、

大規模小売店舗の地域貢献活動を支援します。 

【構想事業】 

●複合用途型集合住宅への商業機能の配置【新規】 

・比較的若い世代の転入にともない、買い物の場となる複合型中高層住宅低層部への商業

新たな世代ニーズに対応した商業・コミュニティ機能の集積 
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機能の配置を推進します。 

●大規模小売店舗の地域貢献活動の推進【新規】 

・大規模小売店舗等の小売業事業者の自主的な地域貢献への取組や商店会との連携を促し

ます。 

 

基本施策② 地域コミュニティの担い手の育成 

新しいまちとして地域のコミュニティを向上し、様々な人が集い、賑わいを創出するた

めの担い手を育成することにより、地域商業の発展を進めます。 

【構想事業】 

●地域のコミュニティ活動への支援【新規】 

地元商店会等が行う交流イベント活動や情報発信を通じて、地域商業の発展や地域コミ

ュニティの形成等に資する取組を支援します。 

●コミュニティ活動の中核となる団体・組織の育成【新規】 

地域のコミュニティ組織が継続的・発展的に運営され、商店会等の活性化が図られるよ

うに、人材の確保や運営ノウハウを学ぶ取組を支援します。 

 

【取組事例】若手役員と学生の連携による魅力創出（大分県大分市） 

☞参考となるポイント：若手が中心となって活性化に取り組んでいくことも効果的です。 

・府内五番街商店街では、定期的に開催してきたイベントがマンネリ化し、来客数は年々減少

していた。そこで、定型的な商店街運営から脱却しようと、平成 26 年の役員改選を機に 30

代及び 40代の若手を理事長・副理事長を選任した。これまでのイベント等の事業を見直し、

若手ならではの新たな発想により、高校生や専門学校などの若い人材を活用した新規事業に

着手した。 

・大分県立大分商業高校の生徒に商店街の事業提案・企画に携わってもらい、生徒提案の新た

なイベントを開催したり、生徒が商店街の既存のイベント等の手伝いをするなど、地元の高

校生と連携した。 

・こうした取組がテレビ等のメディアで大きく取り上げられ、商店街への注目度を向上させた。

また、同高校の部活動として商業調

査部が「府内五番街アピるんジャー」

というツイッターのアカウントを作

成し、イベントや個店の情報をこま

めに発信している。 

出典：「はばたく商店街 30選」2018中小企業庁 
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【実現化に向けた概略スケジュール】 

施策 短期 中長期 

新たな生活拠点

としての商業機

能の集積 

●複合用途型集合住宅への商業機能の

配置 

●大規模小売店舗の地域貢献活動の推 

進 

地域コミュニテ

ィの担い手の育

成 

●地域のコミュニティ活動への支援 

●コミュニティ活動の中核となる団

体・組織の育成 
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【現状・課題】 

◆商業エリアの特性（第 5章 1-4.より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【方向性・施策】 

◆商業振興の方向性 

 

 

 

◆商業振興施策 

 

 

 

 

 

 

 

 近隣型商業エリア 

 

 

 

（１） 商業振興の現状・課題と方向性・施策の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 商業振興の現状・課題 

商店街が市内各駅周辺を中心に分散的に形成されており、日用品の購入については利便性

が高い状態にあります。しかし、松戸駅周辺等を除き、それぞれの商業の集積はさほど大き

くない状況にあることから、商店街の今後の維持・発展のための、経済基盤整備が必要とな

っています。 

昭和 35年の常盤平団地等の開発に合わせて商業機能が形成された地域では、老朽化の進む

商店街の環境整備とともに、住民のニーズに合わせた商業サービスが求められています。 

 

（３） 商業振興の方向性 

 

 

 

地域の商店街等の近隣型商業エリアは、既存の商店街の環境整備を継続的に支援し、日常

生活の利便性の維持・向上を図ります。 

 

近隣住民の日常生活の利便性の維持・向上 

２－４.近隣型商業エリア（その他駅周辺、地域の商店街） 
日常的な生活の場として、日用品の買い物等の身近な商業サービスが 

集積するエリア 

商業地の環境整備（①②より） 

近隣住民に親しまれる、安全・安心で環境

に優しい商業空間とするために、商業地

の環境を整備する。 

 

①商店街が市内各駅周辺を中心に分散的

に形成されており、日用品の購入につい

ては利便性が高くなっているが、分散して

いる結果、松戸駅周辺等を除くと、それぞ

れの商業の集積はさほど大きくない状況

にあることから、商店街の経済基盤整備

が求められる。 

②昭和 35 年の常盤平団地等の開発と合わ

せて、商店街等が形成されてきた地区で

は、老朽化の進む商店街の環境整備とと

もに、高齢となった住民へのニーズに合

わせた商業サービスが求められる。 

近隣住民の日常生活の利便性の維持・

向上 
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（４） 事業者ニーズ 

商業ビジョンの検討にあたり、「松戸市商店会連合会」等へのヒアリングを行いました。そ

こで得られた事業者の声は以下のとおりです。 

・街路灯の設置や維持管理に市からの補助があるが、商店会の規模が縮小しているため、負

担となっている。 

・町会や自治会に入る住民が少なくなっているため、市からの情報を回覧しても、見てもら

えず、補助事業等の支援策の情報が伝わらず、活用できていないと思う。 

・スーパーやチェーン店等を中心に、商店街に店舗があっても商店会に加入しない店舗が増

えている。 

・小規模店舗の後継者不足が課題となっており、商店街を形成する店舗が減少しつつある。 

 

◇事業者ニーズを踏まえた方向性 

・商店街による街路灯等の設置・維持管理に関しては、新規整備は少ないものの、商店会の

店舗の減少により、自己負担は厳しい状況が増えると想定されることから、今後とも支援

を継続する必要がある。 

・商業に関する支援策については、商店会を通じた情報提供だけではなく、市を窓口とした

積極的な情報提供を今後とも継続していく必要がある。 

・商店会が、商店街の活性化や地域課題の解決のための取組を進め、魅力ある商店街形成に

努めるために、商店街で事業を営む事業者の商店会への加入促進を支援すると共に、後継

者の育成を支援する必要がある。 

 

（５） 商業振興施策 

基本施策① 商業地の環境整備  

近隣住民に親しまれる、安心・安全で環境に優しい商業空間とするために、商業地の環

境を整備します。 

【構想事業】 

●街路灯の設置支援【継続】 

商店会等による街路灯の設置を支援し、商店街の振興を図ると同時に、安心・安全性を

高めます。 

●街路灯の LED化等による維持管理の軽減【継続】 

商店会等が維持管理している街路灯、アーチ等の LED 化や過剰な街路灯の撤去により、

維持費の軽減を図ります。 

●街路灯の維持管理への支援【継続】 

商店会等が管理する街路灯の維持管理に対して支援することにより、団体の健全運営を

図ります。 
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●商店街活性化に関する補助事業の情報提供【継続】 

商店街活性化に関連する、国、県等の環境整備に関連する支援制度についての情報を提

供し、利用を促進します。 

●歩行者空間の充実【継続】 

消費者が安心かつ快適に買い物ができるよう、商店街の環境整備を商店会組織と連携し

ながら促進します。 

 

【取組事例】街路灯の LED化（東京都武蔵野市） 

☞参考となるポイント：オリジナル灯具デザインの LED街路灯で商店街の魅力を高めていくこ

とも効果的です。 

・吉祥寺平和通り商店街では、商店会協同組合設立 50周年という節目を迎え、その記念事業と

して、商店街の街路灯（水銀灯）21灯をすべて LEDに切り換えた。 

・LED街路灯の導入にあたっては、足元の道路だけでなく、

店舗の壁面など街全体を明るく照らせるモダンでスッ

キリした灯具デザインとした。 

・新しい LED街路灯は、昼は景観に溶け込み、夜は街全体

を華やかに演出し、商店街のイメージアップにつなが

っている。電気代も従来の水銀灯と比較して約 1/3 に

なり、CO2排出量も削減でき、環境に貢献できている。 

出典：ＳＨＡＲＰホームページＬＥＤ照明導入事例 

 

基本施策② 商店会の組織力の強化  

商店会の組織力を強化するために商店会が行う、会員数の維持・増加活動を支援します。 

【構想事業】 

●商店会への加入促進支援【新規】 

商店会が行う商店会への加入運動を支援します。 

●若手商業者の育成【新規】 

松戸市の商業を担う若手後継者の育成、商店会リーダーの養成等を促進します。 

 

【実現化に向けた概略スケジュール】 

施策 短期 中長期 

商業地の環境整

備 

●街路灯の設置支援 

●街路灯の LED化等による維持管理の軽減 

●街路灯の維持管理への支援 

●商店街活性化に関する補助事業の情報提供 

●歩行空間の整備 

－ 

商店会の組織力

の強化 

●商店会への加入促進支援 ●若手商業者の育成 
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第６章 参考資料 

 市全体の商業の状況 

（１） 事業所数・従業者数 

 

卸売業・小売業事業所数及び従業者数は、減少傾向にあります。 

 

松戸市の卸売業・小売業の事業所数及び従業者数は、平成 19年から平成 26年にかけて大

きく減少し、平成 26年現在、2,265事業所、従業者数は 19,942人となっています。 

平成 3年の数値を 100とする指数の動向をみると、事業所数は減少傾向にあり、平成 26年

には平成 3年と比較して 50ポイント以上減少しています。 

また、従業者数は増減を繰り返しながらもおおむね 100以上となっていましたが、平成 19

年から平成 26年にかけて大きく減少し、平成 26年現在、66.9となっています。 

 

 

 

■事業所数・従業者数の動向 

※指数は平成 3 年の数値（事業所数 4,652 事業所、従業者数 29,805 人）を 100 として換算した数値です。 

出典：松戸市商業構造基本調査・商圏調査事業委託報告書（平成 29年 1月） 
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（２） 年間販売額 

 

年間販売額は、バブル経済崩壊後に大きく減少したのち、ほぼ横ばい傾向にあります。 

 

松戸市卸売業・小売業の年間販売額は、バブル経済崩壊後に大きく減少したのち、ほぼ横

ばい傾向でしたが、平成 19年から 26年にかけては、約 20％の大きな減少となっており、平

成 26年現在 611,962百万円となっています。 

平成 3年の数値を 100とする指数の動向をみると、バブル経済の崩壊により、平成 9年ま

でに約 20ポイント減少しています。その後は 80台でほぼ横ばい傾向にありましたが、平成

19年から 26年にかけて大きく減少し、平成 26年現在、61.7となっています。 

 

 

 

■年間販売額の動向 

※指数は平成 3 年の数値（991,252 百万円）を 100 として換算した数値です。 

出典：松戸市商業構造基本調査・商圏調査事業委託報告書（平成 29年 1月）  
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（３） 周辺都市との比較 

 

松戸市は概ね商圏都市平均の小売業の特性となっています。 

 

松戸市は、商圏の都市の小売業の概ね平均値（指数 100）となっています。 

柏市は、１事業所あたりの年間販売額・売場面積等が高い値となっています。 

葛飾区は、１事業所あたりの年間販売額・従業者数・売場面積が平均を下回っており、売

場面積 1 ㎡あたりの年間販売額は高くなっています。 

 

■商圏内における小売業の比較（平成 26年） 

 

出典：松戸市商業構造基本調査・商圏調査事業委託報告書（平成 29年 1月）より松戸市商圏都市で作成 
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 商圏・消費行動 

 千葉県消費者購買動向調査にみる松戸市の商圏 

 

松戸市の地元購買率は７割以上で、単独商圏都市として分類されます。 

 

平成 24年度千葉県消費者購買動向調査報告書（平成 25年 3月）で松戸市は、単独商圏都市

として分類されるとともに、柏商圏の構成都市となっています。 

 

商 圏 市町村 第 1次商圏 第 2次商圏 第 3次商圏 

準商業中心都市 柏市 柏市 流山市 

我孫子市 

松戸市 

野田市 

単独商圏都市 松戸市 松戸市 － 市川市 

 

◆商圏の分類について 

・調査対象品目のうち、衣料品４品目（紳士服、婦人服、子供・ベビー服、実用衣料）に対する消費者の購買地

をもって代表させ、以下のように定義した。 

「第１次商圏」 消費需要の 30％以上を吸引していると目される市町村 

「第２次商圏」 消費需要の 10％以上 30％未満を吸引していると目される市町村 

「第３次商圏」 消費需要の５％以上 10％未満を吸引していると目される市町村 

◆商圏設定の基準について 

「商業中心都市」 ：①地元購買率 70％以上で外部５市町村以上からそれぞれ 10％ 

           以上吸引している市町村 

          ②地元購買率 80％以上で外部３市町村以上からそれぞれ 10％ 

                      以上吸引している市町村 

「準商業中心都市」：①地元購買率 60％以上で外部２市町村以上からそれぞれ 10％ 

           以上吸引している市町村 

②地元購買率 70％以上で外部１市町村以上からそれぞれ 10％以上 

 吸引している市町村のうち、商業中心都市を除いた市町村 

「単独商圏都市」 ：地元購買率 60％以上で、外部特定都市への流出率が 20％未満の市町村 

 

市町村 行政人口 
地元 

購買率 

商圏内 

市町村数 

商圏人口 

合計 

吸引人口 

合計 

商圏内 

吸引率 
吸引力 

松戸市 481,032人 73.7％ 2 950,651人 378,941人 39.9％ 78.8％ 

（注１）地元購買率は中心都市消費者が自市町村で衣料品を購買する割合。 

（注２）商圏人口は第１次～第３次商圏内市町村の行政人口の合計（平成 24年７月現在）。 

（注３）吸引人口は「商圏内各市町村の中心都市での購買率×当該市町村の商圏人口」の合計。 

（注４）吸引率は「吸引人口÷商圏人口×100（％）」。 

（注５）吸引力は「各商圏内の吸引人口÷中心都市の行政人口×100（％）」。 

（注６）単独商圏都市の「商圏内市町村数」「商圏人口合計」「吸引人口」「商圏内吸引率」「吸引力」は 

    ５％以上吸引（第３次商圏以上）している市町村があった際に算出した参考値。 

 

■地元購買率（千葉県内順位） 

市町村 衣料品 食料品 飲食 

松戸市 73.7％（12位） 95.2％（3位） 85.4％（10位） 
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【千葉県の主要商圏の分布】 

 

 

 

 

出典：平成 24年度千葉県消費者購買動向調査報告書（平成 25年 3月） 
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【大型ショッピングセンター・ショッピングモール別の商圏】 

千葉県内に立地している大型ショッピングセンター・ショッピングモールのうち、印西市、柏

市、船橋市に立地している以下の施設は松戸市も商圏となっています。 

 

イオンモール千葉ニュータウン店 

（印西市、店舗面積 47千㎡） 

 

ジョイフル本田千葉ニュータウン店 

（印西市、店舗面積 47千㎡） 

 

ららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ 

（船橋市、店舗面積 117千㎡） 

 

柏髙島屋ステーションモール 

（柏市、店舗面積 49千㎡） 

 

スカイプラザ柏 

（柏市、店舗面積 40千㎡） 

 

市町村吸引状況 

出典：平成 24年度千葉県消費者購買動向調査報告書（平成 25年 3月） 
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 松戸市商業構造基本調査・商圏調査にみる松戸市の商圏 

（１） 店舗への期待・要望事項 

 

自宅周辺の店舗への期待・要望は、機能・施設面では、「1 か所で日用品が揃えられる店

舗が集まった商店街」が最も多く、次いで、「安全な歩行空間の確保」、「街路灯や防犯カ

メラの拡充」と続いています。 

 

自宅周辺の店舗への期待・要望は、「①空店舗を減らす」及び「⑩街路灯・防犯カメラの

拡充」は矢切地区、「③駐車場等の設置」は明地区、「⑨医療機関」は馬橋地区、「⑪安全な

歩行空間の確保」は明地区と東部地区で高くなっています。 

 

■松戸市地区別・住まい周辺の店への施設・機能面での要望 

出典：松戸市商業構造基本調査・商圏調査事業委託報告書（平成 29年 1月）  
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（２） 商品・サービス面での要望 

 

商品・サービス面での期待・要望は、「価格を安くする努力」が最も多く、次いで、「地元

産品の取り扱い」、「品数を増やす」が多くあげられています。 

 

商品・サービス面での期待・要望は、本庁地区では「⑧入りやすい店舗」、矢切地区では

「①品数を増やす」、「⑤価格を安くする努力」、東部地区では「③高品質・安全な商品販

売」、小金地区では「④地元産品の扱い」、「⑪配達サービスの充実」の割合が、他の地区を

上回っています。 

 

■松戸市内地区別・住まい周辺の店への商品・サービス面での要望 

出典：松戸市商業構造基本調査・商圏調査事業委託報告書（平成 29年 1月） 
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（３） 日用品の買い物先 

■日用品の買い物先（合計） 

市 買い物先 

松戸市 ○松戸市内（87.8％） 

○葛飾区（0.3％） 

○三郷市（2.1％） 

○流山市（5.3％） 

○柏市（3.9％） 

○鎌ケ谷市（1.1％） 

○市川市（2.5％） 

○その他の東京都内（0.6％） 

○その他の千葉県内（1.9％） 

○その他の埼玉県内（0.3％） 

○その他（1.4％） 

出典：松戸市商業構造基本調査・商圏調査事業委託報告書（平成 29年 1月） 

 

■日用品の買い物先（品目別） 

市・地区 生鮮食料品 加工食品 日用家庭用品 

松戸市 松戸市(82.8) 

流山市(3.6) 

柏市(2.6) 

松戸市(78.4) 

流山市(3.3) 

柏市・市川市(2.2) 

松戸市(78.1) 

流山市(3.6) 

柏市(2.1) 

本庁 本庁(58.8) 

明(21.6) 

本庁(52.9) 

明(19.6) 

本庁(56.9) 

矢切 矢切(60.0) 

市川市(24.0) 

矢切(64.0) 

市川市(20.0) 

矢切(52.0) 

本庁(12.0) 

明 明(68.3) 

本庁(14.6) 

明(67.5) 

本庁(12.2) 

明(59.3) 

本庁(18.7) 

東部 東部(53.6) 

市川市(14.3) 

本庁(10.7) 

東部(53.6) 

市川市(14.3) 

東部(55.4) 

本庁(10.7) 

馬橋 馬橋(55.3) 

明(13.2) 

馬橋(47.4) 

明(13.2) 

馬橋(42.1) 

明(18.4) 

小金(17.1) 

常盤平 常盤平(79.3) 常盤平(76.1) 常盤平(77.1) 

小金 小金(70.1) 

流山市(11.3) 

小金(66.0) 

流山市(10.8) 

小金(62.4) 

流山市(10.3) 

※松戸市は上位３位まで、地区は 10.0％以上を占める買い物先  ※（  ）は割合 

出典：松戸市商業構造基本調査・商圏調査事業委託報告書（平成 29年 1月）  
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（４） 買回り品の買い物先 

 

■買回り品の買い物先（合計） 

市 買い物先 

松戸市 ○松戸市内（77.8％） 

○葛飾区（1.9％） 

○三郷市（10.5％） 

○流山市（13.2％） 

○柏市（22.0％） 

○鎌ケ谷市（5.1％） 

○市川市（1.7％） 

○その他の東京都内（21.9％） 

○その他の千葉県内（14.7％） 

○その他の埼玉県内（4.2％） 

○その他（17.3％） 

出典：松戸市商業構造基本調査・商圏調査事業委託報告書（平成 29年 1月） 

 

■買回り品の買い物先（品目別） 

市 

地区 

婦人 

子ども服 
家電製品 

家具 

インテリア 

スポーツ 

レジャー用品 

貴金属 

時計･メガネ 
贈答品 

松戸市 松戸市(41.1) 

柏市(9.3) 

都内(8.3) 

松戸市(48.5) 

流山市(8.7) 

柏市(7.8) 

松戸市(38.4) 

千葉県(9.4) 

柏市(8.2) 

松戸市(36.0) 

柏市(8.2) 

千葉県(7.2) 

松戸市(37.3) 

都内(13.4) 

柏市(10.2) 

松戸市(44.3) 

柏市(11.9) 

都内(10.5) 

本庁 本庁(37.3) 本庁(48.0) 

明(15.7) 

本庁(41.2) 本庁(33.3) 本庁(37.3) 

都内(17.6) 

本庁(52.9) 

矢切 本庁(44.0) 本庁(24.0) 

明(24.0) 

都内(12.0) 

本庁(36.0) 

明(12.0) 

本庁(28.0) 本庁(36.0) 

市川市(12.0) 

本庁(60.0) 

明 本庁(26.8)  

明(13.8) 

明(37.4) 

本庁(23.6) 

本庁(23.6) 

明(22.0) 

明(16.3) 

本庁(15.4) 

本庁(30.9)  

都内(13.0) 

明(10.6) 

本庁(43.9) 

明(13.0) 

東部 本庁(17.9) 

千葉県(14.3)  

都内(12.5) 

明(21.4)  

本庁(19.6) 

東部(12.5) 

本庁(25.0) 

千葉県(23.2) 

千葉県(21.4)  

本庁(14.3) 

東部(17.9) 

千葉県(17.9)  

都内(16.1) 

本庁(21.4) 

千葉県(16.1)  

都内(12.5) 

馬橋 都内(13.2) 

小金(11.8) 

本庁(10.5) 

柏市(10.5) 

明(18.4)  

本庁(11.8) 

 

本庁(15.8) 

明(10.5) 

三郷市(10.5) 

都内(10.5) 

馬橋(17.1)  本庁(15.8) 

都内(15.8) 

馬橋(27.6) 

柏市(14.5) 

都内(10.5) 
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市 

地区 

婦人 

子ども服 
家電製品 

家具 

インテリア 

スポーツ 

レジャー用品 

貴金属 

時計･メガネ 
贈答品 

常盤平 常盤平(27.1) 常盤平(32.4) 

千葉県(11.7) 

明(11.2) 

常盤平(22.9) 

千葉県(17.6) 

常盤平(20.2) 

千葉県(12.8) 

柏市(11.2) 

常盤平(23.4) 

本庁(12.8) 

都内(11.2) 

本庁(23.4)  

常盤平(17.6) 

都内(11.7) 

小金 小金(25.3) 

柏市(19.1) 

流山市(22.2) 

小金(16.0) 

柏市(14.9) 

柏市(17.5) 

小金(11.3) 

小金(21.6) 

柏市(12.4)  

流山市(11.9) 

小金(21.1) 

柏市(21.1)  

都内(13.9) 

柏市(24.7)  

小金(18.6) 

都内(11.3) 

※松戸市は上位３位まで、地区は 10.0％以上を占める買い物先。（  ）は割合 

出典：松戸市商業構造基本調査・商圏調査事業委託報告書（平成 29年 1月） 

 

【スポーツ・レジャー用品】 

 

■買回り品の買い物先 
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【貴金属、時計、メガネ】 

 

【贈答品】 

 

■買回り品の買い物先  
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 地区別の商業の状況 

（１） 地区区分 

松戸市は、大きく７地区に分けられ、各拠点（松戸駅周辺、新松戸駅周辺、八柱・新八柱駅

周辺、東松戸駅周辺）は、それぞれ本庁、小金、常盤平、東部地区に位置しています。 

 

地区名 特 徴 

本庁 松戸駅周辺の、松戸市の中心商業地を形成している。 

矢切 対岸が葛飾区の江戸川沿い地域で、市街化調整区域も大きく広がっている。 

明 常磐線沿線は工業地域、新京成線沿線は住宅地域が広がっている。 

東部 東松戸駅で武蔵野線と北総線が交差しており、市街化調整区域が大きく広がって

いる。 

馬橋 常磐線馬橋駅の周辺にあたり、主に住宅地域である。 

常盤平 八柱・新八柱駅が位置する新京成線及び北総線の沿線地域で、主に住宅地域で、

一部、工業地域がある。 

小金 新松戸駅周辺にあたり、主に住宅地域である。 

 

 

■松戸市内 7 地区位置図 
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（２） 小売業の基礎的構造指標 

 

常盤平地区は全ての基礎的構造指標において最も高く、矢切地区では最も低くなっていま

す。 

 

小売業の基礎的構造指標（事業所数、従業者数、売場面積、年間販売額）の地区毎の市全

体に対する構成比をみると、常盤平地区は全ての基礎的構造指標において最も高くなってお

り、矢切地区では 4 指標全てにおいて最も低くなっています。 

また、平成 19 年と平成 26 年を比較すると、東部地区の売場面積のみ増加しており、馬

橋地区は他の地区に比べて高い減少率となっています。 

 

 

■地区別基礎的構造指標 

 

出典：松戸市商業構造基本調査・商圏調査事業委託報告書（平成 29年 1月） 

 

  

（事業所数） 構成比（％） （事業所数） 構成比（％） （人） 構成比（％） （人） 構成比（％）

松戸市計 2,584 100.0% 1,776 100.0% -808 △ 5.2 22,767 100.0% 16,894 100.0% -5,873 △ 4.2

本庁地区 412 15.9% 303 17.1% -109 △ 4.3 3,887 17.1% 3,281 19.4% -606 △ 2.4

矢切地区 83 3.2% 47 2.6% -36 △ 7.8 561 2.5% 490 2.9% -71 △ 1.9

明地区 540 20.9% 350 19.7% -190 △ 6.0 4,473 19.6% 2,855 16.9% -1,618 △ 6.2

東部地区 143 5.5% 120 6.8% -23 △ 2.5 1,340 5.9% 1,291 7.6% -49 △ 0.5

馬橋地区 256 9.9% 168 9.5% -88 △ 5.8 1,749 7.7% 1,109 6.6% -640 △ 6.3

常盤平地区 628 24.3% 438 24.7% -190 △ 5.0 5,608 24.6% 4,411 26.1% -1,197 △ 3.4

小金地区 522 20.2% 350 19.7% -172 △ 5.6 5,149 22.6% 3,457 20.5% -1,692 △ 5.5

（㎡） 構成比（％） （㎡） 構成比（％） （万円） 構成比（％） （万円） 構成比（％）

松戸市計 356,432 100.0% 332,791 100.0% -23,641 △ 1.0 38,412,125 100.0% 31,020,884 100.0% -7,391,241 △ 3.0

本庁地区 82,425 23.1% 80,523 24.2% -1,902 △ 0.3 7,868,170 20.5% 7,332,027 23.6% -536,143 △ 1.0

矢切地区 7,425 2.1% 6,815 2.0% -610 △ 1.2 771,176 2.0% 646,045 2.1% -125,131 △ 2.5

明地区 60,416 17.0% 54,956 16.5% -5,460 △ 1.3 7,736,409 20.1% 5,352,749 17.3% -2,383,660 △ 5.1

東部地区 13,994 3.9% 22,087 6.6% 8,093 6.7 2,527,564 6.6% 2,244,961 7.2% -282,603 △ 1.7

馬橋地区 22,678 6.4% 15,208 4.6% -7,470 △ 5.5 2,654,549 6.9% 1,786,982 5.8% -867,567 △ 5.5

常盤平地区 98,439 27.6% 93,964 28.2% -4,475 △ 0.7 8,888,995 23.1% 7,910,387 25.5% -978,608 △ 1.7

小金地区 71,055 19.9% 59,238 17.8% -11,817 △ 2.6 7,965,262 20.7% 5,747,733 18.5% -2,217,529 △ 4.6

年平均

増減率（%）

(H26/H19)

増減数

(H26-H19)

年平均

増減率（%）

(H26/H19)

増減数

(H26-H19)

年平均

増減率（%）

(H26/H19)

平成19年 平成26年

年平均

増減率（%）

(H26/H19)

増減数

(H26-H19)

増減数

(H26-H19)

平成19年 平成26年 平成19年 平成26年

平成19年 平成26年

事業所数 従業者数

売場面積 年間販売額
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（３） ４拠点（地区）の商業の現状 

   

①松戸駅周辺 

地区名：本庁地区 
○人口：（H26）29,302人 

○世帯数：（H26）14,272世帯 

  

【小売業の現状】 

・事業所・従業者あたりの年間販売額が地区別で最も高い。  

・売場面積あたりの年間販売額が市平均を上回る。  

・１事業所あたりの従業者数・売場面積は地区別で最も高い。 

【商圏の現状】 

・ほとんど自宅周辺での買い物している割合は他地区と比較して高い。自宅周辺での買い物

はスーパーが 8割を超えている。 

・自宅周辺に希望する店舗は、ショッピングセンター、大型量販店、スーパーのほか、小売

店や専門店への要望は他地区と比較してやや高い。  

・店舗の機能面では、行政サービス等の集積への要望が他地区と比較して高い。  

・店舗サービス面では価格の他、入りやすい店づくりが望まれている。  

・日用品の買い物は、本庁地区の他、隣接する明地区で行われている。  

・買い回り品の買い物は、本庁地区の他、明地区や東京都区内で行われている。 

【商業に係るまちづくりの現状・課題】 

・大型商業施設は、アトレ・イトーヨーカドー(プラーレ松戸)・ダイエーがある。 

 …伊勢丹は平成 30年 3 月 21 日で営業終了 

・駅周辺に多くの店舗があるが、活気が失われてきており、商店街としての連続性が欠けて

いる。  

・駅近傍でありながら、駐車場等の低・未利用地が点在しており、全体的に高度利用が図ら

れておらず、老朽化も進んでいる。  

・商業地としては、道路基盤が脆弱である。   

・放置自転車が多いため、歩きづらく、景観も損ねている。 

（松戸駅周辺まちづくり基本構想 H27.6より） 

・イトーヨーカ堂松戸店と地域貢献ガイドラインを定めている。 
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②新松戸駅周辺 

地区名：小金地区 
○人口：（H26）112,859人 

○世帯数：（H26）51,552世帯 

  

【小売業の現状】 

・売場面積の減少率が高い。  

・従業員あたりの年間販売額が常盤平、明地区に次いで低い。  

・平成 22 年～平成 26年に開設された小売店事業所数が本庁、常盤平地区に次いで多い。 

【商圏の現状】 

・自宅周辺で買い物している人は比較的多く、買い物先はスーパー以外に大型量販店、コン

ビニエンス・ストア、小売店等多彩である。 

 …小金地区の大規模小売店舗数は 12店(H26.7現在)で明地区、常盤平地区に次いで多い 

・希望する店舗は、ショッピングセンターの他、小売店や専門店も比較的多い。 

・買い物環境は、トイレ等、買い物しやすい環境への要望が高い。 

・店舗サービス面では、地元産品の販売や配達サービスの充実等の割合が他地区より高い。 

・日用品の買い物は、小金地区の他、隣接する流山市で行われている。 

・買い回り品の買い物は、小金地区の他、柏市、流山市、東京都内で行われている。 

 …流山市（流山おおたかの森駅、柏の葉キャンパス駅周辺）、柏市（柏駅周辺）でショッピ

ングセンターのオープンが活発である。 

【商業に係るまちづくりの現状・課題】 

・小金地区の高齢者率は 25％を超えて高い。 

・平成 21 年のコープ新松戸店の立地以降、大規模小売店舗の新たな店舗立地がほとんどな

い。 

・新松戸地域のイメージは「商店・飲食店が充実していない」「まちが古びて新しさが感じら

れない」が多い。 

・新松戸地域の不満な点として「買い物以外に楽しめる場所がない」が最も多い。 

・コープ新松戸、新松戸商店会連合会と地域貢献ガイドラインを定めている。 
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③八柱・新八柱駅周辺 

地区名：常盤平地区 
○人口：（H26）120,911人 

○世帯数：（H26）54,662世帯 

  

【小売業の現状】 

・小売業指標（事業所数、従業者数、売場面積、年間販売額）が全て他地区より高い。  

・１事業所あたりの年間販売額が市平均を上回り、平成 19 年～平成 26 年の増加率も地区

別で本庁地区に次いで 2番目に高い。 

・１事業所あたりの売場面積は地区別で本庁地区に次いで 2番目に広い。  

・平成 22 年～平成 26 年に開設された小売店事業所数が本庁に次いで多い。  

・大規模小売店舗数が地区別で 明地区に次いで 2 番目に多い。常盤平団地の最寄り駅とな

る常盤平駅・五香駅周辺等、新京成線の駅周辺への立地が多い。 

【商圏の現状】 

・ほとんど自宅周辺で買い物をしている割合は、本庁地区、明地区に次いで高い。  

…常盤平地区の大規模小売店舗数は 15 店(H26.7 現在)で明地区に次いで多い  

・自宅周辺での買い物はスーパーが 8割を超えている。  

・希望する店舗は、ショッピングセンターや大型量販店等である。  

・買い物に際して、駐車場・駐輪場の設置への要望が明地区、本庁地区に次いで高い。  

・店舗サービス面では、入りやすい店づくりへの要望が本庁地区についで高い。  

・日用品の買い物は、常盤平地区で行われている。  

・買い回り品の買い物は、常盤平地区の他、本庁地区や千葉県内で行われている。 

【商業に係るまちづくりの現状・課題】 

・常盤平地区は、高齢者割合が 25％を超えて高い。 

・八柱駅・新八柱駅周辺では、イトーヨーカドー八柱店と地域貢献ガイドラインを定めてい

る。 
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④東松戸駅周辺 

地区名：東部地区 
○人口：（H26）43,289人 

○世帯数：（H26）,662世帯 

  

【小売業の現状】 

・唯一、平成 19 年から平成 26 年にかけて売場面積が増加している。  

・１事業所あたりの年間販売額が市平均を上回る。  

・１事業所あたりの従業者数は地区別で最も高い。（本庁と同値） 

・平成 22年以降の小売業事業所の開設は矢切地区に次いで少ない。 

・東松戸駅周辺には、マルエツ東松戸駅店（671㎡）はあるが、1,000㎡以上の大規模小売店

舗は立地していない。商店街も地区全体で 3つと少ない。 

【商圏の現状】 

・自宅周辺で買い物している割合は 8割を超えているが、満足度は低い。  

・自宅周辺での買い物は、スーパーの他、大型量販店の割合が他地区より高い。  

・希望する店舗はショッピングセンターへの要望が他地区と比較して最も高い。  

・買い物に際して、歩道の整備等、安全な歩行者空間への要望が明地区についで高い。  

・店舗サービスは高品質・安全な商品販売への要望が他地区より高い。  

・日用品の買い物は、東部地区の他、隣接する本庁地区や市川市で行われている。  

・買い回り品の買い物は、本庁地区や東京都区内、千葉県内で行われている。 

【商業に係るまちづくりの現状・課題】 

・武蔵野線「東松戸駅」は平成 10年に開設された新しい駅である。 

・北総線沿線の東部地区で土地区画整理事業が行われ人口が増加している。 

・東部地区は年少人口割合が比較的高い。 

・（仮称）東松戸二丁目商業施設計画（3,350㎡）の 2018年 4月 1日のオープンが予定され

ている。 
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 上位計画および関連計画の概要 

 国の政策動向 

平成 10年からは､これまでの商業調整から、商店街と大型店の共存･共栄を図る方針に転換

し、まちづくり３法(中心市街地活性化法､大規模小売店舗立地法（大店立地法）､改正都市計

画法)を制定しました。しかし､郊外では用途地区が指定されないいわゆる「白地地区」が多

く残ることになり､その結果､事実上郊外への出店の規制が撤廃されたに等しく､郊外への大

型店の進出は増加の一途を辿りました｡ 

平成 18 年､郊外への市街地の拡散や大型店の郊外立地によって、中心市街地及びその中の

商店街の衰退が進行していることを踏まえ､まちづくり３法を改正し､無計画な郊外での大型

店の立地の防止や郊外への市街地の拡散を抑制することで中心市街地の空洞化を防止しよう

としました｡ 

平成 21 年､依然として商店街の衰退がとまらない中で｢地域商店街活性化法｣を制定しまし

た｡商店街が地域と一体となったコミュニティづくりを促進することによって商店街の活力

を推進することとしました｡ 

平成 26 年､中心市街地活性化法､都市再生特別措置法､地域公共交通活性化･再生法の３法

を改正しコンパクトシティ政策との連携を強化しました｡中心市街地活性化法においては､波

及効果の高い民間投資を活性化するため､大臣認定を受けた民間プロジェクトに支援を集中

する新たな重点的支援制度を創設しました｡ 

出典：新たな商店街政策の在り方検討会 中間取りまとめ（平成 29年 7月 5日、新たな商店街政策の在り

方検討会）より一部抜粋 

 

 

■これまでの商店街政策 

出典：新たな商店街政策の在り方検討会 中間取りまとめ（平成 29年 7月 5日、新たな商店街政策の在り方検討会） 
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 千葉県の動向 

（１） 千葉県総合計画「次世代への飛躍 輝け！ちば元気プラン」（平成 29年 10月） 

①計画の期間 

・基本構想 おおむね 10年後（平成 32年度） 

・実施計画 平成 29 年度（2017 年度）～平成 32 年度（2020 年度）までの 4 年間 

 

②基本理念 

 

千葉は元気の発信源。首都圏、そして日本をリードし、県民が「くらし満足度日本一」

を感じ、誇れる千葉を実現します。 

 

③商業に係る施策の方針（一部抜粋） 

施策項目：地域の創意工夫による経済活性化の取組の促進 

【現状と課題】 

・商店街をはじめとする地域商業の衰退によるコミュニティ機能の低下や、住民の日常

生活への支障が懸念されています。 

【取組の基本方向】 

・商店街をはじめとする地域商業の機能の活性化を図るため、地域に密着した意欲ある

商店街などの取組を支援します。 

【主な取組】 

○商店街の活性化支援 

・地域の商業機能を確保するため、商店街をはじめとする多様な地域商業の担い手が

行う地域の課題解決や、にぎわいづくり、消費者のニーズに応じた取組など、地域

の意欲ある取組を支援するとともに、次代を担う若手商業者の育成に向けた講座の

開催やネットワークづくりへの支援を通じて、商店街活動の活性化を図ります。  

・「商業者の地域貢献に関するガイドライン」に基づき、企業の地域貢献活動の促進等

の取組を進めます。  

・2020 年東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて、日本を訪れる外国人観

光客などを迎え入れるため、商店街が行う多言語による接客講習会や情報発信の取

組を支援します。  

 

・商店街のにぎわいづくりへの支援  

・商店街若手リーダーの育成 

・商店街連合組織の機能強化  

・「商業者の地域貢献に関するガイドライン」による取組促進  

・商店街における訪日観光客へのおもてなし力向上の促進 
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（２） 松戸都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（平成 28年 3月 4日） 

1）地域毎の市街地像 

①中心市街地地域（松戸駅周辺）  

本地域は、歴史的な中心性、行政機能や商業機能の集積、交通結節点としてのポテンシ

ャル等を考慮して、住民の多様なニーズに応える魅力を備えた環境等を整える。また、快

適で歩きやすい歩行者空間の整備、既存の歴史資源や河川・緑の自然資源の活用、魅力あ

るまち並みの形成等により、うるおいあふれた回遊性の高い空間を確保する。  

  

②交流拠点地域（新松戸駅、八柱駅、東松戸駅周辺）  

本地域は、駅周辺の高度利用や商業機能の誘導を図り、交通基盤の整備による交通結節

機能の強化や質の高い空間づくりに取り組むとともに、それぞれの地域の特性を生かした

まちづくりを進める。 

 

③その他の各駅周辺等地域  

その他の各駅周辺や良好な市街地が形成されている地域についても、コンパクトな市街

地の形成を基本としながら、それぞれの地域としての特性を考慮し、交通基盤の整備や安

全・快適な歩行者空間づくり、商業機能の立地誘導等を進め、個性的で魅力あるまちに育

成する。 

 

2）土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

①主要用途の配置の方針 

○商業地   

本区域の中心市街地である松戸駅周辺は、歴史的な中心性、広域的な商業地としての機

能の集積、交通結節点としての利便性から、商業・業務・文化・住宅等の機能が高度に集

積した広域的な中心商業地として配置する。  

新松戸、八柱、東松戸の各駅周辺については交通結節点としての利便性を生かし、交流

拠点としてふさわしい商業基盤の整備・育成を図る商業地として配置する。  

また、その他主要な駅周辺や市街地形成の経緯によって商業施設の集積がみられる地区

について、交通基盤の整備や適切な高度利用、日常生活に必要な商業機能の誘導等により、

生活拠点として賑わいのある商業空間を形成する商業地として配置する。 

②市街地における建築物の密度の構成に関する方針 

ａ商業・業務地  

本区域は、鉄道駅を中心としたコンパクトな生活圏の集合体を都市の基本構造とし、駅

周辺の商業・業務地においてはその利便性を生かしながら、地域として必要な機能の集積

を図る地区として、高密度利用を図る。 
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（３） 商業者の地域貢献ガイドライン 

千葉県では、地域の活性化と商店街の活性化の好循環を生み出すために、大型店、商店街

等が協働して地域に貢献するための仕組みとしてガイドラインを策定しています。 

 

 

■松戸市-商業者の地域貢献ガイドライン実施状況等 

①大型店 

施設・店舗名 提出年月日 

ケーヨーデイツー 串崎店、みのり台店 平成 20年 5月 26日 

西友 常盤平店 平成 20年 8月 22日 

イトーヨーカ堂 松戸店 平成 20年 9月 25日 

イトーヨーカ堂 五香店 平成 20年 9月 25日 

イトーヨーカ堂 八柱店 平成 20年 9月 25日 

コープみらい、コープデリ松戸センター、 

コープデリ松飛台センター、コープ新松戸店、 

ミニコープ常盤平店、松戸介護センター 

平成 28年 3月 3日 

千葉薬品 上本郷店、二十世紀が丘店 平成 29年 7月 19日 

 

②商店街 

施設・店舗名 提出年月日 

小金原中央商店街振興組合 平成 20年 5月 31日 

新松戸商店会連合会 平成 20年 6月 4日 
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■商業者の地域貢献ガイドライン例 

【イトーヨーカ堂 松戸店】 
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【イトーヨーカ堂 八柱店】 
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【コープ新松戸店】 
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【新松戸商店会連合会】 
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 松戸市の関連計画 

（１） 松戸市総合計画-後期基本計画（平成 23年 4月） 

1) 計画の期間 

平成 23年度（2011年）から平成 32年度（2020年）までの 10年間 

 

2) 商業の課題 

本市は、23ある駅周辺に商店会が点在し、住民生活は大変便利な環境にあります。しかし、

少子高齢化等による社会環境の変化により消費は減少し、本市小売業における年間販売額で

は平成 16年は 3,857億円、平成 19年では 3,841億円と、16億円の減少となっています。 

また、本市周辺を取り囲むように大規模商業施設の出店が相次ぎ、周辺都市との地域間競

争は激しくなっており、商店会は、厳しい状況にあります。松戸駅周辺の中心市街地では、

商業地域から住居併用型の商業地域に変化し地域全体での新たな転換を迫られています。 

 

3) 商業の施策の展開方向 

商店会への支援策として、意欲的な商店会が行う販売促進活動（イベント開催等）、街路灯

やアーチなど商店街の賑わいを創出する共同施設整備、商店街の空き店舗対策などに対する

支援を行います。また、環境変化やニーズの変化に的確に対応するため、商店会の活性化に

向けた指導育成や法人化の支援に努めます。 

松戸駅周辺においては、松戸駅の改造などもあることから、地元住民との協働によりまち

づくりの方向性を明確にし、計画を策定するとともに、本市の中心市街地にふさわしい商業

環境の整備に努め、駅周辺でのイベントや販売促進活動を推進し、商業基盤の強化を図りま

す。 

 

■第 6次実施計画（平成 29年 4月）：平成 29年度から平成 32年度までの 4カ年計画 

取組み課題 めざす成果 目標（指標） 対象事業 

松戸駅周辺の商業の活性化を醸

成するため、空きテナントに商業

施設を誘致するとともに、駅周辺

でイベントを実施します。  

【商工振興課】 

松戸駅周辺が

賑わいにあふ

れる商業拠点

になります。 

空きテナントへの

商業事業者誘致に

ついて、1 年度に 5 

件の誘致をめざし

ます。 

商店街活性化指導

事業（中心市街地活

性化業務、中心市街

地商業事業者誘致

業務） 

販売促進事業や空き店舗の活用

により商店街の活性化を図りま

す。  

【商工振興課】 

商店街の賑わ

いが創出され、

地域コミュニ

ティの向上に

寄与します。 

平成 27 年度 52事

業であった商店会

共同事業の事業数

を 60 事業に増や

します。 

商店街共同事業支

援事業 
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（２） 松戸市都市計画マスタープラン（平成 11年 6月） 

1) 目標年次 

おおむね 20年後の平成 32年（2020年） 

 

2) 将来都市像 

都市整備の目標と課題をもとに、将来の目指すべき都市空間の姿を次のように設定しま

す。 

●身近な暮らしの環境が充実した都市 

●水・みどり・歴史資源を大切にした都市 

●交流を支える環境にやさしい交通体系を備えた都市 

●活力と交流をもたらす産業環境を整えた都市 

 

3) 将来都市像実現の基本方針（一部抜粋） 

〈身近な暮らしの環境を充実する都市づくり〉 

①日常生活圏での生活利便性の向上 

●身近な生活拠点の充実 

駅を中心としたまちの成り立ちをふまえ、駅周辺における商業地の維持・充実や生活

関連施設の充実に努めます。 

 

〈活力と交流をもたらす産業環境を整える都市づくり〉 

①商業・業務拠点の育成・整備 

●松戸駅周辺地区の育成・整備 

松戸駅周辺地区は、歴史的な中心性、行政機能や商業機能の集積、交通結節点として

の有利さなどを考慮して、市民の多様で質の高いニーズに応える魅力を備えた「広域交

流拠点」と位置づけ、駅周辺の内環状道路やアクセス道路、駐車場、主に通過交通を処

理する外環状道路などを整備し、百貨店などの買回品を中心とした都心型の商業機能が

集積する環境を整えます。また、快適で歩きやすい歩行者空間の整備、既存の歴史資源

や河川・緑の自然資源の活用、魅力あるまち並みの形成などにより、うるおいあふれた

回遊性の高い空間を確保します。 

 

●北松戸駅西口周辺地区の広域交流拠点化 

北松戸工業団地を中心とした北松戸駅西口周辺地区は、産業環境の変化を背景に将来

的に土地利用転換の可能性が高いことを考慮して、従来の生産機能に新たな商業・業務・

娯楽機能などを加えた「広域交流拠点」と位置づけます。今後の土地利用転換の動向を

見きわめながら、隣接する栄町地区と連絡する北松戸駅西口駅前広場やアクセス道路を

確保するとともに、松戸駅周辺地区との連携も考慮した広域交流拠点にふさわしい交通

環境を整備し、商業・業務・娯楽機能への転換を促進します。 
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●個性ある商業地の整備 

新松戸駅周辺、八柱駅周辺、東松戸駅周辺は、鉄道が交差する交通の利便性と将来的

な発展の可能性を考慮して、商業機能を中心とする「交流拠点」として位置づけます。

新松戸駅周辺は市の北部の交流の中心に、八柱駅周辺は「文化交流拠点」である 21世

紀の森と広場への玄関口として、東松戸駅周辺は東部地域で自然や農業に親しむための

拠点となることにも配慮しながら、交通基盤の整備による交通結節機能の強化や質の高

い空間づくりに取り組みます。 

その他の各駅周辺についても、それぞれの商業地としての特性を考慮し、地元商業者

の意向をふまえながら、交通基盤の整備や安全・快適な歩行者空間づくり、商業機能の

立地誘導などを進め、個性的で魅力ある「生活拠点」に育成します。 

 

4) 将来都市構造 

●多様な拠点からなる多核都市構造 

商業・業務機能を有する「広域交流拠点」として松戸駅周辺と北松戸駅西口周辺を、「文

化交流拠点」として 21 世紀の森と広場周辺を、「川のレクリエーション交流拠点」として

矢切地区を、それぞれ整備・育成し、本市に広域的な交流と活力をもたらします。また、

新松戸、八柱、東松戸の各駅周辺においても、交通結節点としての利便性を活かしながら、

商業・業務を中心とする「交流拠点」を整備・育成します。 

稔台と松飛台の工業団地は、「工業拠点」としての環境を整備します。その他の駅周辺商

業地は、商業機能だけでなく多様な機能を身近な「生活拠点」として育成します。また、

コミュニティの中心となる支所や各種公共施設などの「生活拠点」も充実させます。 

 

拠点分類 設定箇所 拠点の特性 

広域交流拠点 松戸駅、北松戸駅西口 商業・業務機能を有する拠点 

交流拠点 新松戸駅、八柱駅、東松戸駅 交通結節点としての利便性を生かしな

がら、商業・業務を中心とする拠点 

生活拠点 その他の鉄道駅 商業機能だけでなく、多様で身近な機

能を有する拠点 
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5) 土地利用の方針（一部抜粋） 

①現状特性・課題 

●分散した商業地 

商業地は市内各駅周辺を中心に分散的に形成されており、最寄品の購入については利便性が

高くなっています。しかし、分散している結果、松戸駅周辺や五香駅周辺などを除くと、それ

ぞれの商業の集積はさほど大きくなく、買回品の供給は低下しています。また近年は、沿道型

の店舗が増加しています。 

駅周辺商業地にはすでに商業やその他諸施設の蓄積があり、身近でだれにとっても利用しや

すいという魅力があるため、その維持や充実が望まれます。 

 

②商業系市街地の方針 

1.中心商業・業務地 

松戸駅周辺地区は、歴史的な中心性、広域的な商業地としての機能の集積、交通結節点であ

ることの有利さなどから、商業、業務、文化、住宅などの機能が高度に集積した広域的な「中

心商業・業務地」と位置づけ、交通基盤の整備や適切な高度利用、都市機能の誘導、歩行者空

間の整備などにより育成します。 

北松戸駅西口周辺地区は、産業環境の変化を背景に将来的に土地利用転換の可能性が高いこ

とを考慮して、従来の生産機能に新たな商業・業務・娯楽機能などを加えた広域的な「中心商

業・業務地」と位置づけ、松戸駅周辺地区との連携を図りながら、交通基盤の整備などにより

整備・育成します。 

 

2.商業地 

市民ニーズの多様化や高度化に対応しながら、日常的な買い物の利便性を確保するため、主

要な駅周辺や市街地形成の経緯によって商業施設の集積がみられる地区を「商業地」として位

置づけ、交通結節機能などに応じて地区の役割を明確にしつつ、交通基盤の整備や適切な高度

利用、商業機能の誘導などにより、にぎわいのある商業空間を形成します。 

 

 

6) 主な都市整備対策方針 

③拠点形成・大規模土地利用転換などへの対応 

1.拠点商業地の整備・再開発 

広域的な商業・業務拠点である松戸駅周辺をはじめ、日常生活の拠点となる商業地について

は、交通基盤の整備、土地の高度利用、商業・業務・文化・住宅などの都市機能の誘導、歩行

者空間の魅力づくり、風格あるまち並み整備などを、地域住民などの意向や協力を得ながら、

市街地再開発事業の活用などによって進め、魅力ある都市空間の形成を図ります。 

…松戸駅周辺、新松戸駅周辺、馬橋駅周辺、北小金駅周辺、稔台駅周辺、六実駅周辺、小金原

センター地区、八柱駅周辺、矢切駅周辺など 
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7)地域別構想（一部抜粋） 

1. 松戸地域 

①特性と課題 

・松戸駅周辺の商業地は市内で最も大きな商業集積地で、市外も含め広域から購買客を集めて

いますが、近年は商店数や販売額が減少しつつあります。本商業地は、東側の台地部と西側

の江戸川に挟まれた奥行きの狭い地域であり、広域的な集客性を高めていくためには、道路

などの交通基盤の整備と、これと一体となった市街地の整備や魅力づくりが必要です。 

②まちづくりの方針 

○にぎわいのある商業・業務集積空間の形成 

・松戸駅周辺の中心市街地は、商業振興の取り組みと一体的に、大規模店舗、専門店、飲食店

やサービス型業務などの商業・業務施設の集積を誘導するとともに、魅力ある景観づくりに

取り組み、にぎわいと活力のある回遊性の高い商業・業務集積空間を形成します。 

 

5. 新松戸地域 

①特性と課題 

・商業地は、新松戸駅と馬橋駅の２つの駅周辺に形成されています。新松戸駅周辺には大規模

店舗も立地しており、３本の鉄道が交差する交通条件の良さから今後さらに発展する可能性

も有しています。周辺が住宅地であることに配慮しつつ、一方で常磐新線の整備などによる

近隣都市との競合も想定して、拠点としての機能の充実や魅力づくりに取り組んでいく必要

があります。なお、新松戸駅周辺地区 15.0haが都市再開発方針の二号地区に位置づけられ

ています。 

②まちづくりの方針 

○新松戸駅周辺の整備 

・新松戸駅周辺は、３つの鉄道が交差する交通条件の良さを生かし、地域の「生活拠点」とし

てだけでなく、より広範囲の「交流拠点」として、商業機能を中心に整備・育成します。そ

のため、駅周辺の高度利用、電線類の地中化などの景観の改善、駅前広場の改造、駐車場の

整備、快適に歩ける歩行者空間の整備、駅舎の改善などを進めます。 

・また、駅東口の整備の動きに合わせて、東西交通の改善と連携の強化に努めます。 

 

7. 馬橋地域 

①特性と課題 

・新松戸駅の東側では土地区画整理事業が都市計画決定されています。新松戸駅周辺は鉄道が

交差し交通利便性の高い地区であることから、交通基盤の整備をはじめとして、今後のまち

づくりについて検討していく必要があります。 

②まちづくりの方針 

○新松戸駅東側の整備 

・新松戸駅の東側は、交通結節点としての交通利便性の高さを生かし、周辺の良好な自然環境

にも配慮して計画的な面整備を進め、地域のみならずより広域的な「交流拠点」として、商

業・業務などの機能の集積と良好な空間を形成します。 
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・また、その周辺部には、利便性が高く快適な環境が確保された良好な住宅地を形成します。 

 

9. 常盤平地域 

①特性と課題 

・本地域の商業地は、八柱、常盤平、五香、元山の新京成電鉄の各駅周辺や常盤平団地のセン

ター地区に形成されています。これらの中では八柱・五香駅周辺の集積度が高くなっていま

す。駅周辺は地域の生活中心でもあり、その充実が求められています。なお八柱駅周辺地区

4.3haは、都市再開発方針の要整備地区に位置づけられています。 

②まちづくりの方針 

○八柱駅周辺の整備 

・八柱駅周辺は、新京成電鉄と JR武蔵野線が結節する交通利便性の良さや、21世紀の森と広

場への主要な玄関口であることを考慮して、地域の「生活拠点」だけでなく全市的な「交流

拠点」として位置づけ、駅前広場の改善や歩行者空間の快適化、駅前の良好な景観づくりな

どを進めます。 

 

11. 東部地域 

①特性と課題 

・現在、秋山、東松戸、松飛台の各駅周辺で土地区画整理事業が進められていますが、事業の

推進と地区計画の内容に沿った良好な市街地の形成が望まれます。 

②まちづくりの方針 

○駅周辺の整備 

・東松戸、秋山、松飛台の各駅周辺で土地区画整理事業を推進し、商業施設や公共施設などが

集積するとともに歩きやすい歩行者空間などが確保された、快適でにぎわいのある拠点を形

成します。 

・特に東松戸駅周辺は、JR武蔵野線と北総開発鉄道が交差する交通利便性や将来の可能性の

高さから、市南部のレクリエーション活動をはじめとする「交流拠点」として整備・育成し

ます。 
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（３） 松戸市立地適正化計画（平成 30年 3月） 

1) 計画期間 

計画策定から 20 年後の平成 49 年(2037 年)とする。 

 

2) まちづくりの基本方針 

立地適正化計画における商業に係る基本方針は以下の通り定められています。 

 

【まちづくりの基本方針（ターゲット）①】 

広域からの集客により賑わいを生み出すとともに、市民の暮らしの質を高める拠点の形成   

「集客性・利便性を高める広域交流・交流拠点の形成」  

「市民の暮らしの質を高める生活拠点の形成」 

  

■計画のストーリー  

○本市では、現状において日常生活に必要な都市機能は充実している一方、大型商業施設

や図書館等、広域性・集客性の高い施設の立地が少ない状況にあります。そのため、本

市の中心市街地である松戸駅周辺や、鉄道交差駅である新松戸駅周辺、新八柱・八柱駅

周辺、東松戸駅周辺において、広域性・集客性の高い施設の維持や充実、拠点内の回遊

性や快適性の向上に資する環境整備等を進め、広域交流拠点・交流拠点としての機能強

化を図ります。  

○その他の各駅周辺等の生活拠点についても、市民の日常生活に必要な施設の立地誘導に

より、拠点としての機能維持・充実を図ります。  

 

【まちづくりの基本方針（ターゲット）②】 

充実した住環境を活かした人口流入と地域人口構成バランスの健全化 

「多様な世代のニーズに対応した住環境の形成による人口流入・定住化の促進」  

「ハード・ソフト両面からの対策による安全な住環境の形成」 

 

【まちづくりの基本方針（ターゲット）③】 

本市の強みである充実した鉄道・バスの公共交通ネットワークの維持・拡充 

「公共交通利用の利便性を高める駅周辺環境の整備」  

「都市機能誘導・居住誘導との連動による高い水準での公共交通サービスの提供」 
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3) 将来都市構造図 

立地適正化計画における将来都市構造では、以下の拠点を設定しています。 

 

■拠点の施設誘導の方向性 

拠点の 

分類 
拠点設定箇所 拠点の特性 施設誘導の方向性 

広域交流 

拠点 

松戸駅周辺 大型商業・業務

機能や行政機

能等とともに、

日常生活に必

要な一通りの

機能を備えた

拠点 

◆現在有する広域交流拠点としての集客性を

より高め、まちの賑わいを持続的なものと

すべく、市外を含む広域からの来訪者を対

象とした商業施設や教育・文化施設、行政

施設の維持・充実やコンベンションホール

等の施設を誘導。  

◆増加する高齢者や更なる流入が期待される

子育て世代をはじめ、本市の中心地として

多くの市民が暮らしやすい環境を形成する

ため、高齢者等を対象とした総合的な相談

窓口や児童館機能施設の誘導や、地域型商

業施設、銀行等の生活サービス施設を維持。 

交流拠点 新松戸駅 

八柱・新八柱駅 

東松戸駅 

 周辺 

広域交流拠点

を補完する広

域性・集客性の

高い施設のほ

か、日常生活に

必要な機能を

有する拠点 

◆交通結節点としての広域性を有した拠点で

あることより、その特性を最大限に発揮す

うため、拠点ごとの機能立地状況に応じて、

行政機能、地域型商業施設、高齢者等を対

象とした総合的な相談窓口や児童館機能施

設、教育・文化施設等を維持、新規誘導。  

◆併せて、駅周辺の街なか居住の生活スタイ

ルを提供できる住環境も特に有した拠点の

ため、それらに関心の高い子育て世帯等に

向けて、駅前、駅中保育所等の機能を充実。 

生活拠点 北松戸駅 

馬橋駅 

北小金駅 

上本郷駅 

みのり台駅 

常盤平駅 

五香駅 

矢切駅 

秋山駅 

松飛台駅 

六実駅 

小金原センター 

 周辺 

日常生活に必

要な身近な生

活サービス施

設を備えた拠

点 

◆生活拠点として、日常生活の利便性を将来

にわたり確保し、増加する高齢者をはじめ、

市民が暮らしやすい環境を形成するため、

拠点集積型施設である市役所（支所）機能

や地域型商業施設（スーパー等）、銀行施設

等の維持とともに、現状において立地して

いない箇所については新規に誘導。 

◆また、子育てしやすいまちとしての生活の

質を高め、若い世代の流入を目指すべく、

北総線沿線をはじめ、全駅周辺での子育て

に係るサービスが提供できるよう、駅前、

駅中保育所の機能を充実。 
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出典：松戸市立地適正化計画（平成 30年 3月） 

  

 
  

 

立地適正化計画における将来都市構造図 

※駅周辺において、まちづくりの進展により市街化区域への編入がなされた場合は、新たに 

拠点への位置づけを検討します。 

※1 市内の鉄道 6 路線及び駅

間や駅と大規模団地等を

結ぶ路線や、運行本数が

多い基幹的なバス路線(片

道 30 本以上/日) 

※1 
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【商業機能の配置方針】 

○広域型商業施設(店舗面積 10,000 ㎡以上) 

・市外を含めた広域からの集客力を持ち、拠点のにぎわいをもたらす施設として、将来にわた

り現状の立地を継続していただくとともに、松戸駅周辺新拠点ゾーンの形成等と合わせた充

実を図るため、松戸駅周辺及び新松戸駅周辺の誘導施設として設定。 

○地域型商業施設 (店舗面積 1,000 ㎡以上 10,000 ㎡未満) 

・日常生活に必要な生鮮品、日用品を取り扱う施設として、現状機能を維持していただくとと

もに、現状で立地していない拠点では新規に誘導し、地域住民の生活利便性を高めていくた

め、全拠点の誘導施設として設定。 

○コンベンションホール(ホテル併設含む) 

・市外を含めた広域からの集客力を持ち、拠点のにぎわいをもたらす施設として、広域交流拠

点である松戸駅周辺に新たに誘導する施設として設定。 

 

【拠点ごとの誘導施設の配置方針】 

松戸市における誘導施設 

広域 

交流拠点 
 交流拠点  

松戸駅 新松戸駅 
八柱・ 

新八柱駅 
東松戸駅 

広域型商業施設  

(店舗面積 10,000 ㎡以上) 
◎ ● － － 

地域型商業施設  

(店舗面積 1,000 ㎡以上 10,000 ㎡未満) 
● ○ ● ○ 

コンベンションホール  

(ホテル併設含む)  
○ － － － 

 

松戸市における誘導施設 

生活拠点 

北松戸駅、馬橋駅、北小金駅、 

上本郷駅、みのり台駅、常盤平駅 

五香駅、矢切駅、秋山駅、 

小金原センター 

松飛台駅 

六実駅 

広域型商業施設  

(店舗面積 10,000 ㎡以上) 
－ － 

地域型商業施設  

(店舗面積 1,000 ㎡以上 10,000 ㎡未満) 
● ○ 

コンベンションホール  

(ホテル併設含む)  
－ － 

◎充実…拠点内にて既に立地しているが、今後の更なる拠点性の強化のため、需要に応じた新規誘導や、既存の施

設の更新、機能の維持を図る施設。  

○新規誘導…拠点内にて立地しておらず、今後新たに誘導を図る施設。   

●維持…拠点内にて既に立地しているため、今後も区域内でその機能を維持するべき施設。 
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【都市機能誘導に係る施策】 

  都市機能誘導施策は、以下の視点に基づき設定します。  

 

１  都市機能誘導区域においては、広域からの集客性向上や市民生活の充実に資する拠点を形

成するため、市街地再開発事業等の都市基盤整備や、来訪者が快適に通行できる歩行空間

整備等を行い、各種都市機能誘導の受け皿となる環境整備をする。 

⇒【都①】都市機能立地を促進するための基盤整備の推進  

⇒【都②】拠点内の回遊性・快適性向上のための環境整備  

2  駅周辺等の利便性の高い環境を活かした都市機能誘導や、商店街の充実、公共施設の整備

等により、子育て世代にとって住みよいまちづくりや拠点の利便性の向上につなげる。  

⇒【都③】駅前・駅中の利便性を活かした子育て支援施設の誘導  

⇒【都④】既存商業施設の維持・充実のための支援  

⇒【都⑤】拠点性の強化に資する公共施設の適切な整備 

 

 

出典：松戸市立地適正化計画（平成 30年 3月） 
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■都市機能誘導施策の内容  

施策の設定の方向性を踏まえた商業に関する都市機能誘導施策を以下に示します。 

 

【都①】都市機能立地を促進するための基盤整備の推進 

施策概要 ≪松戸駅周辺整備の推進による広域交流拠点の形成≫  

○広域交流拠点である松戸駅周辺では、本市の中心市街地として魅力向上を

図るため、松戸駅周辺まちづくり基本構想におけるゾーンごとの取り組み

の方向性に基づき、市街地再開発事業等による都市基盤整備を推進しま

す。  

〇都市基盤整備と合わせて、本市の中心市街地としてふさわしい広域的な商

業・業務機能及び文化機能の集積を図るとともに、土地の高度利用や都市

計画道路、駅前広場、交通ターミナル、デッキ網等の整備による交通結節

点機能の強化を図り、中心市街地の都市機能の更新を進め、回遊性の高い

まちの形成を図ります。 

≪新たな基盤整備と基盤の更新・活用による交流拠点の形成≫  

○新松戸駅東口では、土地区画整理事業の推進により、交流拠点にふさわし

い環境を創出することと合わせ、地域住民の利便性向上に資する商業施設

や医療・福祉施設等の都市機能を誘導します。  

〇新松戸駅西側では、既存の広域型商業施設の維持とともに、地域全体のま

ちづくりを検討していく中で、まちの更新のあり方や必要となる都市機能

を明らかにしていきます。  

〇新八柱・八柱駅と東松戸駅周辺では、土地区画整理事業により整備された

基盤を活かし、行政窓口機能や地域型の商業施設等の都市機能を誘導しま

す。  

 

【都④】既存商業施設の維持・充実のための支援 

施策概要 ≪空き店舗の有効利用のための支援≫  

○商店街については、入居するテナントへの支援、コミュニティ機能を兼ね

た店舗として活用する取り組みへの支援等を今後も実施し、賑わい・活力

のある拠点形成につなげていきます。  

≪商店街等の魅力付けのための支援≫  

○商店街の魅力をより高めるための施策として、商店会のホームページや商

店街マップの作成支援、ポイントカードシステムの導入支援や、歳末セー

ル等の共同事業への支援も推進していきます。  

○特に松戸駅周辺においては、空き店舗への商業事業者の誘致や、駅周辺で

のイベント実施や、イベントを行う団体への支援を行うなど、賑わいあふ

れる商業拠点の形成に向けて取り組みます。 
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【居住誘導に係る施策】 

  居住誘導施策は、以下の視点に基づき設定します。  

 

1  市内全域における人口流入とともに、地区毎の人口動向（※）に応じて、地域間の人口

バランスや、世代間の人口構成バランスの健全化につながる施策を展開することにより、

都市全体の均衡を保ち、持続性の高い住環境づくりを目指す。  

    ⇒【居①】更なる人口流入のための子育て機能の充実、  

居住者の利便性確保のための高齢者向け機能・医療機能の充実  

    ⇒【居②】大規模団地等の既存住宅ストックの活用  

    ⇒【居③】多様な世代が将来にわたり、豊かに生活を営める住まいづくり  

    ⇒【居④】緑の量と質の確保によるゆとりある住環境の創出  

2  利便性の高い拠点周辺においては、居住誘導区域の中でも特に積極的に高密度化を進め

る。  

    ⇒【居⑤】拠点周辺におけるまちなか居住の推進  

3  居住を誘導する上で、安全・安心な住環境を提供していけるよう、防災性向上のための

施策を展開する。  

    ⇒【居⑥】防災対策による安全・安心な住環境形成  

4  整備される予定の商業施設を活用し、市全域のにぎわいの向上につなげる。  

    ⇒【居⑦】北部市場跡地に整備される商業施設の活用 

 

 

出典：松戸市立地適正化計画（平成 30年 3月）  
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■居住誘導施策の内容  

施策の設定の方向性を踏まえた商業に関する居住誘導施策を以下に示します。 

 

【居⑦】北部市場跡地に整備される商業施設の活用 

施策概要 ○平成 29 年 3 月に閉鎖した北部市場の跡地において大型商業施設が整備さ

れる予定となっており、市全体の集客性が向上することが期待されていま

す。  

○今後は事業者と連携しながら、周辺地域や市内全域の活性化につながる施

策を検討します。  

○施設が整備された際には、バス路線の新設や既存バス路線の再編等を行

い、拠点や周辺地域との交通結節性を強化することで、施設までのアクセ

ス性を充実し、賑わいの向上につなげていきます。 
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（４） 松戸市総合戦略（平成 27年 10月） 

1) 計画期間 

平成 27 年度から平成 31 年度までの 5 年間とする。 

 

2) 将来像と基本目標 

総合戦略では「少子高齢化に対応する、特色あ

る自立した都市～多世代がともにいきいきと暮ら

すことができるまち～」を松戸市の将来像として

描き、４つの基本目標を設定した。 

 

 

 

 

3) 商業に係る施策 

 

基本目標Ⅲ  まちが再生し、賑わいのあるまちづくり 

１  賑わいのあるまち  

(1)松戸駅周辺まちづくり基本構想が実現し、中心拠点が強化される（松戸駅周辺まちづ

くり 基本構想の推進）  

・「Ｂｅ  ルネサンス  松戸  ～松戸駅周辺を文化の香る  にぎわいあふれる広場へ～」

をコンセプトとして松戸駅周辺のまちづくりを進める。 

 

基本目標Ⅳ  経済が活性化し、安心して働けるようになるまちづくり 

２  稼ぐ力をもてるまち 

(3)商店街に魅力的な商店が集まっている（商店街の活性化支援）  

・官民連携によるエリア開発を促進するため、その担い手となるまちづくり会社等の財源

確保・資金調達手段の多様化を支援し、ＢＩＤ※の検討、まちづくり人材の確保・育

成、空き家・空き店舗の利活用の促進、オープンカフェ設置による賑わい創出など、エ

リアマネジメント活動の推進を図る。  

・商業に係る基本調査を実施するとともに、商店会を対象とした講習会を開催するなど中

心市街地の活性化を図る。 

・販売促進事業や空き店舗の活用により商店街の活性化を図る。 

 

※ＢＩＤ：Business Improvement District の略。米国・英国等における制度で、主に商業地域において地域内の資産所有

者・事業者が、地域の発展を目指して必要な事業を行うための組織と資金調達等について定めたもの。 
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（５） 松戸市商工業等振興基本方針（平成 25年 3月 29日） 

1) 方針の位置づけ 

市の最上位計画は、松戸市総合計画であり、この計画を実現するための個別計画として商

工業等振興基本方針が策定されました。平成 22 年 3 月に「松戸市商業振興条例」を制定

しており、条例に即して策定するとともに、条例の推進のため施策の方針を策定しました。 

 

2) 商工業等振興の課題（商業に関する項目を抜粋） 

○商店街など商業の振興  

商店街については、賑わいを創出し、地域コミュニティの拠点として振興を図る必要があ

ります。このため、個店の魅力向上、後継者の確保・育成や共同事業の実施を支援していく

必要があります。また、松戸駅周辺については、中心市街地としての活性化、歴史文化など

地域資源の活用を図っていく必要があります。 

 

3) 商工業等振興の基本理念 

 

地域経済を支える産業活動の活発化 ～市民の暮らしを支える商工業等の振興～ 

 

4) 商業振興方針 ～商店街の賑わいの創出～ 
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基本戦略Ⅰ  商店街の活性化 

Ⅰ-１．商店街の活動体制の強化 

基本施策 内 容 

①商店会の組織力の強化 ・商業者の商店会への加盟の促進 

・商店街活動を担う人材の育成 

②商業者間の連携の強化 ・商店会同士や、商店会と大型店が連携した取組や組織づく 

り 

③商店会と各種組織との連携 ・地域のニーズに応えるための商店会と各種組織（大学、ま

ちづくり会社、ＮＰＯ、自治会等）による連携事業等 

Ⅰ-２．商店街の魅力アップ 

基本施策 内 容 

①商店街の環境整備 ・生活者に親しまれる、安全・安心で環境に優しい整備 

②商店街の共同ソフト事業の

実施 

・イベント等の販促事業 

・商店街の情報発信 

③空き店舗の活用 ・商店街の魅力を損ねる要因となっている空き店舗の活用 

Ⅰ-３．地域コミュニティ機能の強化 

基本施策 内 容 

①商店街へのコミュニティ機

能の導入 

・商店街におけるコミュニティ活動の拠点となる機能の導入 

②商店会と市民との協働の取

り組み 

・商店会と市民との協働による地域の問題の解決 

 

基本戦略Ⅱ  松戸駅周辺中心市街地の活性化 

Ⅱ-１．まちづくりの推進 

基本施策 内 容 

①都市的魅力の創出 ・カルチャー機能やアミューズメント機能などの新しい都市

的魅力についての検討 

②松戸駅周辺のまちづくり推

進 

・松戸駅周辺のバリアフリー整備の推進 

・歩行者が安心して利用できる快適な歩行空間の整備検討 

③公共空間等の活用 ・江戸川・坂川、公園、戸定が丘歴史公園等を活用した、回

遊性の高い魅力あるまちづくり 

 

Ⅱ-２．中心市街地商業の魅力アップ 

基本施策 内 容 

①商業集積の推進 ・都市型のテナントミックス等の手法の検討 

②空き店舗の活用 ・商店街の魅力を損ねる要因となっている空き店舗の活用 
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基本戦略Ⅲ  商店の経営支援 

Ⅲ-１．個店の経営力強化と魅力ある店づくり 

基本施策 内 容 

①個店の経営力強化 ・個店が継続して事業を行うことが出来るよう、経営力の強

化の支援 

②魅力ある店づくり ・商店街を取り巻く環境変化や消費者のライフスタイルの変

化等を踏まえた、魅力ある店づくりの支援 

③起業支援 ・大型事務所をはじめとする、事務所などの創業の支援 

 

基本戦略Ⅳ  特色のある商業の振興 

Ⅳ-１．特色のある商業の振興 

基本施策 内 容 

①大型複合商業施設の誘致 ・大型複合商業施設の立地誘導による、市内消費を促進、商

店街利用者の増加促進 

②商業と観光との連携 ・寺社仏閣や祭りなどの観光資源と商業との連携 

③シティホテル・コンベンシ

ョンホールの誘致 

・都市機能充実に向けた、シティホテル・コンベンションホ

ールの誘致の研究 

④地域資源を活かした産業の

振興 

・農商工連携や地産地消などの推進 

⑤サブカルチャーとの連携 ・サブカルチャーと商業との連携促進 
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（６） 松戸市商業振興条例（平成 22年 4月１日） 

この条例は、商業の振興と地域社会の発展を目的としたものです。市内商店会組織の基盤

強化や商店会への事業者の加入促進を図り、商店会を活性化していきます。 

 

【条例の概要】 

1) 基本理念 

商業の振興は、事業者、商店会、経済団体および市が協働し、市民の理解と協力のもとに

推進します。 

 

2) おのおのが果たすべき責務 

主 体 責 務 

市 
・事業者、商店会および経済団体の積極的な事業活動への取組みを促進するた

め、商業活性化等の施策を実施 

経済団体 
・事業者の事業活動に対する支援を行うとともに、市と協働し、積極的に商業

振興のための施策を実施 

商店会 
・地域コミュニティの核としてにぎわいと交流の場を創出し、魅力ある商店街

の形成に努めるとともに、会員の加入促進等自らの組織の充実に努める。 

事業者 

・市および経済団体が行う商業の振興に関する施策に積極的に参加するととも

に、商店会への積極的な加入や商店会が商店街の活性化事業を実施する場合、

応分の負担により事業に協力するよう努める 

 

3) 市が行う具体的な施策 

○商店会への支援施策 

・街路灯等の設置修繕に関する共同施設支援 

・イベントや販売促進活動等の実施に関する共同事業支援 

・ポイントカードシステム導入に関する情報化支援 

・商店会の法人の設立ならびに運営に関する補助等の支援 

・空き店舗対策支援 

○事業者への支援施策 

・中小企業に対する経営相談等の支援 

 

4) 市民の役割 

商業の振興が市民生活の向上と地域の活性化につながることへの理解を深め、商店会や事

業者が実施する事業や市、経済団体の商業振興に関する施策に積極的に協力する。 
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 商業に関わるまちづくりの取組 

 松戸駅周辺まちづくり基本構想（平成 27年 6月） 

（１）まちの課題・現況 

基本構想では、松戸駅周辺の中心商業地区の課題を以下のとおり整理しています。 

 

【中心商業地区の課題・現況】 

・駅周辺に多くの店舗があるが、活気が失われてきており、商店街としての連続性が欠

けている。 

・駅近傍でありながら、駐車場などの低・未利用地が点在しており、全体的に高度利用

が図られておらず、老朽化も進んでいる。 

・商業地としては、道路基盤が脆弱である。  

・放置自転車が多いため、歩きづらく、景観も損ねている。 

 

（２）コンセプト・まちの将来像 

【基本構想コンセプト】 

 

Ｂｅ ルネサンス 松戸 ～松戸駅周辺を文化の香る  にぎわいあふれる広場へ～ 

 

【まちの将来像】 

○多様なニーズが満たされる活気あふれるまち 

○人の流れが多く、歩行者に優しいまち 

○様々な世代が、住み続けたい・移り住みたいと思うまち 

○価値ある自然や地域資源が活かされ愛着を感じるまち 

 

（３）まちづくり方針 

①ゾーン区分 

構想では、目指す将来像な

どを基準に区域を３つのゾー

ンに区分しています。 

このうち、「商業・業務ゾ

ーン」「新拠点ゾーン」のま

ちづくり方針は以下のとおり

定められています。 
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商業・業務ゾーン 「歩いて買物が楽しめる快適できれいなまち」 

【取組の方向性】 

・中心商業地にふさわしい“にぎわい”を高めるため、都市機能の更新とともに回遊性・

滞留性を向上させる。 

 

【まちづくり方針】 

●市街地整備の推進  

・駅近傍にふさわしい中心商業地としての

基盤形成と土地の高度利用を図るため、

市街地再開発事業等を促進する。  

・交通の結節機能を強化するため、道路・

駅前広場・交通ターミナル・デッキ網等

の基盤整備を行う。  

・地域コミュニティ活動の拠点とするた

め、地元との連携を図りながら、西口公

園の再整備を推進する。  

 

●商業の集積・魅力向上  

・連続的な賑わいを構築するため、地区計

画等による商業等の誘導や空き店舗などを有効に活用する。  

・商業地としての魅力を向上させるため、こだわりの感じられる景観形成、オープンスペ

ースや休憩場所の創出、地元団体・商店によるイベントなどを促進する。  

 

●安全で快適な歩行者空間の充実  

・駅前は、歩いてまわれる快適な環境を創出するため、通過交通の抑制・歩行者天国・歩

行者専用通路の段階的な導入を目指すなど歩行者空間を充実させる。  

・通勤や通学、買物などに対応した、駐輪場整備と放置自転車対策を行う。 

  

●土地の高度利用の促進  

・老朽化や低・未利用等の課題がある街区を中心に、低層部に商業を配置した複合型中高

層住宅を供給するため、優良建築物等整備事業などを促進する。 
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新拠点ゾーン「新たな松戸の顔となる便利で魅力あふれる拠点」       

【取組の方向性】 

・官舎跡地や松戸中央公園等の一体開発によ

り、ランドマークとなる多機能拠点づくりを

行う。 

 

【まちづくり方針】 

●多機能拠点の整備  

・豊かな市民活動をサポートする新しいタイプ

の複合施設（文化・子育て・教育・商業・公

共公益的な施設などを配置）を整備する。  

・相乗効果を高めるため、駅東口や松戸中央公

園と調和・連携を図る。  

・高低差のある地形を活かした建物形態にし、

機能的な施設を配置する。  

・訪れやすい交通環境への改善を図るため、駐車場・駐輪場を整備する。 

  

●松戸中央公園の再整備  

・多機能拠点の整備にあたり、公園の配置を見直すとともに、駅近傍の貴重な緑空間や防

災拠点として魅力ある公園に再整備を行う。  

・多機能拠点との相乗効果を高め、賑わいや交流を図れる空間として、イベントスペース

などを創出する。 

  

●アクセスルートの整備  

・東口デッキの再整備・バリアフリー化を行う。  

・駅から相模台台地への歩行者アクセスの強化を図る。  

・国道６号線から多機能拠点へのアクセスを向上させるため、道路整備を行う。 

 

 

②松戸駅周辺のソフト展開 

●商店街の活性化  

・商店街の魅力アップを図るため、地域の特色にあったイベントを促進する。  

・商店会の組織力強化や商店会相互、商店会と大型店の連携を図ることで、商店街の活動体

制を強化する。  

・個店の経営力強化と魅力ある店づくりを促進する。  

・商店主など地権者が中心となったまちづくり会社等の組織を促進する。  

・姉妹都市等との国際交流の機会を活かし、地元商店街と連携を促進する。 
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 新松戸地域のまちづくりに関する調査業務委託報告書（平成 29 年 3 月） 

（１） 新松戸地区の現況 

≪商店の動向≫  

・６つの商店会があり、中でも新松戸中央商店会は、平成 26 年時点で、市内の全 79 商

店街において、事業所数・年間商品販売額ともに市内２位となっている。  

・大規模小売店舗は、新松戸ダイエー等の５店舗が立地しているが、平成 21 年のコープ

新松戸店以降、新たな店舗立地は行われていない。 

≪各種意向調査≫  

・平成 27 年度市民意識調査等では、新松戸駅周辺に活気がなく、駅周辺の開発を進めて

ほしい、買い物を楽しめる駅ビルの整備、近隣市に多いショッピングセンターの充実等

の意見が見られる。 

≪企業ヒアリング≫ 

・日常型の商業は十分成立するが、ダイエーもあり、これより小規模な店舗では南流山か

ら人を呼ぶほどのインパクトは見込めない。  

・駅舎と合わせて周辺を一体利用し、大型商業施設等が作れれば、イメージを変えること

は可能。 

 

（２） 新松戸地区のまちづくりの主な課題・施策の方向性 

≪商業地のまちづくりの主な課題≫ 

・地域に変化を起こす小規模な商業地のリニューアルに向けた検討 

・大規模な商業地のリニューアルに向けた検討 

・新坂川や流通経済大学等の賑わいづくりへの活用  

・学生や子育て世代がまちを楽しめるような、商業を中心とした時間消費型の機能の導入 

 

 

 

≪商業地再生の主要な施策の方向性≫ 

～多様な賑わいと交流を生み出す、時間消費型の商業地づくり～ 

①大規模な商業地のリニューアルにより、多様な賑わいと交流の空間の創出 

②既存建物の活用・リノベーションにより、小規模連鎖型での、多様な賑わいと交流の

空間の創出 

③親子をはじめ、多世代で楽しめる機能の導入や体験・交流できる場の創出 
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 商業振興に関わる支援事業 

松戸市では、商業の振興と商店街の活性化を目的とした補助・支援制度を設置しています。

各制度の概要は以下のとおりです。 

 

■商店街への支援 

項目 補助対象 補助率 補助制度名 

街路灯・アーチ・駐

車場など 

・設置費 

・修繕費 

・撤去費（装飾街路灯及び装

飾アーチに限る） 

対象経費の 2分の 1 

※限度額有り 

共同施設の設置

等に係る補助金 

 街路灯・アーケードの電気料

の一部補助 

街路灯 1基 5,000円 

アーケード 1基 2,500円 

※上限額 

共同施設維持管

理費補助金 

セール(売出し)・

抽選会・歩行者天

国などのイベント 

商店会が実施するセール(売

出し)などの実施費用の一部

補助 

対象経費の 3 分の 2 に相当

する額 

※限度額 15万円（法人商店

会は限度額 40万円） 

商店街共同事業

実施に係る補助

金 

商店会の法人化 ・法人設立経費 

・法人商店会運営経費 

設立経費出資額の 10分の 3 

運営経費 10分の5(5年間) 

※限度額有り 

法人商店会設立

に関する補助金 

 

■空き店舗対策 

項目 補助対象 補助率 補助制度名 

松戸駅周辺の空き

店舗への商業店舗

の出店 

空き店舗の賃借料に対する補

助 

＊松戸駅周辺の補助対象区域 

補助率：4分の 1 

補助金額：1年度当たり上限

300万円 

松戸市中心市街

地商業事業者誘

致促進補助金 

市内の空店舗への

商業店舗の新規出

店 

空き店舗の賃借料に対する補

助 

＊松戸駅周辺以外 

補助率：4分の 1 

補助金額：1年度当たり上限

120万円 

松戸市商店街商

業事業者誘致促

進事業補助金 

空き店舗を活用し

て行う活性化事業 

・空き店舗等の賃借料 

・空き店舗の改築・改修費用 

対象経費の 4分の 3 

※限度額有り 

空き店舗対策支

援事業補助金 
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■松戸駅周辺中心市街地対策 

項目 補助対象 補助率 補助制度名 

松戸駅周辺中心市

街地でのイベント 

事業費用が 75 万円以上イベ

ント 

補助率：3分の 2（100万円

以内） 

中心市街地にぎ

わい創出事業補

助金 

 

■中小企業支援 

項目 補助対象 補助率 補助制度名 

中小企業の新産

業・新技術の創出 

産学連携、異分野連携、販路

開拓のための経費（原材料費、

機材費、施設使用料など） 

補助対象経費の 2分の 1 

 

松戸市新産業創

出促進事業補助

金 

中小企業者の経営

の安定 

千葉県中小企業振興資金、小

規模事業者経営改善資金の利

子 

利子補助率：年 1.0％以内 中小企業振興資

金利子補給金 

中小企業の設備投

資 

製品の生産のための施設、設

備、プログラム等 

○生産性向上型 

補助率：3分の 1（200万円

以内） 

○一般型 

補助率：10分の 1（50万円

以内） 

中小企業設備投

資補助金 

自社製品の展示会

への出展 

展示会等に出展する経費（出

展料、運送料など）に対する

補助 

補助率：2分の 1又は国内 10

万円、国外 30万円の低い額 

中小企業展示会

等出展支援事業

補助金 

国等の補助金等の

取得 

外部の専門家に申請手続等を

委託する経費 

補助率：2分の 1又は 30万

円の低い額 

中小企業補助金

等取得支援補助

金 

 

■松戸市の支援制度 

項目 支援内容等 概要 

商店会の勉強会 ・講師の紹介 

・講師派遣費用の負担 

商店会が独自に実施する勉強会へ講師を派遣 

（テーマ設定は自由） 

 

■松戸商工会議所の主な助成制度 

助成制度名 内容 

商店会(中元・年末)売り出し

に対する助成 

中元・年末売り出し等のイベント実施に係るチラシ・ポスター等そ

の他宣伝費用の一部を助成 

商店会プッシュアップ事業 商店会が行う新しい活性化プランを公募し、事業効果が極めて高い

事業の実現化を支援 
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 トピックス 

 

『三越伊勢丹／伊勢丹松戸店、2018年 3月 21日で営業終了』 

 

三越伊勢丹ホールディングスは 9月 28日、伊勢丹松戸店の営業を 2018年 3月 21日で終

了する、と発表した。 

 

同社グループは、将来の持続的な成長に向けて、「百貨店本業の再構築」、「成長事業の選

択と集中」に重点的に資源配分し、あわせてその実現のための「基盤構築」に取り組んで

いる。 

 

その中で、将来的に収益の改善が見込めない店舗・事業については構造改革を実施する

ことにより、限られた経営資源を成長分野に再配分し、将来に向けて企業の存続と持続的

な成長を果たすため、伊勢丹松戸店の営業終了を決定した。 

 

伊勢丹松戸店は、1974年に開店し、1995年に新館を増床しピーク時（1996年）には売上

高 336億円にまで拡大。しかし、消費者の購買行動の変化や同一地域内の競合環境が厳し

くなったことなどにより売り上げが低下し赤字が恒常化していた。 

 

2013年には大規模なリモデル投資を実施したが、効果が限定的で黒字化までには至らな

かったという。その結果、2008年度～2016年度に合計約 38億円の減損損失を計上した。 

 

伊勢丹松戸店に勤務する従業員の内、無期雇用者については店舗の営業終了後、他部

門・他店舗で引き続き勤務することを予定。また、伊勢丹松戸店のみを勤務地とする条件

で雇用契約を結んでいる有期雇用契約社員については、営業終了時点で他店舗などでの就

業を希望する者に対して、再雇用の見込み。 

 

■伊勢丹松戸店 

所在地：千葉県松戸市松戸 1307-1 

店舗面積：約 3万 m2 

売上高：181億 3000万円 

従業員数：377名（無期雇用者 146名、有期雇用者 205名、他 26名） 

 

出典：流通ニュース（2017年 9月 28日） 
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『住友商事／松戸北部市場跡地に複合商業施設、2019年度開業』 

 

千葉県松戸市の松戸市公設地方卸売市場北部市場

の跡地利用活用において、土地所有者である千葉県

食品流通センターと事業用定期借地契約の予約契約

を締結した。 

 

住友商事は約 5ヘクタールの広大な北部市場跡地

に、複数の大型店と専門店を集積した一体型多モー

ルの形態による、街並みとの調和と地域の多世代交

流の空間を実現する商業施設の開発を行い、新たな

交流の拠点・憩いの場を提供する。 

 

松戸北部市場開発プロジェクトは、2018年度内の着工、2019年度内の竣工・開業を目

指す。 

 

商業施設には物販・飲食・サービス業種の他に、シネマコンプレックスを核としたア

ミューズメント機能、地域住民の健康維持促進のためのフィットネスやクリニックなど

の導入を検討する。 

 

住友商事と運営管理会社である住商アーバン開発が計画段階から一体となり、継続的

に住友商事グループが事業運営する体制を構築するという。 

 

北部市場は、1969年の開設以来、卸売市場として長く市民の食生活を支える重要な役

割を担ってきたが、施設の老朽化と耐震性の問題、市場を取り巻く環境の変化などによ

り、2017年 3月末に閉鎖した。 

 

（対象土地） 

所在地：千葉県松戸市八ヶ崎 2-8-1他 

敷地面積：49,179.60m2 

用途地域：準工業地域 

所有者：千葉県食品流通センター 

賃借人：住友商事 

 

出典：流通ニュース（2017年 5月 16日） 
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『松戸市東松戸二丁目 5番 1の事業計画概要』 

更新日：2015年 9月 17日 

 

事業計画概要 

 松戸市が売却した東松戸二丁目 5番 1の土地について、売却先の東松戸計画共同企業連

合体より、二段階一般競争入札の企画提案に基づく事業計画概要の提出がありましたので

内容を公表します。 

 

物件の概要 

    所在地：松戸市東松戸二丁目 5番 1 

    地積：11,000.08平方メートル 

 

事業主 

    株式会社長谷工コーポレーション 

    京阪電鉄不動産株式会社 

    相鉄不動産株式会社 

 

計画建物概要 

    鉄筋コンクリート造 19階・鉄骨造平屋建：商業・共同住宅複合施設 

    商業施設床面積：約 5,000平方メートル（複数店舗による複合商業施設を予定） 

    共同住宅：382戸 

 

事業完了予定 

    平成 30年 3月末予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：松戸市ホームページ 
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